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国
外
退
去
手
続
へ
の
公
的
ア
ク
セ
ス
と
安
全
保
障

─
─
ア
メ
リ
カ
憲
法
修
正
第
一
条
の
適
用
可
能
性
─
─

富　
　

井　
　

幸　
　

雄

一　

は
じ
め
に

二　

修
正
第
一
条
と
刑
事
裁
判
─
公
的
ア
ク
セ
ス
の
保
障

三　

退
去
聴
聞
で
の
公
的
ア
ク
セ
ス
─
修
正
第
一
条
に
よ
る
保
障
の
可
能
性

四　

移
民
法
の
退
去
手
続
と
安
全
保
障

五　

む
す
び
に
か
え
て
─
日
本
へ
の
若
干
の
示
唆

安
全
保
障
と
い
う
語
は
、
広
範
で
曖
昧
な
一
般
的
な
言
い
方
（generality

）
で
あ
る
の
で
、
そ
の
射
程
が
修
正
第
一
条
で
具
現
化
さ
れ

た
根
本
法
を
凌
駕
す
る
の
に
援
用
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
情
報
を
与
え
ら
れ
た
代
表
政
体
を
犠
牲
に
し
て
軍
事
外
交
の
秘
密
を
守
っ

た
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
共
和
国
に
は
な
ん
ら
真
の
安
全
保
障
は
も
た
ら
さ
れ
な
い
─
ブ
ラ
ッ
ク
判
事）

（
（



一
二
六

一　

は
じ
め
に

移
民
法
は
外
国
人
を
自
国
に
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
る
か
に
か
か
わ
り
、
安
全
保
障
の
要
素
を
持
つ）

（
（

。
移
民
は
国
内
の
治
安
や
社
会
不

安
に
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
り
、
テ
ロ
リ
ス
ト
が
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
に
暗
躍
す
る
よ
う
に
な
る
な
か
、
移
民
の
選
別
は
、
ア
メ
リ
カ
で

は
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
は
一
九
五
二
年
制
定
の
移
民
国
籍
法
（Im

m
igration and N

ationality A
ct

（IN
A

））
で
、
移
民
規
制
を
展
開
さ
せ
て
い
る）

（
（

。

そ
の
基
本
は
、
犯
罪
者
な
ど
法
が
定
め
る
社
会
的
に
好
ま
し
く
な
い
人
を
、
ア
メ
リ
カ
に
は
い
さ
せ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
一
旦
入
国
し
、

滞
在
し
た
移
民
に
あ
っ
て
は）

（
（

、
悪
さ
を
す
れ
ば
国
外
退
去
（deportation

）
が
執
行
権
（Executive

）
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
る
。
そ
の
手

続
は
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
が
意
識
さ
れ）

（
（

、
準
司
法
手
続
で
移
民
判
事
（Im

m
igration Judges

（IJ

））
の
判
決
を
要
す
る
。
オ
バ
マ
政
権
は
退

去
の
法
執
行
を
留
保
し
て
お
り
、
議
論
を
よ
ん
で
い
る）

（
（

。

連
邦
政
府
は
外
国
人
の
ア
メ
リ
カ
在
留
に
、
滞
在
を
認
め
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
か
の
入
国
時
で
の
審
査
と
、
入
国
は
認
め
た
も
の
の

在
留
中
に
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
に
い
さ
せ
て
良
い
人
物
か
の
審
査
の
二
つ
の
局
面
で
、
国
外
追
放
の
権
力
を
行
使
す
る
。
前
者
は
入
国
拒
否

（exclusion

）
で
、
後
者
は
退
去
（deportation

）
で
あ
る）

（
（

。
Ｉ
Ｎ
Ａ
は
両
方
の
手
続
を
規
定
し
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
同
じ
で
、
一
括
し
て
送

還
手
続
（rem

oval proceeding

）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る）

（
（

。
入
国
拒
否
は
政
治
部
門
の
判
断
で
あ
る
か
ら
、
司
法
審
査
は
及
ば

ず
、
外
国
人
の
憲
法
上
の
権
利
な
ど
議
論
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し）

（
（

、
退
去
で
は
す
で
に
ア
メ
リ
カ
国
内
に
い
る
以
上
、
非
市

民
で
あ
っ
て
も
手
続
が
保
障
さ
れ
る
と
し
た
う
え
で
、
か
か
る
手
続
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
で
様
々
な
情
報
が
公
に
さ
れ
れ
ば
、
安
全
保
障



一
二
七

国
外
退
去
手
続
へ
の
公
的
ア
ク
セ
ス
と
安
全
保
障
（
富
井
）

上
支
障
が
生
じ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
九
・
一
一
（
二
〇
〇
一
年
の
同
時
多
発
テ
ロ
）
直
後
、
連
邦
法
務
省
は
ク
レ
ッ
ピ
ィ
通
達
（Creppy 

D
irective

（CD

））
を
出
し
て
、「
特
別
利
益
」
と
判
断
し
た
と
き
は
退
去
裁
判
（
手
続
）
の
聴
聞
（hearing

）
を
非
公
開
と
し
た
。
こ
れ
は

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
（
以
下
憲
法
）
修
正
第
一
条
に
反
す
る
か
で
訴
訟
と
な
っ
た）

（（
（

。

本
稿
は
、
移
民
法
が
安
全
保
障
法
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
、
人
権
保
障
と
の
整
合
性
を
ど
う
は
か
る
か
の
課
題
に
直
面
し
た
と

き
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
移
民
退
去
手
続
で
の
聴
聞
を
一
般
国
民
に
も
非
公
開
と
す
る
執
行
権
の
政
策
に
、
憲
法
上
問
題
は
な
い
か
を
、

刑
事
司
法
の
憲
法
原
理
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
か
ら
検
討
す
る）

（（
（

。
移
民
法
の
こ
の
退
去
手
続
、
と
り
わ
け
聴
聞
は
、
刑
事
裁
判
に
似
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
行
政
手
続
の
う
ち
、
安
全
保
障
に
か
か
わ
る
移
民
法
で
の
退
去
手
続
の
裁
判
に
あ
っ
て
は
、
公
的
な
ア
ク
セ
ス
が
禁
じ
ら
れ

る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
こ
と
が
憲
法
上
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
か
を
検
討
す
る
。

こ
こ
で
公
的
ア
ク
セ
ス
（public access
）
と
い
う
場
合
、
公
開
を
制
度
的
要
素
と
し
て
一
般
に
二
つ
の
側
面
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は

裁
判
な
ど
手
続
へ
の
実
際
の
出
席
（physical presence

）
あ
る
い
は
傍
聴
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
そ
う
し
た
裁
判
を
含
む
手
続
に
関
す
る

情
報
の
開
示
や
収
集
で
あ
る
。
後
者
の
前
提
に
前
者
が
あ
る
わ
け
で
、
厳
格
に
分
離
す
る
の
は
無
意
味
か
も
し
れ
な
い
。
わ
が
国
に
お
い

て
、
民
事
事
件
で
あ
る
が
、
法
廷
で
メ
モ
を
取
る
権
利
が
問
題
と
な
っ
た
レ
ペ
タ
事
件
で
は
、
裁
判
の
情
報
収
集
と
し
て
の
筆
記
の
自
由

に
重
点
が
置
か
れ
た）

（（
（

。
本
稿
は
こ
の
要
素
を
睨
む
も
の
の
、
退
去
手
続
へ
の
当
事
者
以
外
の
一
般
人
民
や
メ
デ
ィ
ア
の
傍
聴
を
公
的
ア
ク

セ
ス
と
し
て
意
識
す
る
。

移
民
の
退
去
手
続
は
退
去
聴
聞
（hearings

）
を
主
と
す
る
。
そ
こ
で
の
公
的
ア
ク
セ
ス
は
、
当
事
者
以
外
の
第
三
者
が
ど
こ
ま
で
ア

ク
セ
ス
で
き
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
本
稿
は
第
一
に
、
刑
事
手
続
で
は
そ
れ
が
修
正
第
一
条
で
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
例
で
確
立
し

て
い
る
こ
と
と
、
そ
の
合
憲
性
の
審
査
基
準
を
確
認
す
る
。
第
二
に
、
そ
れ
で
は
安
全
保
障
法
の
側
面
を
も
つ
移
民
法
上
の
退
去
手
続
も



同
様
に
考
え
ら
れ
る
か
を
み
る
。
そ
こ
で
は
九
・
一
一
直
後
、
安
全
保
障
上
の
利
益
か
ら
行
政
の
運
用
で
退
去
手
続
の
非
公
開
が
執
行
権

に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
（
Ｃ
Ｄ
）。
こ
の
Ｃ
Ｄ
を
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
違
憲
と
合
憲
の
別
々
の
判
断
を
し
て
い
る
。
修
正
第
一
条
の
保
障
が

こ
の
聴
聞
に
及
ぶ
の
か
、
そ
う
で
な
い
と
し
た
ら
い
か
な
る
事
由
で
正
当
化
さ
れ
る
の
か
を
考
察
す
る
。
第
三
に
、
安
全
保
障
の
観
点
か

ら
執
行
権
の
判
断
を
尊
重
す
る
よ
う
な
形
で
退
去
聴
聞
の
非
公
開
が
認
め
ら
れ
る
現
行
法
制
度
を
確
認
す
る
。
さ
い
ご
に
、
対
テ
ロ
な
ど

の
安
全
保
障
を
意
識
し
た
と
き
、
わ
が
国
の
出
入
国
管
理
に
ア
メ
リ
カ
の
議
論
か
ら
ど
の
よ
う
な
示
唆
が
あ
る
か
を
考
え
る
。

本
稿
は
安
全
保
障
に
立
憲
主
義
原
理
が
ど
う
か
か
わ
る
か
の
研
究
の
一
環
で
あ
る
。
公
権
力
行
使
に
関
す
る
手
続
の
公
開
原
則
が
行
政

手
続
に
ま
で
及
ぶ
か
ど
う
か
の
一
般
的
考
察
は
、
本
稿
の
限
界
を
超
え
る
。
安
全
保
障
を
理
由
と
す
る
手
続
の
非
開
示
が
移
民
の
退
去
の

領
域
で
認
め
ら
れ
る
の
は
憲
法
上
ど
う
評
価
さ
れ
る
か
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

二　

修
正
第
一
条
と
刑
事
裁
判
─
公
的
ア
ク
セ
ス
の
保
障

（　

判
例
に
よ
る
確
立
─
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
事
件

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
公
民
が
刑
事
裁
判
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
権
利
は
、
憲
法
が
保
障
し
て
い
る
か
。
憲
法
修
正
第
六
条
は
刑
事
陪
審
の

公
開
を
被
告
人
の
権
利
と
し
て
認
め
て
い
る）

（（
（

。
同
条
は
、
被
告
人
以
外
の
一
般
の
公
民
が
刑
事
予
審
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
を
含
む
か
。

一
九
七
九
年
の
ガ
ネ
ッ
ト
会
社
事
件
で
は
、
刑
事
予
審
は
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
同
条
に
読
み
込
め
な
い
と
し
た）

（（
（

。
修
正
第
一
条
の

権
利
と
し
て
ど
う
か
は
争
わ
れ
ず
、
メ
デ
ィ
ア
等
の
刑
事
裁
判
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
は
不
問
に
付
さ
れ
た）

（（
（

。

翌
年
、
刑
事
裁
判
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
修
正
第
一
条
で
保
障
さ
れ
る
と
す
る
憲
法
判
例
が
確
立
す
る
（
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
事
件
））

（（
（

。
被

一
二
八



国
外
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一
二
九

告
人S

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン

tevenson

の
殺
人
罪
の
四
度
目
の
公
判
で
、
被
告
が
か
つ
て
証
人
に
圧
力
を
か
け
た
経
緯
か
ら
、
証
人
以
外
の
公
衆
を
法
廷
か

ら
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
す
る
よ
う
求
め）

（（
（

、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
裁
判
所
は
州
法
に
基
づ
い
て
そ
う
す
る
よ
う
命
令
を
出
し
た
。
こ
れ
に
当
事

者
間
に
は
異
論
が
な
か
っ
た
。
た
だ
、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
の
報
道
関
係
者
が
閉
鎖
命
令
（closure order

）
取
り
消
し
を
求
め
抗
告

（m
otion

）
し
た
。
州
最
高
裁
判
所
が
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
最
高
裁
判
所
（
以
下
最
高
裁
）
に
上
告
し
た
。

最
高
裁
（
バ
ー
ガ
ー
首
席
判
事
法
廷
意
見
）
は
、「
当
裁
判
所
は
初
め
て
、
刑
事
予
審
そ
の
も
の
が
被
告
の
誰
か
ら
も
反
論
の
な
い
要
請
に

基
づ
い
て
、
公
民
に
対
し
閉
ざ
さ
れ
た
な
か
で
、
判
断
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
る
。
非
公
開
（closure

）
が
被
告
人
の
公
平
な
裁
判
を

受
け
る
優
越
的
な
権
利
を
保
護
す
る
の
に
必
要
か
、
は
た
ま
た
そ
れ
を
凌
駕
す
る
な
ん
ら
か
の
考
量
が
非
公
開
を
必
要
と
す
る
か
に
つ
い

て
、
い
か
な
る
実
証
も
な
い
な
か
で
で
あ
る
」
と
、
本
件
を
位
置
づ
け
る）

（（
（

。
そ
し
て
、
刑
事
事
件
は
古
来
、
公
民
に
開
か
れ
て
お
り
、
し

た
が
っ
て
そ
の
情
報
を
一
般
に
得
る
こ
と
は
修
正
第
一
条
で
保
障
さ
れ
る
と
し
た
。

最
高
裁
は
、
同
条
の
解
釈
に
「
経
験
と
論
理
（experience and logic

）」
テ
ス
ト
を
打
ち
出
し
た
。
こ
れ
は
こ
の
後
、
州
お
よ
び
連
邦

の
裁
判
所
、
さ
ら
に
行
政
機
関
に
も
、
法
廷
（
審
理
の
場
）
で
の
公
的
ア
ク
セ
ス
権
を
判
断
す
る
際
に
使
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
る）

（（
（

。
バ
ー

ガ
ー
は
ノ
ル
マ
ン
征
服
に
遡
っ
て
コ
モ
ン
ロ
ー
の
こ
の
部
分
の
原
理
を
紐
解
き
、「
歴
史
的
証
拠
は
一
義
的
に
、
わ
れ
わ
れ
の
基
本
法

（organic law

）
が
採
択
さ
れ
た
時
に
は
す
で
に
、
こ
こ
ア
メ
リ
カ
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
刑
事
予
審
は
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
で

あ
っ
た
」
と
し
、
真
実
に
基
づ
く
偏
見
の
な
い
判
決
形
成
に
公
開
は
不
可
欠
と
認
識
さ
れ
て
い
た）

（（
（

。
そ
れ
は
刑
事
予
審
に
限
定
さ
れ
ず
、

伝
統
的
に
公
に
開
か
れ
た
場
所
す
べ
て
に
拡
大
さ
れ
る）

（（
（

。

そ
の
憲
法
的
発
露
は
ま
ず
、
修
正
第
一
条
の
言
論
出
版
の
自
由
の
保
護
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
自
己
表
現
の
み
な
ら
ず
情
報
受
領
権

を
含
み
、
刑
事
裁
判
の
文
脈
で
は
政
府
は
公
民
を
刑
事
予
審
か
ら
排
斥
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
刑
事
予
審
に
つ
い
て
語
る
権
利
は
、
こ
れ



一
三
〇

に
臨
む
こ
と
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
そ
う
し
た
刑
事
予
審
の
傍
聴
が
保
護
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ）

（（
（

。
伝
統
的
に
公
に
さ
れ
た
場
所

へ
の
ア
ク
セ
ス
権
は
、
同
条
の
集
会
の
自
由
か
ら
も
保
障
さ
れ
る
。
法
廷
は
通
り
や
歩
道
と
同
じ
よ
う
に
、
一
般
人
、
と
く
に
メ
デ
ィ
ア

が
出
席
し
（present

）、
そ
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
は
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
統
合
と
質
を
高
め
る
と
歴
史
的
に
考
え
ら
れ
て
き
た
公
の

場
（public place
）
だ
と
す
る）

（（
（

。「
刑
事
予
審
に
出
席
す
る
（attend

）
権
利
は
、
修
正
第
一
条
で
黙
示
的
に
保
障
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
予

審
に
出
席
す
る
権
利
な
く
ば
、
人
々
が
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
言
論
と
出
版
の
自
由
の
重
要
な
側
面
と
し
て
行
使
し
て
き
た
自
由
は
骨
抜

き
に
さ
れ
る
（eviscerate
）
こ
と
で
あ
ろ
う
」）

（（
（

。

し
か
る
に
、
本
件
の
州
裁
判
所
の
閉
鎖
命
令
は
、
修
正
第
一
条
の
利
益
を
凌
駕
す
る
こ
と
を
立
証
し
て
お
ら
ず
、
閉
鎖
命
令
よ
り
制
限

的
で
な
い
代
替
措
置
も
考
慮
し
て
い
な
い
の
は
、
上
記
の
権
利
に
反
す
る
の
で
あ
っ
て
、
修
正
第
一
条
は
刑
事
予
審
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権

利
を
認
め
て
い
る
か
ら
、
法
廷
は
優
越
す
る
利
益
が
な
け
れ
ば
閉
鎖
さ
れ
え
な
い
と
し
た）

（（
（

。

唯
一
の
反
対
意
見
は
レ
ー
ン
キ
ス
ト
で
あ
る）

（（
（

。
彼
は
、
修
正
第
一
条
に
こ
う
し
た
独
立
し
た
権
利
ま
で
は
読
み
込
め
ず
、
ま
た
州
の
刑

事
裁
判
を
ど
う
運
営
す
る
か
は
州
の
問
題
で
あ
り
、修
正
第
一
四
条
を
か
く
も
拡
大
解
釈
す
る
の
は
健
全
で
は
な
い
と
す
る
。
そ
も
そ
も
、

本
件
の
問
題
は
ア
ク
セ
ス
権
が
あ
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
最
高
裁
が
州
の
主
権
に
か
か
わ
る
州
最
高
裁
の
判
断
を
審
査
で
き
る
か
な
の

だ
と
し
た
。

（　

二
分
肢
テ
ス
ト
（tw

o prong test

）

本
件
（
以
下
「
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
」）
は
最
高
裁
が
初
め
て
、
修
正
第
一
条
が
メ
デ
ィ
ア
や
公
民
す
べ
て
に
刑
事
裁
判
に
ア
ク
セ
ス
す

る
権
利
を
保
障
し
た
規
定
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
も
っ
と
も
、
か
か
る
権
利
は
憲
法
に
明
文
の
規
定
は
な
く
、
修
正
第
一
条
で
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保
障
さ
れ
る
た
め
に
は
、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
で
打
ち
立
て
ら
れ
た
経
験
と
論
理
の
二
分
肢
テ
ス
ト
を
充
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

経
験
テ
ス
ト
は
、
当
該
裁
判
が
歴
史
的
に
、
そ
し
て
今
で
も
公
開
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
も
の
な
の
か
の
判
断
で
あ
り
、
ア
ク
セ
ス
の
伝

統
が
特
定
の
場
所
と
プ
ロ
セ
ス
に
存
在
し
て
い
る
か
を
審
査
す
る
も
の
で
、
論
理
テ
ス
ト
は
、
公
的
ア
ク
セ
ス
が
そ
の
特
定
の
場
所
と
プ

ロ
セ
ス
で
機
能
す
る
の
に
相
当
の
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
を
審
査
す
る
も
の
で
、
両
方
が
肯
定
さ
れ
れ
ば
、
当
該
プ
ロ
セ
ス

で
の
公
的
ア
ク
セ
ス
権
は
憲
法
で
保
障
さ
れ
る）

（（
（

。

最
高
裁
は
歴
史
と
機
能
の
二
つ
の
要
素
か
ら
、公
的
ア
ク
セ
ス
が
修
正
第
一
条
で
保
護
さ
れ
る
射
程
を
考
え
た
。
こ
の
二
要
素
の
う
ち
、

ア
ン
グ
ロ
ア
メ
リ
カ
で
の
裁
判
公
開
の
歴
史
を
よ
り
重
視
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る）

（（
（

。
も
っ
と
も
、
歴
史
が
ど
れ
ほ
ど
深
け
れ
ば
よ
い
の

か
、
伝
統
と
し
て
ど
れ
だ
け
確
立
し
て
い
れ
ば
よ
い
の
か
、
基
準
と
し
て
適
用
す
る
と
き
の
数
字
の
よ
う
な
客
観
的
な
標
準
が
示
さ
れ
て

は
い
な
い
の
で
、
一
般
的
に
適
用
す
る
に
は
混
乱
は
避
け
ら
れ
ま
い
。

リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
は
、
メ
デ
ィ
ア
や
公
民
が
刑
事
裁
判
に
出
席
す
る
価
値
と
公
表
（publicity

）
の
重
要
性
を
強
調
し
た
こ
と
に

も
留
意
し
た
い）

（（
（

。
こ
こ
で
公
的
ア
ク
セ
ス
権
（right of public access

）
の
意
味
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
件
は
こ
れ
が

刑
事
予
審
に
関
し
て
修
正
第
一
条
で
保
障
さ
れ
る
と
し
た
。
具
体
的
に
は
、
当
事
者
以
外
の
国
民
や
メ
デ
ィ
ア
な
ど
、
い
わ
ば
第
三
者
が

そ
の
公
判
に
出
席
す
る
（attend

）
権
利
と
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
は
第
三
者
へ
の
公
開
を
意
味
す
る
の
か
。
判
例
で
は
修
正
第
六
条
の
公

開
が
当
事
者
間
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
修
正
第
一
条
が
そ
れ
を
認
め
て
い
る
の
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
公
的

ア
ク
セ
ス
は
当
然
公
開
を
含
む
が
、
そ
こ
で
の
情
報
収
集
権
が
修
正
第
一
条
で
保
障
さ
れ
る
か
ま
で
は
明
言
し
て
い
な
い
。

国
民
の
知
る
権
利
が
修
正
第
一
条
で
保
障
さ
れ
る
と
し
た
最
高
裁
判
例
は
な
い
し
、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
も
そ
の
こ
と
は
判
断
し
て

い
な
い）

（（
（

。
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
の
根
本
問
題
は
、
ア
メ
リ
カ
市
民
が
情
報
を
提
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
（inform

ed citizenry

）
の
重
要



一
三
二

性
に
あ
る）

（（
（

。
政
府
機
能
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
の
は
民
主
主
義
の
根
幹
で
あ
り）

（（
（

、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
は
こ
れ
を
認
識
し
て
い
る
。
刑
事
裁

判
に
は
、
メ
デ
ィ
ア
を
中
心
と
す
る
一
般
国
民
の
知
る
権
利
が
修
正
第
一
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
と
示
唆
し
た
と
も
い
え
る
。

知
る
権
利
に
は
、
も
と
よ
り
一
義
的
定
義
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
修
正
第
一
条
は
知
る
権
利
を
保
障
し
た
と
の
古
典
的
な
考
え
が
あ

る
）
（（
（

。
コ
モ
ン
ロ
ー
や
制
定
法
の
教
義
と
は
別
に
憲
法
上
は
、「
望
ん
で
い
る
（w

illing

）
源
か
ら
情
報
を
受
領
し
、
望
ん
で
い
る
も
し
く
は

中
立
的
な
源
か
ら
情
報
を
収
集
し
、
お
そ
ら
く
は
望
ん
で
い
な
い
政
府
の
源
か
ら
情
報
を
獲
得
す
る
権
利
」
と
観
念
さ
れ
る
で
あ
ろ
う）

（（
（

。

修
正
第
一
条
や
言
論
の
自
由
全
体
と
合
体
し
て
、
読
み
、
聞
き
、
見
る
、
そ
の
他
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
受
領
す
る
権
利
と
、
他
者
に

事
実
あ
る
い
は
考
え
を
伝
達
す
る
基
盤
と
し
て
の
情
報
獲
得
権
の
二
分
子
が
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
権
利
と
表
裏
一
体
で
あ
る）

（（
（

。

こ
う
し
た
修
正
第
一
条
の
側
面
は
、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
以
前
か
ら
、
最
高
裁
が
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
新
聞
に

広
告
税
を
課
す
州
法
を
違
憲
と
判
断
し
た
ケ
ー
ス
で
は
、
情
報
に
基
づ
い
た
世
論
（inform

ed public opinion

）
は
誤
っ
た
統
治
を
あ
ま

ね
く
制
限
す
る
最
大
の
潜
在
性
を
も
っ
て
お
り
、
公
的
情
報
を
流
布
さ
せ
る
も
の
へ
の
課
税
は
公
共
善
や
公
共
利
益
の
機
微
に
触
れ
る
と

し
た）

（（
（

。
判
例
は
、
意
図
的
な
話
し
手
か
ら
情
報
を
受
け
取
る
個
人
の
憲
法
上
の
人
権
に
政
府
が
介
入
で
き
な
い
と
し
た
け
れ
ど
も
、
政
府

に
情
報
開
示
を
強
制
で
き
る
権
利
ま
で
修
正
第
一
条
に
読
み
込
む
も
の
で
は
な
か
っ
た）

（（
（

。

リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
の
伏
線
と
な
る
の
は
、
修
正
第
一
条
も
第
一
四
条
も
政
府
の
統
制
す
る
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
を
認
め
た

も
の
で
は
な
い
と
判
示
し
た
フ
ー
シ
ン
ズ
事
件
で
あ
ろ
う）

（（
（

。
放
送
会
社
に
自
殺
の
起
き
た
刑
務
所
で
の
写
真
撮
影
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
許

可
し
な
か
っ
た
こ
と
で
、
制
限
的
な
刑
務
所
取
材
規
則
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
、
プ
レ
ス
に
一
般
人
民
よ
り
広
く
政
府
統
制
情
報
へ
の

ア
ク
セ
ス
権
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
た）

（（
（

。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
判
事
は
こ
れ
に
反
対
し
、
十
分
か
つ
自
由
な
情
報
の
流
通
の
維

持
は
修
正
第
一
条
の
核
と
な
る
目
的
と
し
て
長
く
認
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
Ｊ
・
マ
デ
ィ
ソ
ン
を
は
じ
め
と
し
て
学
問
的
に
も
議
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論
さ
れ
た
よ
う
に
、
自
己
統
治
に
不
可
欠
な
情
報
を
与
え
ら
れ
た
市
民
に
は
情
報
受
領
権
が
必
須
な
の
だ
と
述
べ
て
い
る）

（（
（

。
な
お
本
稿
の

関
心
は
、
情
報
収
集
と
い
う
よ
り
そ
の
前
提
と
な
る
物
理
的
出
席
と
し
て
の
ア
ク
セ
ス
権
に
あ
る
。

問
題
は
、
そ
の
権
利
に
限
界
は
な
い
か
、
刑
事
裁
判
へ
の
公
的
ア
ク
セ
ス
権
は
憲
法
上
ど
こ
ま
で
認
め
ら
れ
る
か
で
あ
る
。
本
稿
は
、

安
全
保
障
で
の
政
府
利
益
や
公
益
と
の
衡
量
か
ら
か
か
る
権
利
に
制
限
を
加
え
る
こ
と
が
ど
こ
ま
で
正
当
化
さ
れ
る
か
を
問
題
と
す
る
。

リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
は
安
全
保
障
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
点
は
判
断
さ
れ
て
い
な
い
。
手
続
の
公
開
、
特
に
メ
デ
ィ

ア
を
含
む
公
民
の
刑
事
裁
判
へ
の
法
廷
へ
の
出
席
の
権
利
に
限
定
し
た
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
は
、
二
分
肢
テ
ス
ト
で
判
断
す
る
と
し
た

の
で
あ
る
。
第
一
が
経
験
テ
ス
ト
で
あ
り
、
歴
史
か
ら
公
開
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
か
を
み
る
。
歴
史
を
重
視
し
て
修
正
第
一
条
を
解
釈

す
る
の
は
一
般
的
で）

（（
（

、
こ
れ
を
踏
襲
し
た
と
も
い
え
る
。
第
二
が
論
理
テ
ス
ト
で
あ
り
、
プ
ロ
セ
ス
の
公
開
、
つ
ま
り
公
的
ア
ク
セ
ス

の
保
障
が
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
機
能
に
相
当
な
役
割
（significant role

）
を
果
た
し
て
い
る
か
で
あ
る
。
審
査
基
準
や
利
益
較
量
に
つ
い
て

リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
は
明
確
に
は
語
っ
て
い
な
い
。

（　

民
主
主
義
と
公
的
ア
ク
セ
ス
権

一
般
公
民
に
は
な
い
特
別
の
ア
ク
セ
ス
権
が
プ
レ
ス
に
認
め
ら
れ
る
か
。
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
で
は
、
最
高
裁
は
、
刑
事
裁
判
に
公

的
ア
ク
セ
ス
を
否
定
で
き
る
場
合
ま
で
判
示
す
る
必
要
は
な
い
と
し
、
公
民
や
プ
レ
ス
の
修
正
第
一
条
の
権
利
が
絶
対
だ
と
判
断
し
た
の

で
は
な
い
と
す
る）

（（
（

。
政
府
は
街
路
に
時
、
場
所
、
方
法
の
規
制
は
で
き
る
け
れ
ど
も
、
法
廷
に
は
街
路
と
は
別
に
静
粛
と
秩
序
が
よ
り
求

め
ら
れ
る
と
い
う
。
法
廷
は
収
容
人
員
に
限
り
が
あ
る
か
ら
、
合
理
的
な
制
限
が
伝
統
的
に
加
え
ら
れ
て
い
る
し
、
ま
た
特
定
の
メ
デ
ィ

ア
に
ア
ク
セ
ス
を
限
定
す
る
の
も
し
か
り
で
あ
る
と
す
る
。
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
は
、
公
的
ア
ク
セ
ス
に
関
し
て
人
民
に
優
越
す
る
メ



一
三
四

デ
ィ
ア
の
権
利
を
特
別
に
意
識
し
た
向
き
は
な
い
よ
う
だ）

（（
（

。

リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
は
踏
襲
さ
れ
、
公
的
ア
ク
セ
ス
権
を
肯
定
す
る
方
向
で
用
い
ら
れ
る）

（（
（

。
刑
事
裁
判
の
記
録
に
関
す
る
事
件
で
、

政
府
の
プ
ロ
セ
ス
に
公
的
に
ア
ク
セ
ス
す
る
の
は
以
下
の
要
件
で
保
障
さ
れ
て
い
る
と
し
た）

（（
（

。
第
一
に
、
ア
ク
セ
ス
で
き
る
伝
統
が
あ
る

と
き
、
す
な
わ
ち
、
場
所
と
プ
ロ
セ
ス
が
歴
史
的
に
プ
レ
ス
と
公
民
に
一
般
に
開
か
れ
て
い
る
と
き
、
第
二
に
、
公
的
ア
ク
セ
ス
が
、
特

定
の
プ
ロ
セ
ス
が
機
能
す
る
の
に
相
当
な
積
極
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
き
、
第
三
に
、
非
開
示
が
よ
り
高
度
の
価
値
を
維
持
す
る
の

に
不
可
欠
で
、
そ
の
利
益
に
資
す
る
の
に
狭
く
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
の
を
立
証
し
て
い
な
い
と
き
、
で
あ
る
。
こ
う
し
た
要
件
は
一
義
的

で
は
な
く
、
知
る
権
利
が
修
正
第
一
条
で
プ
レ
ス
に
保
障
さ
れ
る
と
ま
で
の
判
示
に
は
至
っ
て
い
な
い）

（（
（

。

最
高
裁
は
一
九
八
二
年
に
、
刑
事
裁
判
へ
の
公
的
ア
ク
セ
ス
権
が
問
題
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
に
再
び
直
面
す
る）

（（
（

。
レ
イ
プ
の
被
害
者
が
証

言
を
行
う
公
判
に
プ
レ
ス
や
公
民
が
出
席
す
る
の
を
禁
じ
て
い
る
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
法
が
、
修
正
第
一
条
に
違
反
す
る
か
が
訴
え
ら

れ
た
。
被
害
者
が
証
言
す
る
裁
判
の
一
部
で
、
そ
れ
が
性
犯
罪
で
年
少
（underage

）
の
と
き
非
公
開
と
す
る
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
法

に
つ
い
て
、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
の
テ
ス
ト
を
適
用
し
て
公
開
は
原
則
で
あ
る
と
認
め
た
う
え
で
、
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
性
犯
罪

被
害
者
の
年
少
者
の
ト
ラ
ウ
マ
を
避
け
る
と
い
う
、
限
定
的
な
止
む
に
や
ま
れ
な
い
政
府
利
益
が
あ
る
と
し
て
、
合
憲
と
し
た
。
他
方
で
、

二
分
肢
テ
ス
ト
を
適
用
し
て
刑
事
手
続
の
非
公
開
を
修
正
第
一
条
違
反
と
し
た
判
例
も
あ
る）

（（
（

。

リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
は
、
公
民
は
刑
事
裁
判
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
権
利
を
修
正
第
一
条
で
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
け
れ

ど
も
、
こ
の
権
利
が
法
廷
外
に
も
及
ぶ
か
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る）

（（
（

。
最
高
裁
は
こ
の
刑
事
手
続
で
の
情
報
ア
ク
セ
ス
権
が
、
民
事
や
行
政

を
含
む
別
の
タ
イ
プ
の
手
続
に
拡
大
適
用
さ
れ
る
と
判
断
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た）

（（
（

。「
公
民
は
裁
判
的
プ
ロ
セ
ス
内
で
、
公
式
の
司
法
業

務
の
実
質
的
な
事
項
に
関
す
る
司
法
権
限
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
行
使
の
評
価
に
関
連
す
る
す
べ
て
の
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
を
、



一
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全
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障
（
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そ
の
よ
う
に
は
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
と
す
る
に
十
分
な
止
む
に
や
ま
れ
な
い
理
由
が
な
け
れ
ば
、
有
す
る
」
と
す
る
の
が
リ
ッ
チ
モ
ン
ド

新
聞
社
の
法
理
で
、
手
続
を
監
視
す
る
道
具
的
な
権
利
か
ら
、
司
法
の
正
式
の
処
断
（transaction

）
を
公
的
に
審
査
す
る
の
に
関
連
す

る
情
報
を
獲
得
す
る
制
度
的
権
利
へ
昇
華
さ
せ
る
意
義
が
あ
る）

（（
（

。

司
法
手
続
以
外
の
裁
判
的
手
続
へ
の
公
的
ア
ク
セ
ス
が
修
正
第
一
条
で
保
障
さ
れ
る
か
。
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
が
司
法
に
限
定
し
て

い
る
と
す
れ
ば
、
司
法
と
政
治
部
門
を
明
確
に
分
け
、
後
者
に
は
及
ば
な
い
と
の
論
に
な
ろ
う
。
他
方
、
修
正
第
一
条
は
知
る
権
利
と
し

て
す
べ
か
ら
く
政
府
の
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
だ
と
す
れ
ば
、
司
法
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
、
い
わ
ば
政
府
権
力
の
一
部
門
で
あ
っ
て
、

そ
の
認
識
で
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
の
法
理
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
も
解
し
う
る
。
ブ
レ
ナ
ン
判
事
は
広
く
統
治
プ
ロ
セ
ス（governm

ent 

process

）
に
ア
ク
セ
ス
す
る
と
の
認
識
に
立
つ
よ
う
だ）

（（
（

。

こ
れ
は
修
正
第
一
条
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
か
か
わ
る
。
同
条
の
構
造
的
理
論
は
、
情
報
発
信
者
の
権
利
を
保
護
す
る
と
い
う
よ
り

も
、
む
し
ろ
民
主
主
義
に
不
可
欠
な
情
報
の
自
由
な
流
れ
を
人
民
の
権
利
と
し
て
保
護
す
る
の
だ
と
の
マ
イ
ク
ル
ジ
ョ
ン
（M

eiklejohn

）

の
考
え
に
由
来
し
、
そ
れ
が
制
憲
者
の
意
思
で
も
あ
る
と
さ
れ
る）

（（
（

。
政
治
プ
ロ
セ
ス
が
汚
さ
れ
て
い
な
い
ま
ま
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
と
き

至
高
な
る
人
民
は
自
身
の
自
由
を
保
護
す
る
た
め
に
斟
酌
さ
れ
う
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る）

（（
（

。

リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
で
の
ブ
レ
ナ
ン
の
賛
成
意
見
は
、
修
正
第
一
条
は
、
表
現
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
自
由
だ
け
で
な
く
、

「
わ
れ
わ
れ
の
自
己
統
治
の
共
和
政
体
を
保
全
し
促
進
さ
せ
る
の
に
果
た
す
べ
き
構
造
的
な
役
割
（structural role

）
を
有
す
る
」
と
し
、

単
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
だ
け
で
な
く
、
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
含
む
「
有
意
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
条
件
」
を
包
含
す
る
と
し

て
い
る）

（（
（

。
判
例
法
上
、
二
つ
の
構
造
的
理
論
が
あ
る
と
さ
れ
る）

（（
（

。
一
つ
は
言
論
の
流
布
あ
る
い
は
消
費
を
政
府
が
制
限
す
る
の
を
禁
じ
る

「
消
極
構
造
主
義
」
で
あ
り
、
自
己
統
治
の
長
い
伝
統
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
政
府
部
門
に
何
ら
か
の
積
極
的
な
（affi

rm
ative

）
活
動
を
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要
求
す
る
「
積
極
構
造
主
義
」
で
、
議
論
を
活
性
化
す
る
た
め
に
政
府
に
何
ら
か
の
ス
テ
ッ
プ
を
要
求
す
る
。
こ
れ
に
は
、
政
府
が
自
身

の
手
続
あ
る
い
は
情
報
に
ア
ク
セ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
の
要
求
と
、
放
送
に
公
平
要
件
を
課
す
と
い
っ
た
、
公
的
問
題
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く

議
論
す
る
の
を
確
保
す
る
た
め
に
政
府
が
積
極
的
な
ス
テ
ッ
プ
を
取
る
こ
と
の
要
求
が
あ
る
。

安
全
保
障
の
利
益
か
ら
非
公
開
も
認
め
ら
れ
る
執
行
権
の
手
続
と
し
て
の
国
外
退
去
の
行
政
裁
判
に
、
公
的
ア
ク
セ
ス
権
が
保
障
さ
れ

る
か
。
修
正
第
一
条
を
構
造
主
義
的
に
理
解
す
れ
ば
、
刑
事
裁
判
以
外
で
も
そ
れ
に
類
す
る
手
続
に
は
公
的
ア
ク
セ
ス
権
が
同
条
で
保
障

さ
れ
る
と
読
め
る
だ
ろ
う
。

三　

退
去
聴
聞
で
の
公
的
ア
ク
セ
ス
─
修
正
第
一
条
に
よ
る
保
障
の
可
能
性

リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
は
行
政
手
続
で
あ
る
退
去
裁
判
に
も
適
用
さ
れ
て
、
そ
こ
で
の
公
的
ア
ク
セ
ス
権
が
修
正
第
一
条
に
よ
っ
て
保

障
さ
れ
る
か
。
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
は
、
刑
事
裁
判
に
つ
い
て
判
断
し
た
も
の
で
、
そ
れ
以
外
の
手
続
に
適
用
さ
れ
る
か
は
判
示
し
て

い
な
い
。
オ
コ
ナ
ー
判
事
は
、
民
事
も
刑
事
と
共
有
す
る
手
続
的
要
素
が
あ
る
と
す
る
一
方
で
、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
も
そ
の
他
の
判

例
も
、
刑
事
手
続
以
外
へ
の
適
用
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る）

（（
（

。
ま
ず
は
移
民
法
上
の
退
去
聴
聞

が
安
全
保
障
の
利
益
を
は
じ
め
と
し
て
、
公
的
ア
ク
セ
ス
を
制
限
す
る
法
制
度
に
な
っ
て
い
る
か
を
見
て
お
こ
う
。

（　

九
・
一
一
以
前
の
退
去
手
続

移
民
法
上
公
開
が
原
則
と
さ
れ
る
退
去
裁
判
に
お
い
て
、
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
情
報
が
暴
露
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
と
し
て
証
言
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（testim
ony

）
を
非
公
開
に
す
る
に
は
、
政
府
（
執
行
権
）
は
Ｉ
Ｊ
か
ら
保
護
命
令
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た）

（（
（

。
九
・
一
一
以
前
、

退
去
裁
判
へ
の
公
的
ア
ク
セ
ス
は
前
提
で
あ
っ
た）

（（
（

。

国
土
安
全
保
障
省
（
Ｄ
Ｈ
Ｓ
）
が
で
き
る
前
は
、
移
民
は
そ
の
退
去
も
含
め
て
連
邦
法
務
省
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ
）
が
管
轄
し
た
。
Ｉ
Ｎ
Ａ
に
基
づ

い
て
、
法
務
長
官
が
こ
れ
を
指
揮
監
督
し
、
ど
の
外
国
人
を
ア
メ
リ
カ
に
滞
在
さ
せ
る
か
は
、
法
務
長
官
に
決
定
権
が
与
え
ら
れ
て
い

た
。
法
務
長
官
は
外
国
人
の
移
民
帰
化
に
関
係
す
る
す
べ
て
の
法
の
執
行
と
管
理
に
権
限
を
有
し
た
（
Ｉ
Ｎ
Ａ
一
〇
三
条
））

（（
（

。
Ｉ
Ｎ
Ａ
は
、

一
九
九
六
年
の
違
法
移
住
改
革
移
民
責
任
法
（Illegal Im

m
igration Reform

 and Im
m

igrant Responsibility A
ct of （（（（

（IIRIRA

））
と

反
テ
ロ
死
刑
効
率
化
法
（A

ntiterrorism
 and Effective D

eath Penalty A
ct （A

ED
PA

））
で
別
々
で
あ
っ
た
入
国
拒
否
と
退
去
の
手
続
が

一
緒
に
さ
れ
、
送
還
手
続
に
改
正
さ
れ
る
。
そ
れ
が
適
用
さ
れ
る
実
体
的
要
件
と
し
て
、
当
該
外
国
人
に
あ
っ
て
、
①
ア
メ
リ
カ
入
国
の

要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
（inadm

issibility
）
②
法
違
反
③
ビ
ザ
の
期
間
切
れ
④
安
全
保
障
へ
脅
威
を
も
た
ら
す
行
為
、
が
あ
る
と
き
と

さ
れ
る
。

Ｄ
Ｏ
Ｊ
移
民
審
査
執
行
部
（Executive O

ffi
ce for Im

m
igration Review

（EO
IR

））
は
Ｄ
Ｏ
Ｊ
の
下
で
退
去
手
続
を
管
理
す
る
。
Ｅ
Ｏ

Ｉ
Ｒ
は
一
九
八
三
年
に
法
務
長
官
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
は
Ｉ
Ｎ
Ｓ
（
移
民
帰
化
局
）
内
で
Ｉ
Ｊ
が
担
当
し
た
の
で
、
そ
の

独
立
性
が
問
題
と
な
っ
た
た
め
、
移
民
裁
判
所
と
そ
の
控
訴
審
で
あ
る
移
民
不
服
審
査
会
（Board of Im

m
igration A

ppeals

（BIA

））
を
、

新
た
に
創
設
す
る
Ｅ
Ｏ
Ｉ
Ｒ
と
い
う
、
Ｄ
Ｏ
Ｊ
か
ら
や
や
独
立
し
た
準
司
法
的
機
関
に
統
合
さ
せ
る
こ
と
で
解
消
さ
せ
た
。
Ｅ
Ｏ
Ｉ
Ｒ
は

Ｄ
Ｈ
Ｓ
に
移
管
さ
れ
ず
、
今
で
も
Ｄ
Ｏ
Ｊ
の
機
関
で
あ
る
。

退
去
手
続
は
特
別
の
ル
ー
ル
に
の
っ
と
る
。
そ
の
着
手
は
、
Ｄ
Ｏ
Ｊ
の
代
理
人
が
移
民
裁
判
所
で
外
国
人
を
強
制
召
喚
さ
せ
る
出
頭
通

知
（N

otice to A
ppearance

）
に
、
な
ぜ
退
去
手
続
を
当
該
人
物
に
つ
い
て
な
す
か
、
事
実
や
適
用
条
文
な
ど
の
説
明
を
記
載
し
て
提
出
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す
る
（（ U

.S.C. § （（（（

（a

）（（

）, （c

）（（

）（A

））
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
通
知
を
受
け
て
、
当
該
外
国
人
（
以
下
被
告
人
）
は
Ｉ
Ｊ
の
面
前
で
政

府
の
主
張
を
認
め
る
か
否
か
を
申
し
立
て
、
Ｉ
Ｎ
Ａ
違
反
が
あ
っ
た
と
認
め
る
な
ら
、
Ｉ
Ｊ
は
政
府
の
申
し
立
て
を
認
容
し
、
退
去
命
令

を
下
す
。
被
告
人
が
こ
れ
を
認
め
ず
、
も
し
く
は
退
去
か
ら
の
救
済
を
要
請
し
た
と
き
は
、
Ｉ
Ｊ
は
被
告
人
を
巻
き
込
ん
で
正
式
に
聴
聞

を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（（ U

.S.C. § （（（（a

（c

）（（

））。
双
方
と
も
弁
護
士
を
依
頼
し
、
Ｉ
Ｊ
の
面
前
で
証
拠
と
証
言
の
口
頭
弁
論

を
展
開
す
る
。
政
府
側
（
Ｉ
Ｎ
Ｓ
）
は
、「
被
告
人
が
退
去
さ
れ
う
る
こ
と
を
合
理
的
、
実
質
的
、
か
つ
実
証
的
な
」
証
拠
で
立
証
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
（§ （（（（a
（b
）（（

）（A

））。
そ
の
う
え
で
Ｉ
Ｊ
が
判
決
を
下
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、双
方
は
審
理
の
や
り
直
し
を
求
め
た
り
、

判
決
を
不
服
と
し
て
Ｂ
Ｉ
Ａ
に
訴
え
た
り
で
き
る
し
、
さ
ら
に
連
邦
控
訴
裁
判
所
に
上
訴
で
き
る
（§ （（（（

（b

）（（

））。

退
去
手
続
は
す
べ
て
公
開
（public attendance

）
で
あ
る
が
、
Ｉ
Ｊ
の
判
断
に
よ
る
例
外
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（（ C.F.R. § （. （（

）。

傍
聴
人
が
過
多
で
あ
る
と
き
、
も
し
く
は
「
証
人
、
当
事
者
、
あ
る
い
は
公
益
」
を
保
護
す
る
た
め
、
ま
た
は
、
配
偶
者
や
子
に
対
す
る

虐
待
で
は
、
Ｉ
Ｊ
は
法
廷
を
閉
鎖
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
開
を
原
則
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
法
務
長
官
（
当
時
の
Ｉ
Ｎ
Ｓ
を
所
管
）
の

次
の
規
則
か
ら
わ
か
る）

（（
（

。「
退
去
聴
聞
は
人
民
に
公
開
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
調
査
官
が
、
そ
の
裁
量
で
証
人
、
被
告
人

も
し
く
は
公
益
を
保
護
す
る
た
め
に
、一
般
大
衆
あ
る
い
は
特
定
の
個
人
は
特
別
に
事
件
で
の
聴
聞
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
命
じ
た
と
き
は
、

こ
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
。
施
設
の
都
合
か
ら
合
理
的
な
制
限
は
い
か
な
る
と
き
で
も
聴
聞
出
席
者
の
数
が
制
約
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の

際
は
一
般
大
衆
よ
り
メ
デ
ィ
ア
を
優
先
す
る
も
の
と
す
る
」。

退
去
手
続
は
、
Ｉ
Ｊ
が
法
務
長
官
の
定
め
た
規
則
に
従
っ
て
実
施
す
る
。
一
九
六
四
年
以
来
、
退
去
そ
の
他
行
政
手
続
の
ア
ク
セ
ス
に

関
す
る
法
務
長
官
の
規
則
は
、
証
人
、
当
事
者
、
そ
の
他
公
益
を
保
護
す
る
た
め
に
、
聴
聞
の
非
公
開
を
認
め
て
い
る）

（（
（

。
退
去
手
続
は
行

政
裁
判
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
法
廷
と
同
じ
よ
う
な
対
審
構
造
で
あ
る
。
た
だ
安
全
保
障
が
問
題
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
、
政
府
は
秘
密
情
報
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を
使
用
し
、
一
方
的
に
イ
ン
カ
メ
ラ
で
（ex parte and in cam

era

）
手
続
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
九
・
一
一
ま
で
の
一
九
九
〇
年
代

で
は
、
移
民
法
の
ホ
ッ
ト
な
イ
ッ
シ
ュ
ー
は
、
政
府
側
が
退
去
対
象
者
た
る
移
民
に
も
開
示
し
な
い
極
秘
情
報
を
使
用
で
き
る
か
で
あ
っ

た
）
（（
（

。入
国
時
、
非
開
示
の
情
報
を
証
拠
と
し
て
聴
聞
を
行
わ
ず
に
入
国
拒
否
す
る
こ
と
は
合
憲
と
判
断
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
外
国
人
で
あ
る
こ
と

か
ら
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
の
権
利
は
厚
く
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
在
留
移
民
の
退
去
手
続
で
極
秘
情
報
を
証
拠
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
た
の
は
、Jay v. Boyd

事
件
で
あ
る）

（（
（

。
四
〇
年
以
上
も
在
留
す
る
英
国
人
男
性
に
共
産
党
員
歴
が
あ
る
と
し
て
（
旧
Ｉ
Ｎ
Ａ
で

は
退
去
事
由
）
退
去
が
命
じ
ら
れ
た
ケ
ー
ス
で
、
彼
は
、
五
年
間
の
か
か
る
経
歴
は
認
め
る
も
、
一
〇
年
以
上
在
留
し
続
け
て
い
る
移
民

に
は
免
除
の
救
済
を
裁
量
的
に
与
え
う
る
と
の
Ｉ
Ｎ
Ａ
の
規
定
の
援
用
を
訴
え
た
。
法
務
長
官
側
は
、
非
開
示
の
極
秘
情
報
を
証
拠
に
こ

れ
を
否
定
し
、
そ
し
て
こ
れ
を
開
示
す
れ
ば
公
共
の
安
全
保
障
に
重
大
な
侵
害
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
と
主
張
し
、
最
高
裁
は
こ
れ
を
認

め
た
。
裁
量
に
か
か
る
情
報
を
フ
ル
に
開
示
さ
せ
る
請
求
権
を
被
告
に
認
め
た
実
定
法
の
規
定
は
な
く
、
憲
法
問
題
は
特
に
提
起
さ
れ
て

い
な
い
と
し
て
、
五
対
四
で
支
持
し
た
の
で
あ
る）

（（
（

。
こ
の
判
断
は
踏
襲
さ
れ
る）

（（
（

。

極
秘
情
報
の
証
拠
使
用
は
行
政
の
規
則
で
は
認
め
て
い
た
が
、
一
九
九
六
年
の
Ｉ
Ｉ
Ｒ
Ｉ
Ｒ
Ａ
で
改
正
さ
れ
た
Ｉ
Ｎ
Ａ
二
四
〇
条
で
初

め
て
明
文
化
さ
れ
た
。
政
府
は
当
該
移
民
が
証
拠
を
検
証
で
き
る
合
理
的
な
機
会
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
一
方
で
、
当
該
移

民
は
入
国
あ
る
い
は
裁
量
的
救
済
を
否
定
で
き
る
安
全
保
障
上
の
情
報
を
検
証
す
る
権
利
は
な
い
と
し
た
。
法
律
上
、
在
留
移
民
の
国
外

退
去
手
続
に
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
ま
た
、
現
実
に
極
秘
情
報
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
っ
た
。
な
お
、
秘
密

に
す
る
か
の
第
一
次
判
断
権
者
は
移
民
行
政
の
担
当
者
で
は
な
く
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
を
は
じ
め
と
す
る
安
全
保
障
機
関
に
あ
っ
た
。

九
・
一
一
以
前
、
退
去
手
続
の
裁
判
は
公
開
と
し
た
Ｉ
Ｎ
Ａ
の
原
則
に
は
触
れ
ず
、
証
拠
と
し
て
の
情
報
に
秘
密
性
を
も
た
せ
る
も



一
四
〇

の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
秘
密
の
情
報
を
証
拠
と
し
て
退
去
聴
聞
を
進
行
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

（　

九
・
一
一
と
ク
レ
ッ
ピ
ィ
通
達
（
Ｃ
Ｄ
）

二
〇
〇
一
年
の
九
・
一
一
（
同
時
多
発
テ
ロ
）
に
際
し
て
、
大
統
領
（
執
行
権
）
は
テ
ロ
と
の
戦
い
を
掲
げ
、
議
会
が
大
統
領
に
広
範
な

権
限
を
授
権
し
た
（
Ａ
Ｕ
Ｍ
Ｆ
）
の
を
受
け
て
、
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
は
水
際
で
阻
止
す
る
政
策
を
と
る）

（（
（

。
法
務
長
官
は
、
非
市
民
に
つ
い

て
、
安
全
保
障
に
関
連
す
る
理
由
で
入
国
拒
否
あ
る
い
は
退
去
さ
れ
う
る
と
信
じ
る
に
足
る
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
認
定
で
き
る
と
、

Ｉ
Ｎ
Ａ
が
改
正
さ
れ
た
。
認
定
さ
れ
れ
ば
拘
留
（detain

）
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
九
・
一
一
を
契
機
に
制
定
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
愛
国
者

法
（U

SA
 PA

T
RIO

T
 A

ct

）
は
、
法
務
長
官
が
テ
ロ
の
要
件
を
満
た
す
と
認
定
し
た
者
を
海
外
退
去
さ
せ
る
ま
で
に
拘
禁
す
る
よ
う
指
令

し
、
拘
禁
か
ら
七
日
以
内
に
刑
事
訴
追
も
し
く
は
移
民
退
去
裁
判
を
開
始
す
る
よ
う
に
し
た）

（（
（

。
現
実
に
は
、
州
や
自
治
体
レ
ヴ
ェ
ル
も
含

む
刑
法
犯
、
移
民
法
違
反
者
、
さ
ら
に
連
邦
裁
判
所
が
公
判
で
の
事
実
認
定
に
論
理
的
関
連
を
持
つ
と
認
め
た
事
項
に
つ
い
て
証
言
で
き

る
証
人
（m

aterial w
itness

）
と
判
断
さ
れ
た
者
、
が
拘
禁
さ
れ
た
。

退
去
裁
判
の
た
め
の
拘
禁
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｅ
（
移
民
関
税
執
行
局
）
や
そ
の
前
身
で
あ
る
Ｉ
Ｎ
Ｓ
が
少
な
く
と
も
一
九
五
〇
年
あ
た
り
か
ら
実

施
す
る
も）

（（
（

、
一
九
八
六
年
以
前
の
Ｉ
Ｎ
Ａ
に
は
明
文
の
定
め
は
な
く
、
そ
の
委
任
に
基
づ
く
規
則
で
広
く
実
行
さ
れ
て
い
た
。
犯
罪
外
国

人
に
限
定
す
る
「
共
同
体
保
全
計
画
（Secure Com

m
unity program

）」
が
出
さ
れ
、
さ
ら
に
二
〇
一
四
年
一
一
月
二
〇
日
、
オ
バ
マ
大

統
領
は
こ
れ
を
廃
止
し
、
そ
れ
に
代
わ
る
「
優
先
執
行
計
画
（Priority Enforcem

ent Program

）」
を
立
ち
上
げ
、
拘
禁
さ
れ
る
者
は
か

な
り
絞
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
拘
禁
に
は
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
の
観
点
か
ら
憲
法
問
題
が
提
起
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
共
同

体
の
福
利
や
安
全
を
保
護
す
る
政
府
利
益
が
認
め
ら
れ
て
い
る）

（（
（

。



一
四
一

国
外
退
去
手
続
へ
の
公
的
ア
ク
セ
ス
と
安
全
保
障
（
富
井
）

九
・
一
一
直
後
、
政
府
は
、
非
市
民
、
と
く
に
ア
ラ
ブ
あ
る
い
は
ム
ス
リ
ム
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
持
つ
若
い
男
の
退
去
裁
判
に
、

安
全
保
障
の
た
め
の
手
続
を
付
加
す
る
。
Ｄ
Ｏ
Ｊ
は
テ
ロ
活
動
に
関
連
す
る
、
あ
る
い
は
情
報
を
持
っ
て
い
る
人
物
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し

て
「
特
別
利
益
」
と
指
定
す
る
。
九
・
一
一
か
ら
一
〇
日
後
、
法
務
長
官A

ア
シ
ュ
ク
ロ
フ
ト

shcroft

は
首
席
Ｉ
Ｊ
の
ク
レ
ッ
ピ
ィ
に
対
し
て
、
す
べ
て

の
退
去
手
続
で
、
メ
デ
ィ
ア
、
公
民
、
家
族
を
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
し
た
ま
ま
で
、「
特
別
利
益
（special interest

）」
事
件
と
し
て
、
テ
ロ

の
疑
い
の
あ
る
拘
禁
者
を
審
理
す
る
よ
う
命
じ
た
（
Ｃ
Ｄ
））

（（
（

。
さ
ら
に
、
移
民
裁
判
所
の
そ
の
手
続
の
記
録
も
「
退
去
者
の
弁
護
士
ま
た

は
代
理
人
を
除
い
て
」、
フ
ァ
イ
ル
が
指
定
秘
情
報
を
含
ん
で
い
な
い
と
仮
定
し
た
上
で
、
す
ベ
て
の
人
に
秘
密
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
し
た
。
特
別
利
益
事
件
が
聴
聞
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
上
が
っ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
完
全
な
情
報
禁
止
に
服
す
る
も
の
と
し

た
。
Ｃ
Ｄ
は
、
法
務
長
官
に
よ
る
特
別
利
益
事
件
で
あ
る
か
ど
う
か
を
個
別
に
分
析
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
選
択
し
た
す
べ
て
の
事
件
に
適

用
さ
れ
る
。
特
別
利
益
事
件
は
、
ア
ル
カ
イ
ダ
や
関
連
テ
ロ
リ
ス
ト
と
交
流
の
深
い
、
あ
る
い
は
九
・
一
一
の
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
犯
と
親
密

の
外
国
人
を
含
む
（
Ｆ
Ｂ
Ｉ
の
認
識
））

（（
（

。
法
的
に
な
ん
ら
基
準
や
リ
ス
ト
を
掲
げ
る
こ
と
な
く
、
法
務
長
官
が
特
別
の
利
益
が
あ
る
と
判
断

す
れ
ば
、
退
去
聴
聞
は
非
公
開
と
さ
れ
、
公
的
ア
ク
セ
ス
が
禁
じ
ら
れ
る
。
Ｃ
Ｄ
で
は
「
特
別
利
益
」
の
基
準
が
示
さ
れ
な
い
一
方
で
、

大
概
、
中
東
人
で
あ
る
こ
と
で
秘
密
裏
に
逮
捕
さ
れ
て
裁
判
に
か
け
ら
れ
た
。
政
府
は
そ
れ
ら
の
名
前
を
明
ら
か
に
す
る
の
を
拒
否
し
、

家
族
や
知
人
も
彼
ら
に
会
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
弁
護
士
も
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
十
分
な
防
御
弁
論
の
機
会
な

く
、
情
報
も
裁
判
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
一
般
大
衆
も
知
る
こ
と
な
く
、
退
去
裁
判
が
展
開
し
て
い
っ
た）

（（
（

。
安
全
保
障
に
対
す
る
障

害
は
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
の
蓋
然
性
あ
る
い
は
可
能
性
の
判
断
基
準
は
、probable cause

（
相
当
な
理
由
）
な
の
かpreponderance 

of the evidence

（
証
拠
の
優
越
）
な
の
か
、
そ
の
厳
格
性
も
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
局
の
恣
意
的
な
運
用
を
生
む
危
険
を
は
ら
む
も

の
で
あ
る
。



一
四
二

Ｃ
Ｄ
は
、
こ
れ
ま
で
の
連
邦
規
則
（
Ｃ
Ｆ
Ｒ
）
で
の
Ｉ
Ｊ
の
保
護
あ
る
い
は
封
印
の
情
報
指
定
の
権
限
を
受
け
て
、
法
執
行
や
安
全
保

障
の
情
報
が
一
般
開
示
か
ら
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
れ
を
わ
か
り
や
す
く
、
裁
判
そ
の
も
の
を
公
衆
の
目
か
ら
シ
ャ
ッ
ト

ア
ウ
ト
す
る
ル
ー
ル
で
あ
る
。
特
別
利
益
事
件
を
非
公
開
に
す
る
政
府
の
目
的
は
、
合
衆
国
と
そ
の
利
益
に
安
全
保
障
上
の
脅
威
を
引
き

続
き
も
た
ら
し
う
る
人
に
、
潜
在
的
に
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
情
報
を
開
示
し
て
し
ま
う
の
を
避
け
る
こ
と
だ
。
例
え
ば
、
彼
ら
の
間
で
通
用

し
て
い
る
電
話
番
号
が
開
示
さ
れ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
政
府
が
こ
の
リ
ン
ク
を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
し
ま
う
。
テ
ロ
リ
ス
ト
の
ア

ジ
ト
に
つ
い
て
も
同
様
で
、ア
メ
リ
カ
に
害
の
な
い
無
垢
の
情
報
で
も
現
実
に
は
潜
在
的
に
損
害
を
与
え
う
る
。
一
見
無
害
の
情
報
で
も
、

テ
ロ
集
団
に
か
か
れ
ば
よ
り
大
き
な
図
と
な
り
う
る
（
モ
ザ
イ
ク
理
論
））

（（
（

。
こ
う
し
た
懸
念
は
判
例
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
と
す
る）

（（
（

。

特
別
利
益
と
は
さ
れ
ず
退
去
裁
判
が
公
開
さ
れ
て
も
、
入
国
拒
否
を
含
む
退
去
聴
聞
で
秘
密
の
証
拠
が
使
わ
れ
る
。
こ
れ
は
五
〇
年
以

上
行
わ
れ
て
お
り）

（（
（

、
制
定
法
上
も
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
Ｃ
Ｄ
は
証
拠
の
み
な
ら
ず
、
退
去
手
続
の
裁
判
自
体
を
非
公
開
に
す
る
も
の
で
、

安
全
保
障
へ
の
配
慮
が
目
立
つ
。

Ｄ
Ｏ
Ｊ
は
、
Ｃ
Ｄ
を
発
展
さ
せ
て
、
二
〇
〇
二
年
五
月
、
移
民
に
関
す
る
行
政
事
件
を
連
邦
裁
判
所
で
審
理
す
る
と
き
に
、
Ｉ
Ｊ
が
法

執
行
あ
る
い
は
安
全
保
障
の
情
報
に
関
す
る
記
録
を
封
印
し
、
保
護
命
令
（protective order

）
を
出
せ
る
権
限
を
認
め
る
規
則
を
制
定

し
た）

（（
（

。
安
全
保
障
情
報
が
一
般
に
開
示
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
の
が
そ
の
目
的
で
、
開
示
さ
れ
れ
ば
テ
ロ
リ
ス
ト
に
捜
査
の
パ
タ
ー
ン
を
区
別

す
る
の
を
可
能
に
さ
せ
、
証
人
を
同
定
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
ら
、
そ
の
家
族
や
証
人
自
身
へ
の
脅
威
と
な
る
。
こ
う
し
た
行
政
手
続
で

の
保
護
命
令
は
、
こ
れ
が
初
め
て
で
も
な
け
れ
ば
例
外
的
で
も
な
く
、
む
し
ろ
多
く
の
行
政
機
関
で
運
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
Ｉ
Ｊ
に

保
護
命
令
権
限
を
認
め
て
安
全
保
障
に
か
か
わ
る
情
報
か
ど
う
か
を
判
断
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
に
し
、
と
り
あ
え
ず
、
何
が
安
全
保
障
に
重

篤
に
か
か
わ
る
情
報
か
、
す
な
わ
ち
、
開
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
全
保
障
に
深
刻
か
つ
重
大
な
不
利
益
が
生
じ
る
か
の
判
断
を
、
実
体



一
四
三

国
外
退
去
手
続
へ
の
公
的
ア
ク
セ
ス
と
安
全
保
障
（
富
井
）

法
上
は
そ
の
基
準
が
明
確
に
で
き
な
い
こ
と
を
意
識
し
て
、
司
法
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
で
中
立
的
に
さ
せ
る
仕
組
み
に
し
た

と
い
え
よ
う
。

法
務
長
官
の
か
か
る
広
範
な
保
護
命
令
権
限
は
、
憲
法
一
条
八
節
四
項
（
全
国
統
一
の
帰
化
に
関
す
る
法
は
連
邦
議
会
の
管
轄
と
し
た
規
定
）

に
よ
る
移
民
に
関
す
る
議
会
全
権
論
（plenary authority

）
に
基
づ
き）

（（
（

、
議
会
の
制
定
法
で
多
く
委
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
大
統
領
の

外
交
に
関
す
る
絶
対
権
論
で
、
法
務
長
官
が
諜
報
や
法
執
行
に
積
極
的
な
役
割
を
有
し
て
い
る
と
の
法
理
に
依
拠
す
る
。
こ
れ
が
Ｃ
Ｄ
の

「
特
別
利
益
」
の
根
拠
に
も
な
っ
て
い
る
と
す
る）

（（
（

。
修
正
第
一
条
に
抵
触
す
る
恐
れ
は
意
識
し
て
お
り
、
保
護
命
令
は
あ
く
ま
で
安
全
保

障
や
法
執
行
の
利
害
は
公
民
を
防
御
す
る
と
の
実
質
的
に
重
要
な
政
府
利
益
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
、
釘
を
刺
し
て
い
る
。

か
く
し
て
、
連
邦
執
行
機
関
規
則
集
八
巻
第
三
部
（（ C.F.R. Part （

）
の
一
部
を
改
正
す
る
運
び
と
な
る
。
Ｉ
Ｊ
の
面
前
の
裁
判
は
、

保
護
命
令
に
服
す
る
情
報
が
あ
る
と
き
は
非
公
開
に
さ
れ
る
も
の
と
し
（§ （.（（

（d

））、
当
該
資
料
は
そ
う
し
た
情
報
で
あ
る
と
記
載
す

る
表
紙
で
封
印
し
、
特
別
に
許
可
さ
れ
た
権
限
あ
る
者
以
外
の
目
に
触
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
（§ （.（（

（d

））。
Ｉ
Ｊ
は
当
局
が

提
出
し
た
こ
の
封
印
さ
れ
た
特
別
の
情
報
が
、
そ
れ
が
開
示
さ
れ
れ
ば
ア
メ
リ
カ
の
法
執
行
あ
る
い
は
安
全
保
障
に
損
害
を
も
た
ら
す
か

を
見
極
め
た
と
き
、
か
か
る
情
報
の
開
示
を
禁
じ
る
保
護
命
令
を
発
す
る
（§ （.（（

）。

九
・
一
一
直
後
、
特
別
利
益
で
移
民
、
と
く
に
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
中
東
人
を
拘
禁
す
る
当
局
の
や
り
方
に
は
暗
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ

る
）
（（
（

。
二
〇
〇
二
年
一
月
、
シ
リ
ア
人M

alek Zeidan

は
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
の
ト
ラ
ッ
ク
運
転
手
と
し
て
働
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
Ｉ
Ｎ
Ｓ

に
よ
っ
て
四
〇
日
間
拘
禁
さ
れ
た
。
Ｄ
Ｏ
Ｊ
が
特
別
利
益
に
指
定
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
民
間
技
師
で
パ
キ
ス
タ
ン
人

M
oham

m
ed Irshaid

も
、
テ
ロ
リ
ス
ト
だ
と
し
て
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
のP

パ
セ
ー
イ
ク

assaic

市
で
収
監
さ
れ
た
が
、
誤
り
だ
と
し
て
三
週
間
後

に
解
放
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
社
会
状
況
で
Ｃ
Ｄ
が
適
用
さ
れ
、
退
去
聴
聞
が
非
公
開
に
さ
れ
る
こ
と
へ
の
憲
法
問
題
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
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四

に
な
っ
て
い
く
。
連
邦
司
法
権
は
第
六
控
訴
裁
判
所
と
第
三
控
訴
裁
判
所
で
二
〇
〇
二
年
、
ほ
ぼ
同
時
に
こ
れ
を
判
断
す
る
こ
と
と
な

る
。

（　

ク
レ
ッ
ピ
ィ
通
達
（
Ｃ
Ｄ
）
の
合
憲
性
に
関
す
る
二
つ
の
相
反
す
る
判
例

Ａ
．
デ
ト
ロ
イ
ト
自
由
新
聞
対
ア
シ
ュ
ク
ロ
フ
ト
事
件）

（（
（

Ｉ
Ｎ
Ｓ
は
、
レ
バ
ノ
ン
人
のRabih H

addad

を
旅
行
ビ
ザ
の
期
限
切
れ
で
拘
禁
し
た
。
政
府
は
、
彼
が
世
界
救
援
財
団
（Global 

Relief Foundation

）
と
い
う
テ
ロ
組
織
に
資
金
提
供
し
た
と
信
じ
て
い
る
。
こ
の
拘
禁
を
争
っ
た
と
こ
ろ
、
Ｉ
Ｊ
か
ら
こ
の
事
件
は
Ｃ
Ｄ

の
定
め
る
「
特
別
利
益
」
事
件
に
入
り
、
そ
の
法
廷
か
ら
彼
の
家
族
を
含
む
一
般
市
民
と
プ
レ
ス
を
排
し
た
非
公
開
の
聴
聞
に
な
る
と
教

示
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
デ
ト
ロ
イ
ト
自
由
新
聞
や
下
院
議
員John Conyers

ら
が
法
務
長
官
に
対
し
て
、
手
続
が
公
開
さ
れ
る
よ
う
に

す
る
た
め
に
そ
の
聴
聞
の
差
し
止
め
な
ど
を
求
め
て
提
訴
し
た
。
第
一
審
は
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
の
二
分
肢
テ
ス
ト
を
踏
襲
し
て
請
求

を
認
め
、
そ
の
控
訴
審
（
第
六
控
訴
裁
判
所
）
も
非
開
示
の
政
策
を
違
憲
と
判
断
し
た
。
そ
れ
は
公
的
な
議
論
が
い
か
に
民
主
主
義
に
と
っ

て
必
要
で
あ
る
か
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
く
、

今
日
、
執
行
府
（Executive Branch

）
は
、
自
ら
の
行
動
を
公
的
審
査
（public scrutiny

）
か
ら
外
す
こ
と
で
、
公
民
か
ら
こ
の
防
御
を
除
去

し
よ
う
と
し
て
い
る
。
非
市
民
に
対
し
て
は
、「
特
別
利
益
」
事
件
と
一
方
的
に
よ
ぶ
よ
う
な
ら
ば
、
あ
る
ク
ラ
ス
を
秘
密
裏
に
退
去
さ
せ
る
権
力

を
求
め
る
。
執
行
府
は
、
人
民
の
生
活
を
公
衆
の
目
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
で
、
し
か
も
閉
ざ
さ
れ
た
ド
ア
の
影
で
根
絶
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
民
主
主

義
は
閉
ざ
さ
れ
た
ド
ア
の
背
後
で
死
ぬ
（D

em
ocracies die behind closed doors

）。
修
正
第
一
条
は
自
由
な
プ
レ
ス
を
通
じ
て
、
政
府
が
公
平

に
適
法
に
厳
密
に
退
去
手
続
を
進
め
て
い
る
の
を
知
る
人
民
の
権
利
を
保
護
す
る
。
政
府
が
ド
ア
を
閉
ざ
し
始
め
る
と
き
、
人
民
に
正
当
に
属
す
る



一
四
五

国
外
退
去
手
続
へ
の
公
的
ア
ク
セ
ス
と
安
全
保
障
（
富
井
）

情
報
を
選
択
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
選
択
的
情
報
は
誤
情
報
（m

isinform
ation

）
で
あ
る）

（（
（

。

ま
ず
、本
件
が
非
実
体
的
（non substantive

）
移
民
法
に
関
す
る
と
す
る
こ
と
で
、憲
法
問
題
に
な
る
と
す
る）

（（
（

。
実
体
的
（substantive

）

移
民
法
と
は
、
誰
が
入
国
を
許
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
誰
が
強
制
退
去
さ
れ
う
る
か
の
判
断
に
対
応
す
る
も
の
で
、
こ
れ
は
政
治
部
門
の

完
結
的
な
権
限
に
属
す
る
。
し
か
し
、
本
件
は
そ
う
で
は
な
い
非
実
体
的
移
民
法
に
か
か
わ
り
、
最
高
裁
は
憲
法
上
の
権
利
が
問
題
と

な
っ
て
い
る
こ
の
領
域
で
政
府
に
委
譲
す
る
こ
と
な
く
、
司
法
審
査
を
く
り
返
し
認
め
て
き
て
い
る
と
す
る
。

そ
し
て
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
の
テ
ス
ト
（
二
分
肢
テ
ス
ト
）
を
適
用
す
る）

（（
（

。
修
正
第
一
条
は
、
メ
デ
ィ
ア
や
人
民
に
退
去
聴
聞
へ
の
ア

ク
セ
ス
権
を
保
障
し
て
い
る
か
。
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
の
二
分
肢
テ
ス
ト
は
、こ
れ
を
行
政
手
続
に
も
適
用
す
る
下
級
審
判
例
も
あ
り
、

退
去
裁
判
は
司
法
裁
判
に
類
似
し
て
い
る
か
ら
、
本
件
で
も
適
用
さ
れ
る
。
ま
ず
第
一
の
経
験
テ
ス
ト
を
検
討
し
、
退
去
手
続
の
聴
聞
の

公
開
は
伝
統
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
テ
ス
ト
を
パ
ス
す
る
と
す
る
。
一
八
八
二
年
の
最
初
の
移
民
法
は
、
入
国
拒
否
聴
聞
を
非
公
開
と
し

て
い
た
け
れ
ど
も
、
一
九
五
二
年
法
で
は
人
民
か
ら
は
「
別
に
離
れ
て
（separate and apart

）」
な
す
と
さ
れ
て
、
制
定
法
の
明
文
で
非

公
開
を
要
求
す
る
も
の
は
な
く
な
り
、
む
し
ろ
一
九
六
五
年
以
降
、
Ｉ
Ｎ
Ｓ
の
規
則
は
公
開
を
前
提
と
し
て
い
る
。
政
府
は
行
政
手
続
へ

の
ア
ク
セ
ス
権
は
コ
モ
ン
ロ
ー
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
こ
れ
は
、修
正
第
一
条
が
現
代
の
行
政
国
家
を
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
や
、

政
府
機
能
の
本
質
が
変
転
し
て
い
る
こ
と
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
退
去
聴
聞
は
「
歩
き
、
話
し
、
ギ
ャ
ー
ギ
ャ
ー
い
う
」、
司
法
手

続
に
よ
く
似
て
い
る
と
い
う
。

第
二
の
論
理
テ
ス
ト
は
ど
う
か
。
公
的
ア
ク
セ
ス
が
本
件
手
続
の
機
能
に
積
極
的
役
割
を
十
分
に
果
た
し
て
い
る
か
を
検
討
し
、
以
下

の
五
点
か
ら
肯
定
す
る
。
第
一
に
、
公
的
ア
ク
セ
ス
は
、
退
去
手
続
が
公
平
か
つ
適
切
に
実
行
さ
れ
て
い
る
の
を
確
保
す
る
こ
と
で
、
政
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府
行
為
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
第
二
に
、
公
開
は
政
府
が
そ
の
仕
事
を
適
切
に
こ
な
し
て
い
る
の
を
確
保
さ
せ
る
。

第
三
に
、
九
・
一
一
の
惨
劇
と
そ
の
後
の
大
量
捜
査
で
、
公
開
の
退
去
プ
ロ
セ
ス
の
通
理
性
の
効
果
は
誇
張
で
は
な
い
。
第
四
に
、
公
開

性
は
保
全
（integrity

）
と
公
平
の
認
識
を
向
上
さ
せ
る
。
第
五
に
、
公
的
ア
ク
セ
ス
は
、「
個
々
の
市
民
が
自
己
統
治
の
わ
れ
わ
れ
の
共

和
政
シ
ス
テ
ム
に
効
果
的
に
参
画
し
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
を
確
信
さ
せ
る
助
け
と
な
っ
て
い
る
。

か
く
し
て
、
退
去
聴
聞
は
修
正
第
一
条
で
そ
の
公
開
が
保
障
さ
れ
る
。
で
は
、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
が
留
保
し
た
優
越
す
る
利
益
を

政
府
は
立
証
し
て
い
る
か）

（（
（

。
審
査
基
準
と
し
て
厳
格
な
審
査
（strict scrutiny

）
を
用
い
る
。
す
な
わ
ち
、
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
情
報
の
開

示
を
禁
じ
る
に
は
、
そ
の
否
定
が
止
む
に
や
ま
れ
ぬ
政
府
利
益
か
ら
必
要
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
利
益
に
仕
え
る
た
め
に
狭
く
仕
立

て
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
で
サ
ポ
ー
ト
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
利
益
は
、
非
開
示
命
令
が
適
切
に
出
さ
れ
た
か
ど

う
か
を
裁
判
所
が
判
断
で
き
る
よ
う
に
、
充
分
に
特
定
的
な
実
体
を
も
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら

み
れ
ば
、
政
府
の
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
し
て
い
な
い
。
テ
ロ
防
止
は
、
な
る
ほ
ど
止
む
に
や
ま
れ
ぬ
政
府
利
益

で
あ
る
。
退
去
手
続
が
公
開
さ
れ
れ
ば
、
政
府
が
マ
ー
ク
し
て
い
る
テ
ロ
リ
ス
ト
が
明
る
み
に
な
る
し
、
一
見
関
係
な
い
情
報
で
も
他
と

照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
有
益
な
情
報
と
な
っ
て
、
安
全
保
障
に
支
障
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
政
府
は
こ

れ
ら
の
観
点
で
具
体
的
な
立
証
を
行
っ
て
い
な
い
。
Ｃ
Ｄ
は
白
紙
的
包
括
的
で
あ
っ
て
、目
的
適
合
的
に
狭
く
し
つ
ら
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、

広
汎
に
規
制
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（over inclusive

）。
安
全
保
障
に
か
か
わ
る
な
ど
の
懸
念
か
ら
情
報
を
限
定
す
る
こ
と
は
、

そ
れ
が
い
っ
た
い
ど
こ
ま
で
な
の
か
が
曖
昧
で
、
な
ん
で
も
非
開
示
に
し
て
し
ま
う
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
か
く
し
て
、
政
府
は
本
件
審

査
基
準
で
の
立
証
責
任
を
果
た
し
て
お
ら
ず
、
優
越
的
な
利
益
は
認
め
ら
れ
な
い
。

第
六
控
訴
裁
判
所
で
は
開
か
れ
た
手
続
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
強
調
す
る
。



一
四
七

国
外
退
去
手
続
へ
の
公
的
ア
ク
セ
ス
と
安
全
保
障
（
富
井
）

公
民
の
利
益
は
開
か
れ
た
手
続
（open proceedings

）
で
最
も
良
く
満
た
さ
れ
る
。
真
の
民
主
主
義
は
信
義
に
基
づ
い
て
運
営
さ
れ
る
も
の
で
、

信
義
と
は
官
吏
が
協
調
的
で
誠
実
で
あ
る
こ
と
、
情
報
を
与
え
ら
れ
た
市
民
が
論
理
的
な
結
論
に
到
達
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
が

近
時
の
混
乱
時
に
あ
っ
て
捨
て
去
る
べ
き
で
な
い
死
活
的
な
相
互
関
係
で
あ
る
。
九
・
一
一
は
紛
れ
も
な
く
わ
れ
わ
れ
国
民
に
消
し
得
な
い
跡
を
残

し
た
が
、
わ
れ
わ
れ
人
民
は
、
わ
れ
わ
れ
は
民
主
主
義
で
保
障
さ
れ
た
権
利
と
自
由
を
維
持
す
る
の
に
深
く
コ
ミ
ッ
ト
し
た
国
家
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
世
界
に
実
証
す
る
た
め
に
、
破
壊
の
航
跡
の
な
か
で
一
つ
に
さ
れ
る
。
今
日
、
わ
れ
わ
れ
の
政
府
は
人
民
に
ア
カ
ウ
ン
タ
ブ
ル
で
あ
れ
と
判
断

さ
れ
た
こ
と
と
、
修
正
第
一
条
の
権
利
は
妥
協
を
許
さ
な
い
こ
と
を
確
証
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
民
主
主
義
価
値
へ
の
わ
れ
わ
れ
の
コ

ミ
ッ
ト
を
反
映
さ
せ
る
。
開
か
れ
た
手
続
は
、
活
力
あ
る
審
査
的
な
プ
レ
ス
で
、
わ
れ
わ
れ
の
民
主
主
義
の
耐
久
性
を
保
障
す
る
よ
う
に
仕
え
る）

（（
（

。

Ｂ
．
北
ジ
ャ
ー
ジ
ー
・
メ
デ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
対
ア
シ
ュ
ク
ロ
フ
ト）

（（
（

デ
ト
ロ
イ
ト
自
由
新
聞
事
件
か
ら
六
週
間
後
に
、
同
様
の
事
件
が
第
三
控
訴
裁
判
所
で
判
示
さ
れ
た
。
九
・
一
一
の
テ
ロ
リ
ス
ト
事
件

に
関
連
し
、
Ｃ
Ｄ
の
特
別
の
利
益
に
該
当
す
る
と
し
て
ニ
ュ
ア
ー
ク
移
民
裁
判
所
の
退
去
聴
聞
が
非
開
示
に
さ
れ
た
こ
と
に
、
ニ
ュ
ー

ジ
ャ
ー
ジ
ー
法
律
誌
と
ヘ
ラ
ル
ド
ニ
ュ
ー
ス
の
記
者
が
そ
の
差
し
止
め
を
求
め
て
連
邦
地
裁
に
提
訴
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対

し
て
法
務
長
官
が
控
訴
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

原
審
は
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
の
二
分
肢
テ
ス
ト
を
用
い
て
、
そ
し
て
デ
ト
ロ
イ
ト
自
由
新
聞
の
第
六
控
訴
裁
判
所
の
判
決
を
踏
ま
え

て
、
Ｃ
Ｄ
を
修
正
第
一
条
違
反
と
判
断
し
た）

（（
（

。
そ
こ
で
本
件
の
争
点
は
、
こ
の
テ
ス
ト
が
本
件
に
適
用
さ
れ
る
か
、
そ
う
だ
と
す
る
な
ら

そ
れ
を
適
用
し
て
Ｃ
Ｄ
は
修
正
第
一
条
に
反
す
る
か
、
と
な
る
。
第
三
控
訴
裁
判
所
は
、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
の
テ
ス
ト
は
行
政
手
続

に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
認
め
た
。
し
か
し
、
二
分
肢
テ
ス
ト
の
あ
て
は
め
で
は
両
方
と
も
充
た
し
て
い
な
い
と
し
て
、
退
去
裁
判
へ
の

公
的
ア
ク
セ
ス
に
修
正
第
一
条
の
権
利
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た）

（（
（

。
す
な
わ
ち
、「
ほ
と
ん
ど
の
退
去
裁
判
で
公
開
性
は
現
代
で
は
前
提

に
な
っ
て
い
る
の
は
認
め
る
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
前
提
は
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
の
第
一
の
分
肢
に
必
要
な
統
一
性
も
伝
統
も
持
つ
も
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四
八

の
で
は
な
い
と
判
断
す
る
。
さ
ら
に
、
わ
れ
わ
れ
は
共
同
体
の
利
益
と
潜
在
的
な
損
害
の
両
方
を
適
切
に
知
覚
す
る
（
第
二
の
分
肢
で
あ
る
─

筆
者
）
論
理
の
審
査
で
、
公
的
ア
ク
セ
ス
は
退
去
聴
聞
で
「
相
当
に
積
極
的
な
役
割
（significant positive role

）」
に
仕
え
て
い
な
い
と
結

論
づ
け
る
」）

（（
（

。

リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
の
第
一
の
テ
ス
ト
、
経
験
は
、
こ
れ
を
パ
ス
し
な
い
と
す
る）

（（
（

。
な
る
ほ
ど
民
刑
事
裁
判
で
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上

公
開
は
疑
い
な
き
ル
ー
ル
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
治
部
門
の
手
続
の
歴
史
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
政
府
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
制
憲
者
は

か
か
る
権
利
は
拒
否
し
て
い
た
し
、
議
会
実
務
も
政
府
の
手
続
や
情
報
に
公
的
に
ア
ク
セ
ス
す
る
一
般
的
な
権
利
は
な
い
と
し
て
い
る
。

セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
手
続
を
非
開
示
に
す
る
伝
統
は
、
行
政
機
関
で
の
多
く
の
聴
聞
に
広
が
っ
て
い
る
。
退
去
手
続
（
裁
判
）
は
ど
う
か
。

強
固
な
歴
史
的
証
拠
と
し
て
、
議
会
が
最
初
に
退
去
手
続
を
法
典
化
し
た
一
八
九
〇
年
代
以
降
、「
基
本
的
な
制
定
法
は
常
に
明
文
で
入

国
拒
否
聴
聞
を
非
公
開
に
し
て
き
て
い
る
が
、
退
去
聴
聞
は
決
し
て
非
公
開
に
し
な
か
っ
た
」。
そ
の
後
、
執
行
権
は
規
則
で
別
に
離
れ

た
聴
聞
と
す
る
な
ど
と
し
、
こ
れ
を
議
会
が
立
法
化
す
る
な
か
で
、
入
国
拒
否
手
続
と
異
な
っ
て
退
去
手
続
は
非
公
開
に
す
る
と
、
法
で

指
示
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
退
去
聴
聞
が
一
般
公
民
に
度
々
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
の
も
事
実
で
、
一
九
〇
〇
年
代
初
め
か
ら

政
府
は
そ
れ
を
病
院
や
刑
務
所
、
私
人
宅
な
ど
、
公
民
に
は
一
般
的
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
場
所
で
行
っ
て
い
る
。
無
論
、
ノ
ル
マ
ン
征

服
時
代
か
ら
こ
の
手
の
裁
判
が
公
開
で
あ
っ
た
と
の
伝
統
な
ど
な
い
。

第
二
の
テ
ス
ト
、
論
理
も
、
充
た
し
て
い
な
い
と
す
る）

（（
（

。
退
去
聴
聞
へ
の
公
的
ア
ク
セ
ス
を
機
能
さ
せ
る
こ
と
に
相
当
な
積
極
的
役
割

は
み
ら
れ
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
か
は
、
公
開
が
ど
れ
だ
け
公
共
善
（public good

）
を
損
ね
る
か
を
斟
酌

し
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
府
は
公
開
の
退
去
聴
聞
が
安
全
保
障
に
脅
威
を
も
た
ら
す
実
質
的
証
拠
を
提
示
し
て
お
り
、
公
開

が
公
共
善
を
促
進
す
る
と
は
思
え
な
い
。
政
府
の
安
全
保
障
情
報
は
Ｆ
Ｂ
Ｉ
高
官
の
声
明
で
あ
り
、
潜
在
的
に
急
迫
な
危
険
が
あ
る
こ
と
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退
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続
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ス
と
安
全
保
障
（
富
井
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を
以
下
の
よ
う
に
し
っ
か
り
と
立
証
し
て
い
る
。
第
一
に
、
公
開
の
聴
聞
は
捜
査
の
源
と
方
法
を
暴
露
す
る
こ
と
請
け
合
い
で
あ
る
。
第

二
に
、
ど
う
や
っ
て
入
国
し
た
か
の
情
報
は
か
か
る
暴
露
に
は
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
入
国
方
法
に
つ
い
て
テ
ロ
団
体
に
有
益
な
示
唆
と

な
り
う
る
。
第
三
に
、
特
定
分
子
に
つ
い
て
政
府
が
持
っ
て
い
る
情
報
は
、
ど
の
分
子
を
使
い
あ
る
い
は
使
わ
な
い
か
を
テ
ロ
集
団
に
教

え
る
こ
と
に
な
る
。
第
四
に
、
ど
の
メ
ン
バ
ー
が
拘
束
さ
れ
て
い
る
か
な
ど
の
情
報
は
、
テ
ロ
集
団
が
わ
か
れ
ば
攻
撃
の
実
行
を
早
め
る

こ
と
に
な
り
、
テ
ロ
対
策
に
支
障
が
生
じ
る
。
第
五
に
、
テ
ロ
リ
ン
ク
の
情
報
は
公
開
聴
聞
に
な
れ
ば
テ
ロ
集
団
に
虚
偽
の
ま
た
は
欺
惘

的
な
情
報
を
作
ら
せ
、
手
続
を
攪
乱
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
第
六
に
、
Ｉ
Ｎ
Ｓ
が
拘
禁
し
た
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
損
な
わ
れ
る
。

か
く
し
て
、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
法
理
の
二
分
肢
は
充
足
し
て
お
ら
ず
、
本
件
聴
聞
の
非
公
開
は
修
正
第
一
条
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
な
い

か
ら
、
Ｃ
Ｄ
の
非
開
示
制
度
に
厳
格
な
審
査
を
行
う
べ
き
か
は
、
判
断
す
る
必
要
は
な
い
と
し
た）

（（
（

。
こ
れ
に
はS

シ

リ

カ

cirica

判
事
の
反
対
意

見
が
あ
る）

（（
（

。
安
全
保
障
の
政
府
利
益
が
止
む
に
や
ま
れ
な
い
政
府
利
益
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
非
開
示
と
す
べ
き
特
別
利
益
の
ケ
ー
ス
が

あ
る
こ
と
は
認
め
る
。
し
か
し
、
Ｃ
Ｄ
は
白
紙
的
で
、
そ
の
非
開
示
ル
ー
ル
は
安
全
保
障
上
の
保
護
の
必
要
性
を
超
え
て
お
り
、
特
別
利

益
た
る
も
の
は
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
判
断
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
Ｉ
Ｊ
を
し
て
根
本
的
価
値
と
の
バ
ラ
ン
ス
を

独
立
し
て
評
価
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
合
理
的
な
代
替
手
段
で
あ
る
か
ら
、
Ｃ
Ｄ
の
非
開
示
ル
ー
ル
は
、
憲
法
的
根
拠
が
薄
い

（constitutionally infirm

）
と
述
べ
て
い
る
。

（　

退
去
聴
聞
の
非
公
開
は
合
憲
か

こ
の
二
つ
の
控
訴
審
判
決
は
、
刑
事
裁
判
で
は
な
く
移
民
の
退
去
手
続
で
あ
る
行
政
裁
判
に
二
分
肢
テ
ス
ト
が
適
用
さ
れ
る
と
し
た
点

は
、
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
じ
退
去
手
続
で
同
じ
状
況
で
同
じ
テ
ス
ト
を
適
用
し
な
が
ら
、
結
論
を
異
に
し
た）

（（
（

。
第
六
控
訴
裁
判



一
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所
は
、
経
験
と
機
能
の
両
テ
ス
ト
と
も
パ
ス
し
て
修
正
第
一
条
の
適
用
を
認
め
、
第
三
控
訴
裁
判
所
は
両
方
と
も
充
た
さ
な
い
と
し
た
の

で
あ
る
。
第
三
控
訴
裁
判
所
は
、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
の
こ
の
テ
ス
ト
は
基
本
的
に
踏
襲
し
、
退
去
手
続
の
公
開
の
価
値
も
是
認
し
な

が
ら
も
、
論
理
テ
ス
ト
は
、
経
験
テ
ス
ト
を
ク
リ
ア
ー
し
た
も
の
に
さ
ら
に
適
用
す
る
の
は
、
公
開
が
歴
史
的
に
確
立
し
て
い
る
も
の
は

機
能
も
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
か
ら
そ
れ
ほ
ど
意
味
は
な
い
と
し
て
、
役
割
が
肯
定
さ
れ
る
か
の
判
断
は
、
公
開
が
公
共

善
（public good
）
を
損
ね
て
い
な
い
か
の
斟
酌
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る）

（（
（

。

最
高
裁
の
判
断
は
な
い
け
れ
ど
も
、
刑
事
手
続
以
外
に
も
二
分
肢
テ
ス
ト
で
判
断
さ
れ
る
判
例
が
形
成
さ
れ
た
と
い
え
る
。
で
は
、
刑

事
手
続
で
の
二
分
肢
テ
ス
ト
が
、
そ
れ
自
体
は
行
政
手
続
で
あ
る
移
民
裁
判
所
の
退
去
裁
判
に
も
な
ぜ
適
用
で
き
る
の
か
。
一
つ
は
手
続

の
類
似
性
で
あ
り
、
退
去
手
続
も
刑
事
司
法
手
続
に
酷
似
し
て
お
り
、
口
頭
弁
論
な
ど
の
手
続
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
帰
結
も
刑
事
罰
に
相

当
す
る
重
い
人
権
制
約
に
な
る
こ
と
で
あ
る）

（（
（

。
問
題
は
、
退
去
手
続
の
裁
判
で
公
開
が
修
正
第
一
条
に
よ
っ
て
ど
こ
ま
で
保
障
さ
れ
る
か

で
あ
る
。
最
高
裁
は
退
去
手
続
に
つ
い
て
は
外
国
人
に
も
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
が
及
ぶ
と
し
て
お
り
、
修
正
第
一
条
を
含
む
そ
の
他
の
憲
法

上
の
権
利
も
同
様
と
す
る
意
見
も
あ
っ
た）

（（
（

。

も
う
一
つ
は
、
修
正
第
一
条
の
含
有
す
る
知
る
権
利
の
立
憲
的
意
義
で
あ
る
。
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
が
構
造
的
理
論
に
立
つ
と
す
れ

ば
、
修
正
第
一
条
は
個
人
の
権
利
と
い
う
よ
り
も
政
府
監
視
の
公
的
権
利
で
あ
る
と
こ
ろ
、
退
去
手
続
は
連
邦
政
府
の
広
範
な
移
民
権
限

に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
公
的
ア
ク
セ
ス
は
こ
れ
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
公
の
権
利
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
と
主
張
さ
れ

る
）
（（（
（

。
こ
れ
は
退
去
聴
聞
が
刑
事
手
続
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る）

（（（
（

。

両
判
決
と
も
、
修
正
第
一
条
の
ア
ク
セ
ス
権
は
執
行
権
部
門
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
の
主
張
を
明
確
に
退
け
て
い
る
。
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
の
二
分
肢
テ
ス
ト
を
適
用
す
る
こ
と
と
な
る
。
た
だ
、
テ
ス
ト
の
適
用
に
は
温
度
差
が
あ
る
。
政
府
の
安
全
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退
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セ
ス
と
安
全
保
障
（
富
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保
障
上
の
利
益
の
立
証
を
第
六
控
訴
裁
判
所
は
厳
格
に
審
査
し
た
け
れ
ど
も
、
第
三
控
訴
裁
判
所
は
合
理
性
の
審
査
で
あ
っ
た
。
安
全
保

障
上
の
利
益
の
主
張
が
憲
法
上
の
権
利
の
制
限
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
き
、
い
か
な
る
審
査
基
準
が
適
用
さ
れ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
第

六
控
訴
裁
判
所
が
厳
格
に
み
た
の
は
、二
分
肢
テ
ス
ト
で
修
正
第
一
条
の
権
利
が
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

こ
れ
に
対
し
て
、
第
三
控
訴
裁
判
所
は
こ
の
テ
ス
ト
で
修
正
第
一
条
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
し
て
緩
く
み
た
違
い
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
た
だ
、
第
三
控
訴
裁
判
所
は
二
分
肢
テ
ス
ト
の
な
か
で
公
開
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
る
公
共
利
益
を
審
査
す
べ
き
と
主
張
し
て
い
る
。

両
事
件
と
も
、
九
・
一
一
の
衝
撃
と
安
全
保
障
の
意
義
や
国
家
利
益
は
わ
き
ま
え
て
い
る
。
デ
ト
ロ
イ
ト
自
由
新
聞
は
修
正
第
一
条
の

権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
の
で
、
合
憲
と
な
る
た
め
に
そ
れ
を
凌
駕
す
る
国
益
と
目
的
に
比
例
し
た
最
小
限
の
制
限
を
立
証

し
て
い
る
か
の
厳
格
な
審
査
基
準
を
適
用
し
、
政
府
は
こ
れ
を
立
証
し
て
い
な
い
と
し
て
、
違
憲
と
判
断
し
た
。
安
全
保
障
上
考
え
ら
れ

る
マ
イ
ナ
ス
面
を
充
分
に
斟
酌
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
受
け
取
れ
ら
れ
よ
う
。
北
ジ
ャ
ー
ジ
ー
事
件
は
こ
れ
と
対
照
的
で
、
抽

象
的
で
も
ま
ず
は
安
全
保
障
上
の
利
益
を
斟
酌
す
る
と
の
態
度
が
以
下
の
よ
う
に
前
面
に
出
て
い
る
。

本
件
は
二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
、
ア
メ
リ
カ
人
の
生
活
が
激
変
し
た
日
の
あ
と
で
提
起
さ
れ
た
。
九
月
一
一
日
に
始
ま
る
時
代
と
、
そ
の
日
以
降

わ
れ
わ
れ
の
国
民
生
活
の
腱
（sinew

s

）
に
浸
透
し
た
対
テ
ロ
戦
争
は
、
立
法
お
よ
び
国
家
的
政
策
、
日
常
生
活
の
慣
行
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
集

団
の
魂
に
、
多
く
の
方
法
で
反
映
さ
れ
た
。
国
家
第
一
の
政
策
は
自
己
保
全
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
あ
る
程
度
ま
で
退
去
聴
聞
を
公
開
す
れ

ば
、
安
全
保
障
を
損
な
う
か
も
し
れ
な
い
し
、
安
全
保
障
は
論
理
の
テ
ス
ト
に
黙
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
根
本
的
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る）

（（（
（

。

先
に
見
た
北
ジ
ャ
ー
ジ
ー
で
の
シ
リ
カ
反
対
意
見
は
、
少
な
か
ら
ず
共
感
を
よ
ん
で
い
る
よ
う
だ）

（（（
（

。
二
分
肢
テ
ス
ト
が
維
持
さ
れ
る
と

し
て
も
、
行
政
手
続
へ
の
公
的
ア
ク
セ
ス
が
憲
法
上
ど
こ
ま
で
要
求
さ
れ
る
の
か
は
、
不
確
定
で
あ
る
。
修
正
第
一
条
は
刑
事
手
続
に
特



一
五
二

化
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
構
造
的
に
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
民
が
広
く
政
府
の
情
報
を
知
る
こ
と
で
公
権
力
を

監
視
す
る
と
い
う
民
主
主
義
に
資
す
る
の
を
保
障
し
た
と
読
む
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
着
目
す
れ
ば
、
公
的
ア
ク
セ
ス
権
は
刑
事
手
続
に
限
ら

れ
な
い
。
二
分
肢
テ
ス
ト
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
、
最
高
裁
の
以
下
の
よ
う
な
考
え
が
基
底
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。「
公
開
性
は
、
裁
判
に

現
実
に
出
席
で
き
な
い
人
々
が
、
公
平
性
の
基
準
が
順
守
さ
れ
て
い
る
と
の
信
頼
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
事
実
に
価
値
が
あ
る
。

誰
も
が
自
由
に
出
席
で
き
る
と
の
確
か
な
知
識
が
、
確
立
さ
れ
た
手
続
が
踏
襲
さ
れ
、
逸
脱
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
の
確
信
を
与
え

る
の
だ
」）

（（（
（

。

公
権
力
の
裁
判
活
動
（adjudicative activities

）
は
政
治
活
動
（political activities

）
と
異
な
り
、
公
的
ア
ク
セ
ス
や
公
開
性
が
要
求

さ
れ
る
と
の
目
安
が
指
摘
さ
れ
る）

（（（
（

。
修
正
第
一
条
の
知
る
権
利
に
公
権
力
の
監
視
や
チ
ェ
ッ
ク
の
機
能
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
政
治
活
動

は
選
挙
な
ど
で
か
か
る
機
能
が
果
た
さ
れ
る
か
ら
と
い
え
る
。
か
か
る
要
求
は
行
政
国
家
に
あ
っ
て
は
行
政
の
裁
判
手
続
と
立
法
手
続

（legislative

）
に
も
反
映
さ
れ
、
行
政
手
続
法
（
Ａ
Ｐ
Ａ
）
が
関
知
す
る
。
こ
の
立
場
か
ら
は
、
Ｃ
Ｄ
に
は
違
憲
性
が
推
定
さ
れ
る
こ
と
に

な
る）

（（（
（

。
移
民
法
は
憲
法
上
連
邦
権
限
だ
と
す
る
全
権
論
（plenary pow

ers doctrine

）
を
前
提
と
し
て
、
連
邦
議
会
が
実
質
的
な
移
民
権

限
を
セ
ッ
ト
し
、
司
法
審
査
は
制
限
さ
れ
る
。
し
か
し
、
手
続
に
は
違
憲
審
査
権
が
認
め
ら
れ
、
な
る
ほ
ど
議
会
は
出
入
国
の
実
体
的
基

準
を
ル
ー
ル
化
で
き
る
け
れ
ど
も
、
執
行
権
の
こ
れ
ら
の
ル
ー
ル
の
執
行
が
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
な
い
い
わ
れ
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
移
民
政

策
を
秘
密
に
履
行
す
る
そ
の
能
力
が
検
証
で
き
な
い
と
の
論
理
は
な
い）

（（（
（

。
Ｃ
Ｄ
は
行
政
裁
判
に
か
か
わ
る
か
ら
公
開
が
前
提
と
な
る
わ

け
で
、
非
公
開
な
ら
ば
違
憲
の
疑
い
が
と
り
あ
え
ず
生
じ
よ
う
。
退
去
手
続
は
政
治
統
制
で
は
な
く
合
理
と
公
平
手
続
（reason and fair 

procedure

）
の
基
準
で
正
当
化
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
り
、
政
府
利
益
を
達
成
す
る
代
替
的
な
制
限
的
で
な
い
手
段
が
な
け
れ
ば
制
限

さ
れ
な
い
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
み
ら
れ
な
い
し
、
安
全
保
障
の
利
益
が
そ
れ
に
あ
た
る
か
は
、
概
念
が
一
義
的
で
は
な
い
た
め
説
得
力
を
欠
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く
の
で
、
制
限
を
正
当
化
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

修
正
第
一
条
の
公
的
ア
ク
セ
ス
権
が
退
去
手
続
に
認
め
ら
れ
る
か
は
、
判
断
が
分
か
れ
た
。
修
正
第
一
条
の
保
護
が
及
ぶ
と
し
て
も
、

そ
れ
は
絶
対
で
は
な
い
こ
と
は
第
六
控
訴
裁
判
所
も
認
識
し
て
い
る
。
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
が
述
べ
た
ア
ク
セ
ス
権
の
制
限
が
認
め
ら

れ
る
事
由
を
敷
衍
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う）

（（（
（

。
ア
ク
セ
ス
を
認
め
て
公
開
と
な
れ
ば
、
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
情
報
を
開
示
し
て
し
ま

う
リ
ス
ク
を
考
量
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

（（（
（

。
裁
判
が
公
開
さ
れ
れ
ば
別
の
卓
越
し
た
価
値
を
侵
害
す
る
実
質
的
な
蓋
然
性
（substantially 

likely

）
が
あ
る
か
ど
う
か
が
斟
酌
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
公
的
ア
ク
セ
ス
を
制
限
す
る
こ
と
な
し
に
そ
の
侵

害
を
避
け
る
代
替
手
段
が
あ
る
か
を
考
え
る
。
そ
う
し
た
蓋
然
性
が
な
い
な
ら
、
ア
ク
セ
ス
の
制
限
は
必
要
最
小
限
に
狭
め
ら
れ
て
い
る

か
、
表
明
し
よ
う
と
し
た
侵
害
を
効
果
的
に
避
け
て
い
る
か
を
考
量
す
る
。
こ
れ
は
個
別
具
体
的
な
判
断
と
な
る
。

退
去
聴
聞
は
刑
事
司
法
手
続
に
き
わ
め
て
類
似
し
、
そ
の
手
続
は
ほ
ぼ
裁
判
で
あ
る
。
Ｉ
Ｊ
は
執
行
権
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
独
立
中
立
の
判
事
で
あ
り
、
そ
の
判
決
は
退
去
命
令
と
な
り
、
人
権
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
一
方
、
安
全
保
障
の
利
益
は
重
要

で
、
秘
密
を
要
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
た
だ
Ｃ
Ｄ
は
、
そ
の
基
準
が
不
明
で
執
行
権
の
完
全
な
裁
量
に
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
特
別
利

益
の
法
的
基
準
や
法
務
長
官
の
命
令
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
シ
ス
テ
ム
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
安
全
保
障
の
利
益
は
非
開
示
の
理
由
に
な
る

が
、
そ
れ
は
具
体
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
公
的
ア
ク
セ
ス
権
が
修
正
第
一
条
で
保
障
さ
れ
た
憲
法
上
の
権
利
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
包
括

的
な
く
く
り
で
公
開
し
な
い
と
決
定
さ
せ
る
の
は
疑
問
だ
と
も
い
え
る）

（（（
（

。

現
在
法
制
度
の
退
去
手
続
の
枠
組
み
は
九
・
一
一
後
で
も
大
き
く
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
安
全
保
障
重
視
に
シ
フ
ト
し
て

お
り
、
運
用
も
執
行
権
委
譲
の
パ
タ
ー
ン
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
れ
を
確
認
し
て
お
こ
う
。



一
五
四

四　

移
民
法
の
退
去
手
続
と
安
全
保
障）

（（（
（

デ
ト
ロ
イ
ト
自
由
新
聞
で
第
六
控
訴
裁
判
所
は
Ｃ
Ｄ
を
違
憲
と
し
、
退
去
聴
聞
に
公
的
ア
ク
セ
ス
権
を
認
め
た
け
れ
ど
も
、
本
件
の

H
addad

の
聴
聞
は
依
然
非
開
示
の
ま
ま
で
あ
っ
た）

（（（
（

。H
addad

は
、
新
た
な
退
去
聴
聞
は
公
開
が
前
提
で
あ
る
と
の
事
前
差
し
止
め
を

求
め
た
。
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
一
日
に
退
去
聴
聞
が
実
施
さ
れ
る
も
非
公
開
に
さ
れ
た
の
で
、
メ
デ
ィ
ア
も
ミ
シ
ガ
ン
東
地
区
連
邦
地
方

裁
判
所
に
救
済
を
求
め
た
。
同
裁
判
所
は
、
閉
鎖
は
控
訴
審
判
決
に
違
反
し
将
来
的
に
こ
れ
に
従
う
べ
き
と
し
た
一
方
で
、
政
府
が
提
出

し
た
証
拠
が
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
で
あ
っ
た
か
ら
、
一
〇
月
一
日
に
閉
廷
し
た
の
は
適
切
で
あ
っ
た
と
し
た
。

Ｃ
Ｄ
の
違
憲
性
は
相
異
な
る
控
訴
裁
判
所
の
判
断
で
も
、
最
高
裁
で
審
理
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
北
ジ
ャ
ー
ジ
ー
事
件
の
第
三
控

訴
裁
判
所
判
決
の
上
告
（certiorari

）
は
最
高
裁
で
棄
却
さ
れ
て
い
る）

（（（
（

。
Ｃ
Ｄ
は
二
つ
の
司
法
判
断
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
ま

ま
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
実
は
Ｃ
Ｄ
は
二
〇
〇
四
年
四
月
に
新
ル
ー
ル
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
、
も
は
や
司
法
で
争
う
利
益
は
な
く
な
っ

た
。
二
〇
〇
一
年
一
一
月
段
階
で
、
Ｉ
Ｎ
Ｓ
は
Ｃ
Ｄ
を
適
用
す
る
の
を
控
え
る
方
針
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

九
・
一
一
で
大
き
く
変
わ
っ
た
の
は
、
移
民
法
の
管
理
と
執
行
が
新
設
の
Ｄ
Ｈ
Ｓ
の
所
管
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る）

（（（
（

。
移
民
と
安
全
保
障

が
密
接
に
リ
ン
ク
す
る
。
退
去
聴
聞
の
公
開
に
つ
い
て
は
、
判
例
が
分
か
れ
る
も
、
現
実
に
は
安
全
保
障
が
重
視
さ
れ
、
保
護
命
令
に
よ

る
非
公
開
の
手
続
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。



一
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（　

退
去
の
実
体
要
件
と
手
続

ア
メ
リ
カ
は
移
民
国
家
で
、
ど
の
外
国
人
を
受
け
入
れ
、
そ
し
て
受
け
入
れ
な
い
か
（exclusion

）
は
、
国
家
の
主
権
的
決
定
で
あ
り

政
治
判
断
で
あ
る）

（（（
（

。
消
極
要
件
は
、
ア
メ
リ
カ
の
社
会
や
国
益
に
危
害
を
及
ば
さ
な
い
者
で
あ
り
、
す
で
に
一
八
世
紀
後
半
に
は
敵
性
外

国
人
法
（A

lien Enem
ies A

ct

）
と
友
好
外
国
人
法
（A

lien Friends A
ct

）
で）

（（（
（

、
大
統
領
に
国
家
の
福
利
（w

elfare

）
に
危
険
と
考
え
た

い
か
な
る
外
国
人
も
国
外
追
放
さ
せ
る
権
限
を
認
め
て
い
る
。

最
高
裁
は
一
九
五
二
年
、
ベ
ル
ギ
ー
の
マ
ル
ク
ス
主
義
作
家
の
ビ
ザ
の
拒
否
を
追
認
し
た）

（（（
（

。
初
の
連
邦
移
民
法
と
な
る
同
年
制
定
の
Ｉ

Ｎ
Ａ
は
、「
ア
メ
リ
カ
の
公
益
を
害
す
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
の
福
祉
や
保
全
あ
る
い
は
安
全
保
障
を
危
う
く
さ
せ
る
よ
う
な
」

活
動
に
従
事
す
る
者
を
入
国
拒
否
で
き
る
と
し
た
。
一
九
九
〇
年
に
は
、
冷
戦
後
の
外
交
政
策
の
利
益
か
ら
よ
り
安
全
保
障
に
重
き
を
置

い
た
、
退
去
あ
る
い
は
入
国
拒
否
の
要
件
を
定
め
た
規
定
を
追
加
し
て
い
る
。
一
九
九
六
年
に
は 

Ａ
Ｅ
Ｄ
Ｐ
Ａ
を
制
定
し
、
国
務
長
官

に
外
国
テ
ロ
リ
ス
ト
団
体
を
指
定
す
る
権
限
を
与
え
、
こ
の
団
体
の
資
産
を
財
務
長
官
が
凍
結
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
Ａ
Ｅ
Ｄ
Ｐ
Ａ
制
定

か
ら
わ
ず
か
五
ヶ
月
後
、
こ
れ
を
改
正
し
た
Ｉ
Ｉ
Ｒ
Ｉ
Ｒ
Ａ
は
Ｉ
Ｎ
Ａ
を
改
正
し
て
、
テ
ロ
リ
ス
ト
活
動
の
定
義
規
定
を
設
け
、
こ
れ
に

か
か
わ
る
外
国
人
も
退
去
の
対
象
に
取
り
込
ん
だ
。
な
お
こ
の
Ａ
Ｅ
Ｄ
Ｐ
Ａ
は
、
Ｉ
Ｎ
Ａ
に
五
章
（T

itle V

）
を
追
加
さ
せ
て
、
外
国
人

テ
ロ
リ
ス
ト
送
還
裁
判
所
（A

lien T
errorist Rem

oval Court

（A
T

RC
））
を
創
設
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
（
後
述
）。

退
去
は
、
Ｉ
Ｎ
Ａ
の
定
め
る
在
留
条
件
に
反
し
た
た
め
に
合
衆
国
か
ら
正
規
に
海
外
送
還
さ
れ
る
外
国
人
の
手
続
で
あ
る
。
適
法
な
移

民
の
入
国
を
処
理
す
る
政
府
機
関
は
市
民
移
民
局
（U

.S. Citizenship and Im
m

igration Service

（U
SCIS

））
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ひ
と
た

び
Ｉ
Ｊ
の
面
前
に
外
国
人
が
立
た
さ
れ
る
と
、
そ
の
裁
判
手
続
を
監
視
す
る
の
は
、
Ｅ
Ｏ
Ｉ
Ｒ
と
い
っ
た
別
の
機
関
と
な
る
。
Ｅ
Ｏ
Ｉ
Ｒ



一
五
六

は
Ｄ
Ｏ
Ｊ
に
置
か
れ
、
移
民
の
裁
判
の
手
続
を
進
め
、
行
政
聴
聞
も
行
う
。

こ
れ
に
は
Ａ
Ｐ
Ａ
は
適
用
さ
れ
な
い
（（ U

.S.C. § （（（

）
と
す
る
の
が
判
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
退
去
聴
聞
は
Ａ
Ｐ
Ａ
の
聴
聞
手
続
と

機
能
的
に
は
同
じ
で
あ
る）

（（（
（

。
移
民
関
税
執
行
部
（
Ｉ
Ｃ
Ｅ
）
が
ま
ず
、
当
該
外
国
人
が
証
拠
を
示
し
て
被
告
が
退
去
さ
れ
る
べ
き
非
市
民

で
あ
る
こ
と
を
挙
証
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
被
告
は
、
先
の
入
国
許
可
に
基
づ
く
合
法
的
な
在
留
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
。
以
後
、
両

者
間
の
応
酬
と
な
る）

（（（
（

。

退
去
す
べ
き
か
を
決
定
す
る
退
去
の
聴
聞
は
、
移
民
裁
判
所
に
出
頭
通
告
（N

otice to A
ppear

）（
書
式I

─（（（

）
と
呼
ば
れ
る
書
類
を

Ｄ
Ｈ
Ｓ
が
提
出
す
る
こ
と
で
始
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
移
民
裁
判
所
へ
の
召
喚
状
で
あ
り
、
こ
の
手
続
の
性
質
、
こ
れ
が
提
起
さ
れ
る
法
的

根
拠
、
法
違
反
と
さ
れ
る
外
国
人
の
行
為
、
違
反
し
た
と
主
張
さ
れ
る
制
定
法
と
当
該
外
国
人
の
責
任
、
自
費
で
弁
護
士
を
付
け
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
、
指
定
さ
れ
た
聴
聞
に
出
頭
し
な
い
と
き
の
措
置
、
法
務
長
官
に
現
住
所
と
電
話
番
号
を
知
ら
せ
る
義
務
、
が
記
載
さ
れ

る
。Ｉ

Ｊ
が
被
告
は
退
去
さ
れ
る
べ
き
と
判
断
し
て
も
、
次
の
よ
う
な
別
の
手
続
に
服
す
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
第
一
が
保
証
金
再
決
定

聴
聞
（Bond Redeterm

ination H
earings

）
で
、
義
務
づ
け
ら
れ
た
聴
聞
に
出
頭
し
な
い
と
き
に
没
収
さ
れ
る
保
証
金
を
支
払
う
も
の
で
、

ま
ず
Ｄ
Ｈ
Ｓ
が
そ
の
額
を
提
示
し
、
こ
れ
を
Ｉ
Ｊ
の
面
前
で
の
聴
聞
を
経
て
確
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
Ｄ
Ｈ
Ｓ
ま
た
は
被
告
は
移
民
控
訴

部
（Board of Im

m
igration A

ppeals

（BIA

））
に
控
訴
で
き
る
。
第
二
が
撤
回
限
定
聴
聞
（W

ithholding-O
nly H

earing

）
で
、
Ｉ
Ｊ
は
退

去
を
命
じ
ら
れ
た
外
国
人
が
Ｉ
Ｎ
Ａ
あ
る
い
は
拷
問
禁
止
条
約
で
退
去
撤
回
の
資
格
が
あ
る
か
を
決
定
す
る
た
め
だ
け
の
聴
聞
を
開
く
。

第
三
が
無
効
聴
聞
（Rescission H

earings

）
で
、
Ｉ
Ｊ
は
適
法
永
住
外
国
人
の
居
住
資
格
決
定
に
原
始
的
瑕
疵
が
あ
る
と
し
て
そ
れ
を
取

り
消
す
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
聴
聞
を
行
う
。
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Ｉ
Ｊ
の
判
決
は
、
両
当
事
者
立
ち
会
い
の
下
で
の
口
頭
で
、
も
し
く
は
後
で
送
付
さ
れ
る
書
面
で
な
さ
れ
る
。
判
決
に
は
双
方
と
も
Ｅ

Ｏ
Ｉ
Ｒ
の
機
関
で
あ
る
Ｂ
Ｉ
Ａ
に
控
訴
で
き
る
。
た
だ
そ
れ
は
移
民
裁
判
所
の
よ
う
に
全
米
各
地
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ

ア
州
フ
ォ
ー
ル
ズ
チ
ャ
ー
チ
に
の
み
所
在
す
る
。
こ
の
行
政
レ
ベ
ル
の
判
断
が
尽
き
れ
ば
、
司
法
権
で
あ
る
連
邦
控
訴
裁
判
所
に
審
理
を

申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

（　

外
国
人
テ
ロ
リ
ス
ト
送
還
裁
判
所
（A

lien T
errorist Rem

oval Court

（A
T

RC

））

ア
メ
リ
カ
在
留
の
外
国
人
テ
ロ
リ
ス
ト
を
排
除
す
る
こ
と
へ
の
関
心
は
、
九
・
一
一
以
前
か
ら
設
置
さ
れ
て
い
る
外
国
人
テ
ロ
リ
ス

ト
の
退
去
を
特
別
に
審
理
す
る
裁
判
所
の
存
在
に
見
ら
れ
る
。
外
国
人
テ
ロ
リ
ス
ト
送
還
裁
判
所
（A

lien T
errorist Rem

oval Court

（A
T

RC

））
が
そ
れ
で
あ
る
。

Ａ
Ｔ
Ｒ
Ｃ
は
移
民
退
去
手
続
を
テ
ロ
リ
ス
ト
に
特
化
し
て
裁
判
的
に
処
理
す
る
機
関
で
、
安
全
保
障
と
移
民
法
が
合
体
し
た
一
つ
の
典

型
で
あ
る
。
一
九
九
六
年
制
定
の
Ａ
Ｅ
Ｄ
Ｐ
Ａ
で
設
置
さ
れ
る
も
、
同
法
に
Ａ
Ｔ
Ｒ
Ｃ
の
語
は
な
く
、
た
だ
Ａ
Ｔ
Ｒ
Ｃ
の
規
則
が
Ａ
Ｔ
Ｒ

Ｃ
と
し
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ａ
Ｔ
Ｒ
Ｃ
と
な
っ
て
い
る）

（（（
（

。
Ａ
Ｔ
Ｒ
Ｃ
は
中
立
で
は
な
く
、
テ
ロ
リ
ス
ト
の
疑
い
が
あ
る
と
法

務
長
官
が
考
え
る
い
か
な
る
外
国
人
も
強
制
的
に
退
去
さ
せ
る
た
め
の
、
法
務
長
官
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
り
、
そ
の
手
続
は
秘
密
で
、
そ

の
進
行
は
イ
ン
カ
メ
ラ
で
一
方
的
で
あ
る）

（（（
（

。
安
全
保
障
が
審
理
に
秘
密
を
要
す
る
な
ら
ば
、
Ａ
Ｔ
Ｒ
Ｃ
の
手
続
は
秘
密
の
証
拠
を
使
う
の

を
認
め
る
こ
と
で
退
去
と
秘
密
の
二
つ
の
目
的
を
満
た
す
の
を
政
府
に
許
す）

（（（
（

。

Ａ
Ｔ
Ｒ
Ｃ
は
、
最
高
裁
長
官
が
公
に
任
命
す
る
、
五
つ
の
連
邦
控
訴
裁
判
所
管
轄
区
域
か
ら
五
人
の
地
方
裁
判
所
判
事
で
構
成
さ
れ

（
長
官
の
裁
量
で
外
国
諜
報
監
視
裁
判
所
（Foreign Intelligence Surveillance Court
）
判
事
と
同
一
人
を
任
命
す
る
こ
と
も
で
き
る
）、
彼
（
女
）



一
五
八

ら
が
す
べ
て
退
去
手
続
を
処
理
す
る）

（（（
（

。
Ａ
Ｔ
Ｒ
Ｃ
で
の
裁
判
は
法
務
長
官
が
秘
密
に
一
方
的
に
提
訴
す
る
こ
と
で
開
始
さ
れ
（
い
つ
で
も

裁
判
を
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
）、
担
当
す
る
判
事
（
一
人
）
は
他
の
情
報
も
斟
酌
し
て
こ
れ
を
と
り
あ
げ
る
か
却
下
さ
せ
る
か
を
判
断

す
る）

（（（
（

。
担
当
判
事
が
提
訴
を
認
め
る
と
退
去
聴
聞
が
開
始
さ
れ
る
。
こ
の
「
退
去
聴
聞
は
人
民
に
公
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」）

（（（
（

。
合
衆
国

法
典
八
巻
一
二
章
の
サ
ブ
チ
ャ
プ
タ
ー
Ｖ
「
外
国
人
テ
ロ
リ
ス
ト
の
退
去
手
続
」
で
規
定
さ
れ
る）

（（（
（

。
対
象
と
な
る
外
国
人
に
十
分
な
罪
責

の
告
知
と
弁
護
人
同
伴
権
や
証
拠
の
提
出
、
証
人
の
喚
問
、
国
家
全
土
に
及
ぶ
証
人
の
申
請
な
ど
（
⒝
─

⒟
）、
司
法
手
続
に
準
じ
た
手
続

と
な
っ
て
い
る
。
証
拠
の
開
示
（discovery

）
で
は
、
政
府
に
外
国
諜
報
監
視
法
（
Ｆ
Ｉ
Ｓ
Ａ
）
に
基
づ
く
電
子
的
監
視
や
同
意
を
欠
く
物

理
的
捜
索
で
の
証
拠
を
使
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
外
国
人
に
そ
れ
ら
が
違
法
に
取
得
さ
れ
た
も
の
だ
と
主
張
す
る
権
利
は
認
め
ら
れ
な
い

（
⒠
⑴
A
B
）。「
連
邦
政
府
が
保
護
命
令
を
求
め
た
り
、
軍
や
国
家
の
秘
密
特
権
の
援
用
を
含
む
極
秘
情
報
の
開
示
か
ら
保
護
す
る
た
め
に

政
府
に
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
特
権
を
主
張
し
た
り
す
る
の
を
、
な
ん
ら
妨
げ
る
も
の
は
な
い
」（
⒠
⑵
）。
当
該
外
国
人
は
違
反
の

性
質
と
聴
聞
の
時
と
場
所
に
関
す
る
合
理
的
な
告
知
を
受
け
、
弁
護
人
依
頼
権
が
保
障
さ
れ
、
記
録
や
証
拠
、
証
人
喚
問
権
が
認
め
ら
れ

る
）
（（（
（

。
外
国
人
も
Ｄ
Ｏ
Ｊ
も
ア
メ
リ
カ
全
土
に
わ
た
っ
て
証
人
や
証
拠
書
類
のsubpoenas

（
召
喚
提
示
命
令
）
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
け

れ
ど
も
、
極
秘
情
報
に
は
外
国
人
は
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い）

（（（
（

。

こ
の
よ
う
に
、
政
府
に
は
極
秘
情
報
を
使
用
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
政
府
は
、
危
険
を
も
た
ら
さ
な
い
特
別
の
証
拠
の
極
秘
の
サ

マ
リ
を
退
去
裁
判
に
提
出
す
る
（
⑶
B
）。
Ｉ
Ｊ
は
一
方
的
に
イ
ン
カ
メ
ラ
で
、
一
般
に
公
開
す
る
と
ア
メ
リ
カ
の
安
全
保
障
に
、
も
し
く

は
個
人
の
安
全
に
危
険
を
も
た
ら
す
と
法
務
長
官
が
判
断
し
た
証
拠
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
（
⑶
A
）。
そ
の
サ
マ
リ
を
一
五
日
以
内
に

証
拠
と
し
て
認
め
る
か
を
決
定
し
、
外
国
人
が
防
御
の
準
備
を
十
分
に
で
き
る
と
判
断
す
れ
ば
認
め
ら
れ
、
そ
の
際
に
は
、
政
府
は
外
国



一
五
九

国
外
退
去
手
続
へ
の
公
的
ア
ク
セ
ス
と
安
全
保
障
（
富
井
）

人
に
極
秘
サ
マ
リ
の
コ
ピ
ー
を
配
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
⑶
C
）。
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
、
一
五
日
以
内
に
政
府
は
補
正
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
こ
の
提
出
か
ら
一
五
日
以
内
に
再
度
認
め
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
退
去
の
聴
聞
手
続
は
終
了
す
る
（
D
ⅰ
ⅱ
）。
た
だ

し
、
Ｉ
Ｊ
が
、
Ⅰ 

当
該
外
国
人
が
在
留
し
続
け
る
こ
と
で
、
特
定
の
個
人
に
対
し
、
も
し
く
は
重
篤
な
身
体
傷
害
、
ま
た
は
安
全
保
障

に
回
復
し
難
い
重
篤
な
損
害
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
、
Ⅱ 

サ
マ
リ
の
提
供
が
同
じ
よ
う
な
損
害
を
も
た
ら
す
、
と
判
断
し
た
と
き

は
、
そ
の
限
り
で
は
な
い
（
D
ⅱ
ⅲ
）。

こ
の
サ
マ
リ
な
く
し
て
こ
の
退
去
裁
判
を
進
め
る
と
き
、
Ｄ
Ｏ
Ｊ
は
サ
マ
リ
の
提
供
は
で
き
な
い
と
の
声
明
を
外
国
人
に
送
る
よ
う
に

し
、
判
事
に
提
出
さ
れ
た
、
先
の
極
秘
の
情
報
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
E
ⅱ
）。
当
該
外
国
人
が
適
法
な
永
住
外
国
人
で
あ
る
と
き

は
、
当
該
極
秘
情
報
を
イ
ン
カ
メ
ラ
で
み
た
判
事
は
当
該
外
国
人
に
当
該
極
秘
情
報
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
特
別
の
弁
護
士
を
選
任
す
る
一

方
で
、
そ
の
弁
護
士
は
当
該
外
国
人
そ
の
他
の
弁
護
士
に
こ
れ
を
開
示
し
て
は
な
ら
ず
、
違
反
に
は
一
〇
年
以
上
二
〇
年
以
下
の
禁
錮
や

罰
金
が
科
せ
ら
れ
る
（
E
ⅰ
、
F
ⅰ
ⅱ
）。

Ｃ
Ｄ
の
よ
う
な
、
公
開
に
関
す
る
制
約
は
な
い
も
の
の
、
証
拠
の
う
ち
秘
密
が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
は
当
事
者
た
る
外
国
人
も
ア
ク
セ

ス
で
き
な
い
な
ど
、
や
は
り
閉
鎖
的
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
Ａ
Ｔ
Ｒ
Ｃ
は
こ
れ
ま
で
一
度
も
開
か
れ
た
こ
と
が
な
い）

（（（
（

。
九
・
一
一
以
前
で

も
テ
ロ
リ
ス
ト
あ
る
い
は
関
係
者
、
疑
い
の
あ
る
者
は
通
常
の
退
去
裁
判
で
処
理
さ
れ
、
Ａ
Ｔ
Ｒ
Ｃ
は
無
視
さ
れ
た
こ
と
に
な
る）

（（（
（

。
し
た

が
っ
て
、
こ
う
し
た
手
続
の
枠
組
み
が
合
憲
か
ど
う
か
を
検
討
し
た
判
例
は
な
い
。
在
住
の
外
国
人
に
適
正
手
続
が
保
障
さ
れ
る
（
判
例
）

と
す
れ
ば
、
秘
密
の
証
拠
に
基
づ
く
退
去
命
令
に
は
違
憲
性
が
推
定
さ
れ
よ
う）

（（（
（

。

連
邦
の
証
拠
法
（Federal Rules of Evidence

）
は
適
用
さ
れ
ず
、
当
該
外
国
人
が
テ
ロ
リ
ス
ト
で
あ
り
退
去
さ
れ
る
べ
し
と
す
る
立

証
の
責
任
は
政
府
側
に
あ
る）

（（（
（

。
証
拠
の
受
領
に
引
き
続
い
て
、
双
方
は
、
当
該
外
国
人
を
退
去
さ
せ
る
の
に
十
分
な
証
拠
で
あ
る
か
を
議



一
六
〇

論
し
あ
う
公
平
な
機
会
（fair opportunity

）
が
与
え
ら
れ
る）

（（（
（

。
判
事
は
証
拠
を
総
合
考
量
し
て
、
政
府
が
挙
証
責
任
を
果
た
し
た
と
判

断
す
れ
ば
、
退
去
の
決
定
を
事
実
の
声
明
と
法
的
結
論
を
記
載
し
た
書
面
で
の
命
令
を
出
す）

（（（
（

。
Ａ
Ｔ
Ｒ
Ｃ
の
担
当
判
事
の
法
務
長
官
の
訴

え
を
認
容
し
た
判
決
に
も
拒
否
し
た
判
決
に
も
、
双
方
は
二
〇
日
以
内
に
ワ
シ
ン
ト
ン
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
地
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
に
控
訴
で

き
る）

（（（
（

。
（　

移
民
裁
判
所
（Im

m
igration Court

）
と
移
民
判
事）

（（（
（

退
去
裁
判
は
こ
れ
ま
で
通
常
の
移
民
裁
判
所
で
な
さ
れ
て
い
る
。
退
去
聴
聞
は
、
Ｉ
Ｊ
が
主
催
す
る
移
民
裁
判
所
で
な
さ
れ
て
い
る
の

だ
。
全
米
で
五
〇
以
上
あ
り
、
二
〇
〇
人
以
上
の
Ｉ
Ｊ
が
い
る
。
こ
れ
ら
を
統
括
す
る
の
が
Ｅ
Ｏ
Ｉ
Ｒ
で
あ
り
、
Ｄ
Ｏ
Ｊ
の
機
関
と
し
て

法
務
長
官
の
指
揮
下
に
置
か
れ
る
。
首
席
移
民
判
事
部
（O

ffi
ce of the Chief Im

m
igration Judge

（O
CIJ

））
は
、
全
米
に
広
が
る
移
民
裁

判
所
の
管
理
運
営
と
Ｉ
Ｊ
の
服
務
を
統
督
す
る
（exercises adm

inistrative supervision

）。
Ｏ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
は
Ｅ
Ｏ
Ｉ
Ｒ
を
構
成
す
る
一
部
局

で
あ
り
、
Ｂ
Ｉ
Ａ
や
首
席
管
理
聴
聞
官
局
（O

ffi
ce of the Chief A

dm
inistrative H

earing O
ffi

cer

（O
CA

H
O

））
と
と
も
に
、
Ｅ
Ｏ
Ｉ
Ｒ

長
官
の
監
督
の
下
で
動
く
。
Ｂ
Ｉ
Ａ
は
移
民
に
関
す
る
行
政
裁
判
の
最
高
位
の
裁
判
所
で
あ
り
、
全
米
の
移
民
裁
判
所
お
よ
び
Ｄ
Ｈ
Ｓ
の

判
断
の
上
訴
審
で
あ
る
。
ま
た
、
移
民
法
が
全
国
的
に
統
一
し
て
適
用
さ
れ
て
い
る
か
に
責
任
を
有
す
る
。
時
宜
に
応
じ
て
、
Ｉ
Ｎ
Ａ
を

は
じ
め
と
す
る
法
令
に
依
拠
し
て
中
立
的
立
場
か
ら
問
題
を
解
決
す
る
任
を
担
い
、
Ｉ
Ｊ
に
明
確
で
統
一
的
な
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
与
え
る
。

Ｏ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
は
Ｅ
Ｏ
Ｉ
Ｒ
に
あ
っ
て
独
立
し
た
機
関
で
、
職
員
の
懲
戒
や
偽
造
文
書
に
関
す
る
聴
聞
の
責
を
負
う
。
そ
の
行
政
法
判
事
は

Ｏ
Ｃ
Ｍ
Ｊ
と
は
無
関
係
で
、
Ｏ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
の
決
定
を
Ｂ
Ｉ
Ａ
は
審
査
し
な
い
。

Ｉ
Ｊ
は
裁
判
で
は
独
立
し
て
、
法
に
の
っ
と
っ
て
迅
速
に
係
争
を
解
決
す
る
。
憲
法
三
条
の
司
法
権
の
判
事
で
は
な
く
、
行
政
法
判
事



一
六
一

国
外
退
去
手
続
へ
の
公
的
ア
ク
セ
ス
と
安
全
保
障
（
富
井
）

で
あ
る）

（（（
（

。
Ｉ
Ｊ
の
面
前
で
の
証
拠
聴
聞（evidentiary hearing

）が
裁
判
の
主
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
一
般
に
退
去
可
能
性（rem

ovability

）

を
決
定
し
、
退
去
か
ら
の
救
済
の
申
請
を
裁
断
す
る
。
最
高
次
の
倫
理
基
準
に
従
っ
て
、
公
平
に
高
貴
に
（honorably

）
行
動
す
る
よ
う

に
仕
向
け
ら
れ
て
お
り
、
移
民
裁
判
所
の
裁
判
の
統
合
と
不
偏
不
党
で
公
的
信
頼
を
確
保
す
る
。
Ｉ
Ｊ
の
不
当
行
為
は
Ｄ
Ｏ
Ｊ
と
Ｅ
Ｏ
Ｉ

Ｒ
で
聴
聞
を
経
て
慎
重
に
審
査
さ
れ
る
。

Ｉ
Ｊ
が
主
宰
す
る
移
民
裁
判
所
は
司
法
法
廷
で
は
な
い
。
移
民
は
複
雑
な
外
交
問
題
や
微
妙
な
政
治
的
機
能
を
含
む
ゆ
え
に
、
執
行
権

の
判
断
の
要
素
が
あ
る
。
Ｄ
Ｏ
Ｊ
が
移
民
裁
判
の
政
策
や
運
営
に
責
め
を
負
っ
て
お
り
、
Ｉ
Ｊ
は
一
九
八
三
年
に
Ｄ
Ｏ
Ｊ
に
創
設
さ
れ
た

Ｅ
Ｏ
Ｉ
Ｒ
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
Ｉ
Ｊ
は
司
法
裁
判
官
や
他
の
行
政
法
判
事
と
異
な
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
法
務
長
官
に
よ
っ
て
の
み
任
じ
ら

れ
、
法
務
長
官
の
統
括
下
で
行
動
す
る）

（（（
（

。
執
行
権
の
み
が
Ｉ
Ｊ
の
任
命
に
責
任
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
司
法
裁
判
官
の
よ
う
に
広
範
な

チ
ェ
ッ
ク
の
シ
ス
テ
ム
に
は
服
さ
ず
、
ま
た
一
般
の
行
政
法
判
事
の
よ
う
に
競
争
試
験
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。

な
お
Ｉ
Ｊ
の
判
決
に
は
Ｂ
Ｉ
Ａ
へ
の
控
訴
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
判
決
は
公
刊
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
文
書
で
な
さ
れ
る
。

二
〇
〇
二
年
に
法
務
長
官
ア
シ
ュ
ク
ロ
フ
ト
に
よ
っ
て
、
Ｂ
Ｉ
Ａ
は
一
一
人
の
メ
ン
バ
ー
編
成
と
さ
れ
た
。
た
だ
そ
の
負
担
は
重
く
、
例

え
ば
二
〇
〇
六
年
に
は
四
万
一
四
七
九
件
の
控
訴
を
処
理
し
た
。
他
方
、
質
の
低
下
も
指
摘
さ
れ
、
政
府
寄
り
の
判
断
が
増
え
、
Ｉ
Ｊ
の

不
適
切
な
判
断
を
ク
リ
ー
ン
ア
ッ
プ
す
る
機
関
で
は
も
は
や
な
い
と
の
批
判
も
あ
る）

（（（
（

。
Ｉ
Ｊ
の
判
決
は
国
外
退
去
を
強
制
す
る
こ
と
に
も

な
る
の
で
、
庇
護
を
求
め
て
い
た
者
に
は
死
刑
判
決
に
相
当
す
る
。
司
法
手
続
の
道
が
開
か
れ
て
い
る
と
は
い
え
覆
さ
れ
る
の
は
ま
れ
で

あ
る
か
ら
、
Ｉ
Ｊ
そ
し
て
Ｂ
Ｉ
Ａ
の
メ
ン
バ
ー
の
質
の
向
上
と
慎
重
な
審
理
が
望
ま
れ
る）

（（（
（

。

Ｉ
Ｊ
は
司
法
裁
判
官
と
同
じ
程
度
独
立
し
て
い
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
退
去
聴
聞
は
司
法
手
続
に
準
じ
た

法
で
公
平
か
つ
慎
重
な
審
理
で
進
め
ら
れ
て
る
の
を
前
提
に
し
て
い
る
。
現
行
は
基
本
的
に
は
九
・
一
一
以
前
と
変
わ
っ
て
い
な
い
。
退



一
六
二

去
聴
聞
の
現
在
の
手
続
の
み
確
認
し
て
お
こ
う
。

Ｄ
Ｈ
Ｓ
が
、
裁
判
の
性
質
、
裁
判
の
法
的
根
拠
、
法
違
反
と
さ
れ
る
行
為
、
適
用
条
文
、
政
府
負
担
の
弁
護
人
を
同
伴
し
て
の
出
頭
権
、

予
定
聴
聞
日
に
出
頭
し
な
か
っ
た
時
の
措
置
、
法
務
長
官
に
直
ち
に
居
場
所
を
文
書
で
知
ら
せ
る
義
務
を
書
い
た
出
頭
通
知
（N

otice for 

A
ppearance

）
を
移
民
裁
判
所
に
提
出
す
る
こ
と
で
聴
聞
手
続
は
開
始
さ
れ
る
。
以
後
、当
該
外
国
人
は
被
告
人
（respondent

）
と
な
り
、

対
Ｄ
Ｈ
Ｓ
で
裁
判
が
進
行
す
る
。

Ｉ
Ｊ
は
、
①
本
人
、
②
ビ
デ
オ
会
議
、
③
電
話
会
議
、
の
ど
れ
か
で
聴
聞
を
行
う
。
そ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
時
宜
に
応
じ
て
迅
速
に
決

定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
被
告
の
不
出
頭
あ
る
い
は
正
当
な
理
由
な
き
遅
延
は
、「
欠
席
の
下
で
（in absentia

）」
聴
聞
が
な
さ
れ

た
と
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
、
退
去
命
令
は
本
人
不
在
で
下
さ
れ
る
。
被
告
は
、
こ
の
命
令
を
無
効
に
す
る
た
め
に
再
開
廷
の
モ
ー
シ
ョ
ン

を
出
せ
る
け
れ
ど
も
、
控
訴
は
で
き
な
い
。

聴
聞
は
一
般
に
公
開
さ
れ
る
。
た
だ
以
下
の
留
保
が
あ
る
。
①
庇
護
あ
る
い
は
退
去
の
撤
回
、
あ
る
い
は
拷
問
そ
の
他
残
虐
で
非
人
道

的
な
も
し
く
は
非
常
な
処
遇
、
ま
た
は
刑
罰
に
対
す
る
条
約
に
基
づ
く
訴
え
の
申
請
に
絡
む
証
拠
聴
聞
（evidential hearings

）
は
、
被

告
が
明
確
に
非
公
開
を
要
求
し
な
け
れ
ば
、
公
開
さ
れ
る
。
Ｉ
Ｊ
は
、
か
か
る
ケ
ー
ス
で
被
告
に
非
公
開
に
す
る
か
を
尋
ね
る
も
の
と
さ

れ
る
。
②
外
国
人
児
童
の
虐
待
に
関
す
る
聴
聞
は
非
公
開
で
あ
る
。
た
だ
し
、
虐
待
さ
れ
た
配
偶
者
が
公
開
に
同
意
し
て
い
れ
ば
、
そ
の

限
り
で
は
な
い
。
③
裁
判
は
、
情
報
が
、
保
護
命
令
に
服
し
封
印
さ
れ
て
提
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
、
非
公
開
と
な
る
。
さ
ら
に

Ｉ
Ｊ
は
裁
量
で
、
一
般
に
公
開
と
さ
れ
る
聴
聞
で
も
、
公
益
、
も
し
く
は
証
人
を
保
護
す
る
た
め
、
聴
聞
を
非
公
開
に
し
た
り
、
出
席
者

を
制
限
し
た
り
で
き
る
。
ま
た
、
当
事
者
は
口
頭
も
し
く
は
書
面
で
、
聴
聞
を
非
公
開
に
す
る
よ
う
モ
ー
シ
ョ
ン
を
出
せ
る
。
メ
デ
ィ
ア

は
公
開
の
聴
聞
に
出
席
で
き
る
。
た
だ
し
、
法
廷
で
の
電
子
機
器
の
使
用
は
一
般
的
に
禁
止
さ
れ
、
出
席
に
当
た
っ
て
は
移
民
裁
判
所
の



一
六
三

国
外
退
去
手
続
へ
の
公
的
ア
ク
セ
ス
と
安
全
保
障
（
富
井
）

連
絡
調
整
室
と
事
前
に
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
る
も
の
と
さ
れ
る
。
聴
聞
は
判
事
に
よ
っ
て
電
気
的
に
記
録
さ
れ
る
。

被
告
が
公
判
前
に
Ｉ
Ｊ
に
最
初
に
お
目
見
え
す
る
の
は
、
訴
答
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
づ
く
り
、
そ
の
他
類
す
る
も
の
の
た
め
の
裁
判
進

行
予
定
調
整
聴
聞
（m

aster calendar hearing

）
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
被
告
に
無
償
の
弁
護
人
依
頼
権
や
無
料
も
し
く
は
低
コ
ス
ト
の

法
サ
ー
ビ
ス
や
証
拠
提
示
権
が
あ
る
こ
と
を
助
言
し
た
り
、
争
点
を
絞
っ
た
り
す
る
。
た
だ
し
、
法
的
な
主
張
や
論
争
は
し
な
い
。
退

去
や
救
済
申
請
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
な
ど
争
い
の
あ
る
事
項
に
つ
い
て
の
証
拠
聴
聞
は
、
実
体
聴
聞
あ
る
い
は
個
別
予
定
聴
聞
（individual 

calendar hearings

）
と
し
て
行
わ
れ
る
。
当
事
者
間
と
判
事
の
間
で
争
点
を
絞
っ
た
り
情
報
を
共
有
し
た
り
す
る
た
め
の
事
前
聴
聞
会
同

（pre-hearing conference

）
も
、
設
け
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
書
面
を
提
示
し
て
口
頭
弁
論
を
軸
に
行
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
Ｉ
Ｊ
の
退
去
裁
判
で
の
聴
聞
は
司
法
裁
判
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
。
た
だ
、
安
全
保
障
の
た
め
の
保
護
命
令
が
出
さ
れ
る

と
、
法
廷
は
非
公
開
に
さ
れ
る
。

五　

む
す
び
に
か
え
て
─
日
本
へ
の
若
干
の
示
唆

ア
メ
リ
カ
は
、
司
法
の
み
な
ら
ず
執
行
権
の
裁
判
手
続
に
メ
デ
ィ
ア
や
人
民
が
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
を
修
正
第
一
条
の
保
護
の
射
程
に

置
い
た）

（（（
（

。
無
論
こ
れ
は
絶
対
で
は
な
く
、
凌
駕
す
る
政
府
利
益
が
合
理
的
に
認
め
ら
れ
れ
ば
制
限
は
正
当
化
さ
れ
る
。
た
だ
、
制
憲
者
が

肝
に
銘
じ
た
、
次
の
よ
う
な
系
統
の
「
言
論
の
自
由
」
は
脈
々
と
流
れ
て
い
る
の
は
観
察
で
き
る）

（（（
（

。「
施
政
者
（m

agistrates

）
の
行
為
が

開
か
れ
て
検
証
さ
れ
て
公
に
審
査
さ
れ
る
こ
と
は
、
正
直
な
施
政
者
す
べ
て
の
利
益
で
あ
り
、
大
志
（am

bition

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」。



一
六
四

刑
事
裁
判
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
、
行
政
手
続
た
る
移
民
の
退
去
裁
判
に
国
民
の
知
る
権
利
＝
表
現
の
自
由
が
及
ぶ

か
の
問
題
は
、
そ
れ
に
安
全
保
障
の
利
益
が
絡
む
と
き
、
両
者
を
ど
う
調
整
す
る
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
民
（
主
に
メ
デ
ィ

ア
）
の
権
利
を
重
視
す
れ
ば
、
こ
れ
を
認
め
た
う
え
で
、
安
全
保
障
上
の
利
益
と
の
考
量
を
個
別
具
体
的
に
吟
味
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

問
題
は
い
か
な
る
基
準
で
こ
れ
を
行
う
の
か
、
そ
し
て
誰
が
決
定
す
る
の
か
、
で
あ
る
。
執
行
権
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ
や
Ｄ
Ｈ
Ｓ
）
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ブ
に
基
づ
い
て
Ｉ
Ｊ
が
審
査
し
、
最
終
的
に
は
司
法
権
が
判
断
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
本
の
出
入
国
管
理
で
は
、
退
去
は
行
政
行
為
と
し
て
構
成
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
裁
判
は
行
わ
な
い
か
ら
、
当
事
者
以
外
へ
の

公
開
は
意
識
さ
れ
ず
、
秘
密
の
証
拠
な
ど
証
拠
法
に
関
す
る
詳
細
な
法
は
な
い
。
出
入
国
行
政
に
は
行
政
手
続
法
の
適
用
が
除
外
さ
れ

（
三
条
一
〇
号
）、
そ
う
で
な
く
て
も
行
政
手
続
は
当
事
者
以
外
の
一
般
人
へ
の
公
開
は
消
極
的
で
（
一
〇
条
、
二
〇
条
六
項
））

（（（
（

、
そ
も
そ
も
ア

メ
リ
カ
の
よ
う
な
、退
去
聴
聞
へ
の
公
的
ア
ク
セ
ス
と
か
そ
こ
で
の
安
全
保
障
利
益
へ
の
配
慮
と
か
い
っ
た
土
壌
に
は
な
い
と
も
い
え
る
。

日
本
の
出
入
国
管
理
法
制
は
ア
メ
リ
カ
型
を
取
り
、
在
留
資
格
を
法
定
し
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
二
四
条
に
列
挙
）、
そ
の
違
反

者
に
対
し
て
退
去
手
続
を
と
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る）

（（（
（

。
そ
れ
は
、
①
入
国
警
備
官
に
よ
る
か
か
る
在
留
資
格
欠
如
の
違
反
調
査
（
二
七

条
。
該
当
外
国
人
は
「
容
疑
者
」
と
な
る
。
取
り
調
べ
や
捜
索
、
押
収
、
収
容
な
ど
の
捜
査
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
二
八
─
四
四
条
）
②
入
国
審
査

官
が
退
去
強
制
事
由
に
該
当
す
る
か
の
審
査
（
四
五
条
。
不
法
滞
在
者
で
な
き
こ
と
は
容
疑
者
が
立
証
（
四
六
条
））
③
入
国
審
査
官
の
退
去
事

由
認
定
に
対
し
て
三
日
以
内
に
特
別
審
査
官
に
口
頭
審
理
を
請
求
し
、
こ
れ
を
受
け
て
の
特
別
審
査
官
に
よ
る
口
頭
審
理
（
四
八
条
）
④

特
別
審
査
官
の
判
定
に
対
し
三
日
以
内
に
法
務
大
臣
に
異
議
を
申
し
出
、
こ
れ
に
理
由
が
あ
る
か
を
法
務
大
臣
が
裁
決
（
四
九
条
）、
の
四

段
階
を
と
る
。
こ
の
裁
決
は
羈
束
行
為
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
異
議
に
理
由
が
な
い
と
認
め
る
場
合
で
も
永
住
許
可
を
受
け
て
い
る
な
ど
法

定
の
斟
酌
事
由
に
該
当
す
る
と
き
は
、
法
務
大
臣
の
裁
量
で
在
留
を
特
別
に
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
五
〇
条
））

（（（
（

。
口
頭
審
理
は
あ
る
も



一
六
五

国
外
退
去
手
続
へ
の
公
的
ア
ク
セ
ス
と
安
全
保
障
（
富
井
）

の
の
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
裁
判
構
造
で
は
な
い
。

不
法
滞
在
の
ほ
か
に
強
制
退
去
事
由
と
し
て
、
憲
法
秩
序
を
破
壊
す
る
な
ど
日
本
国
の
利
益
ま
た
は
公
安
を
害
す
る
行
為
者
（
二
四
条

四
号
オ
・
ワ
・
カ
・
ヨ
）
や
、
さ
ら
に
平
成
一
八
年
五
月
の
改
正
で
付
加
さ
れ
た
公
衆
等
脅
迫
目
的
の
犯
罪
の
お
そ
れ
が
あ
る
相
当
の
理
由

が
あ
る
と
法
務
大
臣
が
認
定
す
る
者
（
同
条
三
号
の
二
。
な
お
こ
の
場
合
、
法
務
大
臣
は
外
務
大
臣
、
警
察
庁
長
官
、
公
安
調
査
庁
長
官
、
海
上
保

安
庁
長
官
の
意
見
を
聞
く
も
の
と
さ
れ
る
。
二
四
条
の
二
）
や
、
テ
ロ
リ
ス
ト
等
「
国
際
約
束
に
よ
り
本
邦
へ
の
入
国
を
防
止
す
べ
き
も
の
と

さ
れ
て
い
る
者
」（
二
四
条
三
号
の
三
）
が
あ
り
、
安
全
保
障
の
利
益
を
斟
酌
し
て
い
る）

（（（
（

。
し
か
し
、
か
か
る
要
件
に
該
当
す
る
と
判
断
し

た
証
拠
の
開
示
に
つ
い
て
、
プ
ロ
テ
ク
ト
す
る
ル
ー
ル
も
、
ま
た
公
開
を
原
則
と
す
る
な
ど
の
ル
ー
ル
も
な
い）

（（（
（

。
日
本
で
は
外
国
人
の
退

去
手
続
が
非
開
示
非
公
開
で
な
さ
れ
る
こ
と
に
適
法
性
や
適
憲
性
の
目
は
そ
そ
が
れ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

わ
が
国
の
外
国
人
の
退
去
手
続
は
ア
メ
リ
カ
と
異
な
り
、
行
政
処
分
型
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
公
的
ア
ク
セ
ス
が
少
な
く
と
も
憲
法

上
の
権
利
に
昇
華
さ
れ
て
は
議
論
さ
れ
な
い
よ
う
だ
。
し
か
し
、
対
テ
ロ
が
喫
緊
の
課
題
と
な
り
、
そ
れ
は
犯
罪
と
ち
が
っ
て
予
防
に
重

点
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
外
国
人
の
入
国
や
滞
在
の
許
可
に
諜
報
も
駆
使
し
た
迅
速
な
対
応
が
急
務
で
あ
る）

（（（
（

。
秘
密
の
情
報
に
基
づ
い
た

証
拠
を
使
用
す
る
場
合
、
そ
の
許
容
性
や
ア
ク
セ
ス
の
可
能
性
を
ど
う
す
る
か
、
安
全
保
障
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
手
続
を
考
え
て
い

く
時
が
来
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
（
）N
ew

 Y
ork T

im
es v. U

.S., （0（ U
.S. （（（, （（（

（（（（（

）（Black, J., concurring

）.

（
（
）
富
井
幸
雄
「
ア
メ
リ
カ
大
統
領
と
安
全
保
障
法
と
し
て
の
移
民
法
─
テ
キ
サ
ス
事
件
を
素
材
と
し
て
」
法
学
会
雑
誌
五
七
巻
一
号
四
五
頁
、
二

〇
一
六
年
。
西
山
隆
幸
「
ア
メ
リ
カ
の
移
民
政
策
に
お
け
る
安
全
保
障
対
策
と
不
法
移
民
対
策
の
収
斂
」
甲
南
法
学
五
四
巻
一･

二
号
一
頁
、
二

〇
一
三
年
。
も
っ
と
も
、移
民
法
は
安
全
保
障
や
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
周
り
で
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
九
・
一
一
後
は
顕
著
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
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多
く
は
安
全
保
障
の
問
題
に
直
接
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
。S
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（
）June （（, （（（（, ch. （（（, （（ Stat. （（（ （ （ U

.S.C. § （（0（ et seq.

）.

（
（
）
Ｉ
Ｎ
Ａ
は
、
ア
メ
リ
カ
国
籍
を
持
た
な
い
人
を
外
国
人
（alien

）
と
定
義
し
て
い
る
。（ U

.S.C. § （（0（

（a

）（（

）. 

移
民
は
駐
在
大
使
や
滞
在
研

究
者
な
ど
、
Ｉ
Ｎ
Ａ
が
定
め
る
非
移
民
外
国
人
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
さ
な
い
す
べ
て
の
外
国
人
を
い
う
。（ U

.S.C. § （（0（

（a

）（（（

）. 

ア
メ
リ
カ

の
現
行
法
は
以
下
に
基
づ
く
。http://w

w
w

.cornell.edu/uscode

（
（
）
以
下
を
参
照
。
大
野
友
也
「
ア
メ
リ
カ
移
民
法
に
お
け
る
外
国
人
の
強
制
送
還
手
続
に
伴
う
身
柄
収
容
と
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
」
早
稲
田
大
学
大

学
院
法
研
論
集
一
二
一
号
二
五
頁
、
二
〇
〇
七
年
。
高
佐
智
美
「
ア
メ
リ
カ
移
民
法
に
お
け
る
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
と
司
法
審
査
」
国
際
人
権
一
八

号
一
五
頁
、
二
〇
〇
七
年
。
同
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
人
権
の
ゆ
ら
ぎ
〜
移
民
法
に
お
け
る
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
の
保
障
」
獨
協
法
学
七
二
号
二
一

二
頁
、
二
〇
〇
七
年
。
渡
辺
賢
「
手
続
的
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
一
断
面
（
五
）─
合
衆
国
移
民
法
制
を
素
材
と
し
て
」
北
大
法
学
論
集
四
二

巻
三
号
七
六
一
頁
、
一
九
八
五
年
。
本
稿
は
適
正
手
続
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、
退
去
手
続
当
事
者
以
外
の
第
三
者
た
る
一
般
国
民
、
特
に
メ

デ
ィ
ア
の
手
続
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
権
利
が
憲
法
で
保
護
さ
れ
る
か
の
問
題
に
か
か
わ
る
。

（
（
）
富
井
、
前
掲（
（
）論
文
。T

exas v. U
nited States, （（（ F.（d （（（

（（
th Cir. （0（（

）, cert. denied, （（（ U
.S.____

（（0（（

）.

（
（
）
拒
否
可
能
な
外
国
人
（excludable alien
）
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
に
物
理
的
に
入
国
し
滞
在
す
る
権
利
が
Ｉ
Ｎ
Ａ
二
三
五
─
二
三
七
条
に
従
っ

て
決
定
さ
れ
る
外
国
人
で
あ
る
。
退
去
さ
れ
る
外
国
人
（deportable alien

）
は
、
同
法
二
四
一
─
二
四
三
条
で
よ
り
保
護
的
な
条
項
に
基
づ

い
て
滞
在
す
る
権
利
が
決
定
さ
れ
る
外
国
人
で
あ
る
。D

avid M
artin, D

ue Process and M
em

bership in the N
ational Com

m
unity: 

Political A
sylum

 and Beyond, （（ U
. P

IT
T. L. R

EV. （（（, （（（ n.（

（（（（（

）. 

同
論
文
は
、
入
国
拒
否
で
の
憲
法
上
の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
の
権

利
を
分
析
す
る
。

（
（
）
入
国
拒
否
と
退
去
は
移
民
判
事
が
裁
判
で
判
断
し
た
け
れ
ど
も
、
一
九
九
六
年
の
違
法
移
住
改
革
移
民
責
任
法
（Illegal Im

m
igration 

Reform
 and Im

m
igrant Responsibility A

ct

）
に
よ
っ
て
送
還
裁
判
（rem

oval proceedings

）
に
一
元
化
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
移
民
法

の
類
型
と
し
て
こ
の
二
つ
は
残
存
し
て
い
る
。L

EGO
M

SK
Y A

N
D R

O
D

RIGU
EZ, supra note （ at （（（.

（
（
）K

nauff v. Shaughnessy, （（（ U
.S. （（（

（（（（0

）. 

い
わ
く
、「
ア
メ
リ
カ
に
入
国
で
き
た
人
の
退
去
の
ル
ー
ル
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う

と
も
、
当
該
外
国
人
の
入
国
拒
否
の
政
府
の
政
治
部
門
の
決
定
を
審
査
す
る
の
は
…
い
か
な
る
司
法
裁
判
所
の
領
域
に
も
な
い
」。Id. at （（（.



一
六
七

国
外
退
去
手
続
へ
の
公
的
ア
ク
セ
ス
と
安
全
保
障
（
富
井
）

（
（0
）
同
条
は
、
連
邦
議
会
が
、
国
教
樹
立
、
宗
教
活
動
禁
止
、
言
論
・
出
版
・
平
穏
集
会
の
自
由
は
く
奪
、
請
願
権
否
定
、
の
立
法
を
な
し
て
は
な

ら
な
い
と
規
定
す
る
。U

.S. Const. A
m

end. I.
（
（（
）
筆
者
は
盗
聴
な
ど
の
電
子
的
監
視
に
つ
い
て
こ
の
観
点
か
ら
安
全
保
障
領
域
へ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
検
討
し
た
。
富
井
幸
雄
「
安
全
保
障
上
の
電

子
的
監
視
─
権
力
分
立
と
合
衆
国
憲
法
修
正
第
四
条
の
交
錯
」
法
学
新
報
一
二
二
巻
三
・
四
号
七
五
頁
、
二
〇
一
五
年
。
な
お
、
退
去
手
続
で
こ

の
視
点
か
ら
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、Shirley C. Rivadeneira, T
he Closure of R

em
oval Proceedings of Septem

ber 11
th D

etainees: 
A

n A
nalysis of D

etroit Free Press, N
orth Jersey M

edia G
roup and the Creppy D

irective, （（ A
D

M
IN. L. R

EV. （（（

（（00（

）.

（
（（
）
最
判
大
平
成
元
年
三
月
八
日
、
民
集
四
三
巻
二
号
八
九
頁
。
憲
法
八
二
条
は
裁
判
公
開
制
度

0

0

に
か
か
わ
り
、
法
廷
で
メ
モ
を
取
る
権
利
は
同
条

で
は
な
く
、
二
一
条
の
表
現
の
自
由
の
問
題
だ
と
し
た
。
日
本
国
憲
法
は
刑
事
裁
判
を
公
開
と
し
（
八
二
条
、
三
七
条
）、
そ
れ
を
被
告
人
の
請
求

権
に
ま
で
高
め
て
い
る
（
三
七
条
一
項
）
が
、
一
般
国
民
が
裁
判
に
出
席
で
き
る
あ
る
い
は
傍
聴
す
る
権
利
ま
で
憲
法
は
保
障
し
た
と
は
、
す
く

な
く
と
も
判
例
で
は
さ
れ
て
い
な
い
。

（
（（
）U

.S. Const. am
end. V

I. 
「
す
べ
て
の
刑
事
上
の
訴
追
に
お
い
て
、
被
告
人
は
、
犯
罪
が
行
わ
れ
た
州
の
当
該
地
区
（
地
区
は
予
め
法
律
に
よ

り
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
の
公
平
な
陪
審
に
よ
る
迅
速
か
つ
公
開
の
審
理
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
」。
邦
訳
は
、
高
橋
和
之
編
『
世
界
憲

法
集
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
）
に
よ
る
（
以
下
同
じ
）。

（
（（
）Gannett Co. v. D

ePasquale, （（（ U
.S. （（（

（（（（（

）. 

本
件
の
問
題
は
、「
人
民
各
人
が
予
審
前
公
判
手
続
（pretrial judicial proceeding

）

に
ア
ク
セ
ス
す
る
の
を
主
張
す
る
憲
法
上
独
立
し
た
権
利
を
、
予
審
判
事
も
、
被
告
人
も
、
検
察
官
も
、
す
べ
て
が
公
平
な
裁
判
を
確
保
す
る
た

め
に
こ
の
手
続
を
非
開
示
で
行
う
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
と
し
て
も
、
有
す
る
か
」
だ
と
し
、
修
正
第
六
条
は
予
審
前
審
理
に
出
頭
す
る
被
告

人
個
人
の
権
利
で
あ
っ
て
、
公
民
の
そ
れ
で
は
な
い
と
し
た
。Id. at （（0, （（（, （（（

（Stew
art, J., delivering

）. 

こ
の
修
正
第
六
条
の
権
利
が

ど
こ
ま
で
及
ぶ
か
は
不
明
で
、
首
席
判
事
の
バ
ー
ガ
ー
の
み
が
予
審
前
手
続
に
限
定
さ
れ
る
と
、
補
足
意
見
で
述
べ
て
い
る
。Id. at （（（

─（（（

（Burger, Chief J., concurring

）. 

反
対
意
見
は
、修
正
第
六
条
で
ア
ク
セ
ス
す
る
公
権
は
保
障
さ
れ
て
い
る
と
し
た
。Id. at （（（

（Blackm
un, 

J., dissenting, joined by Brennan, W
hite, M

arshall

）. 

私
的
な
手
続
（private proceedings

）
に
ま
で
は
及
ば
な
い
。
同
条
は
公
開
裁
判

と
い
う
公
益
を
保
護
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
私
的
な
手
続
で
は
被
告
人
は
独
立
し
た
憲
法
上
の
権
利
を
要
す
る
と
こ
ろ
、
そ
う
し
た
も
の
は
な
い

と
し
た
。Id. at （（（

─（（. 

と
も
あ
れ
、
ガ
ネ
ッ
ト
事
件
で
最
高
裁
は
初
め
て
、
メ
デ
ィ
ア
や
公
民
が
刑
事
手
続
に
出
席
す
る
憲
法
上
の
権
利
が

あ
る
か
の
問
題
に
直
面
し
た
。



一
六
八

（
（（
）
当
時
の
こ
の
問
題
に
関
す
る
判
例
法
は
以
下
の
四
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
第
一
に
、
情
報
を
伝
播
し
受
領
す
る
権
利
（
十
分
な
憲
法
的
保
護

が
及
ぶ
）
と
ニ
ュ
ー
ス
を
収
集
す
る
権
利
（
十
分
に
保
障
さ
れ
な
い
）
を
区
別
し
て
い
る
。
第
二
に
、
ア
ク
セ
ス
権
は
立
法
府
に
最
も
よ
く
委

ね
ら
れ
た
政
治
的
決
定
を
含
む
。
第
三
に
、
潜
在
的
に
広
が
る
よ
う
な
ア
ク
セ
ス
権
に
は
慎
重
な
考
慮
が
あ
り
う
る
。
第
四
に
、
法
廷
の
手
続

で
は
修
正
第
一
条
の
価
値
は
特
に
優
越
す
る
。Jonathan L. H

afetz, T
he First A

m
endm

ent and the R
ight of A

ccess to D
eportation 

Proceedings, （0 C
A

L. W
. L. R

EV. （（（, （（（

（（00（

）.

（
（（
）Richm

ond N
ew

spapers. Inc. v. V
irginia, （（（ U

.S. （（（

（（（（0

）. 

人
民
は
そ
の
ほ
か
の
刑
事
公
判
（crim

inal hearings

）
に
ア
ク
セ
ス

す
る
修
正
第
一
条
の
権
利
を
有
す
る
と
判
示
し
た
。

（
（（
）
「
私
た
ち
の
以
前
の
法
廷
で
、
被
害
者
の
家
族
と
一
緒
に
い
た
一
人
の
婦
人
が
ま
た
い
た
。
彼
女
は
法
廷
に
着
席
し
て
い
た
。
私
（
被
告
人
─
筆

者
）
は
、
誰
が
何
を
証
言
す
る
か
に
関
し
て
私
た
ち
が
休
廷
す
る
と
き
、
い
か
な
る
情
報
も
前
後
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
の
を
望
ま
な
い
の
で
、
本
法

廷
か
ら
す
べ
て
の
人
が
排
斥
さ
れ
る
の
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
」。Id. at （（（（.

（
（（
）Id. at （（（（.  

賛
成
意
見
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
は
、
本
件
は
分
水
嶺
（w

atershed

）
だ
と
し
て
い
る
。Id. at （（（0

（Stevens, J., concurring

）.

（
（（
）Rivadeneira, supra note （（ at （（（.

（
（0
）（（（ U

.S., at （（（（. 

加
え
て
、
共
同
体
に
対
し
て
正
義
が
な
さ
れ
た
と
の
心
理
的
効
果
も
挙
げ
る
。「
犯
罪
行
為
に
社
会
が
責
任
を
充
分
果
た
し

て
い
る
と
の
自
覚
が
な
け
れ
ば
、
反
抗
と
悪
行
の
人
間
本
性
の
反
作
用
が
不
満
と
し
て
鬱
積
し
（frustrated

）、
復
讐
の
何
ら
か
の
形
と
し
て
の

自
助
（self-help

）
で
自
身
を
露
に
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
」。Id. at （（（（. 

ウ
イ
グ
モ
ア
（J. W

igm
ore

）
の
証
拠
法
を
引
い
て
、「
司
法
手
続
の

公
知
（publicity

）
が
、
証
言
の
質
云
々
よ
り
は
る
か
に
広
い
含
意
を
も
っ
た
要
件
な
の
で
あ
る
」。Id. 

ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
や
ベ
ン
サ
ム
な
ど
、

多
く
の
古
典
を
紐
解
い
て
こ
れ
を
説
い
て
い
る
の
が
目
を
引
く
。
歴
史
や
古
典
は
明
ら
か
に
刑
事
裁
判
公
開
制
と
す
る
。「
開
か
れ
た
社
会
の
人
民

は
自
分
ら
の
制
度
が
全
く
誤
り
の
な
い
こ
と
（infallibility

）
を
求
め
る
も
の
で
は
な
く
、
自
分
ら
が
監
視
す
る
の
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

認
め
る
こ
と
が
困
難
な
の
で
あ
る
。
刑
事
裁
判
が
公
開
で
行
わ
れ
る
と
き
、
す
く
な
く
と
も
そ
こ
に
は
、
制
度
一
般
と
そ
れ
が
個
々
の
事
件
で
機

能
し
て
い
る
こ
と
の
両
方
を
理
解
す
る
機
会
が
あ
る
の
で
あ
る
」。Id. at （（（（.

（
（（
）Id. at （（（（. 

刑
事
裁
判
に
つ
い
て
は
矛
盾
の
な
い
歴
史
に
よ
り
、「
わ
れ
わ
れ
は
、
公
開
の
前
提
（presum

ption of openness

）
が
わ
れ
わ

れ
の
司
法
制
度
の
刑
事
予
審
の
ま
さ
に
本
質
の
淵
源
を
持
つ
と
、
結
論
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
す
る
。Id. at （（（（.

（
（（
）Id. at （（（（. 

修
正
第
一
条
と
第
一
四
条
が
明
示
的
に
保
障
し
た
自
由
は
、「
政
府
機
能
に
関
す
る
事
柄
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
自
由
を
確



一
六
九

国
外
退
去
手
続
へ
の
公
的
ア
ク
セ
ス
と
安
全
保
障
（
富
井
）

保
す
る
と
い
う
共
通
の
核
と
な
る
自
由
を
共
有
し
て
い
る
」。Id. at （（（（.

（
（（
）Id. at （（（（. 

な
る
ほ
ど
公
の
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
は
明
文
の
憲
法
規
定
を
欠
く
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
に
言
論
出
版
、
集
会
の
自
由
と
い
っ
た

明
白
に
定
義
さ
れ
た
権
利
の
享
有
に
不
可
欠
な
根
本
権
と
考
え
ら
れ
る
。Id. at （（（（. 

か
く
し
て
判
決
の
結
論
は
こ
う
で
あ
る
。「
公
判
で
主
張

さ
れ
た
凌
駕
す
る
利
益
が
な
い
の
で
、
刑
事
事
件
の
予
審
は
公
民
に
公
開
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。Id. at （（（（

─（0. 

（
（（
）Id. 
人
民
の
予
審
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
が
刑
事
の
そ
れ
以
外
に
及
ぶ
か
は
本
件
の
争
点
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、「
歴
史
的
に
は
、
刑
事
も
民
事
も
予

審
は
前
提
と
し
て
公
開
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
」
と
し
て
い
る
。Id. n.（（.

（
（（
）Id. at （（（（
─（（（0. 

そ
の
凌
駕
す
る
利
益
が
具
体
的
に
い
か
な
る
も
の
か
は
例
示
し
て
い
な
い
。
ブ
レ
ナ
ン
の
賛
成
意
見
は
、「
い
か
よ
う
な
優

越
的
利
益
が
こ
の
公
開
の
原
則
を
凌
駕
し
う
る
ほ
ど
十
分
に
や
む
に
止
ま
れ
ぬ
か
に
は
、
い
ま
こ
こ
で
か
か
わ
る
必
要
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、

問
題
と
な
っ
て
い
る
制
定
法
は
判
事
と
当
事
者
の
無
制
限
の
裁
量
で
審
理
の
閉
鎖
を
授
権
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」。Id. at （（（（ （Brennan, J., 

concurring

）. 

バ
ー
ガ
ー
の
法
廷
意
見
に
は
、
ホ
ワ
イ
ト
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
、
ブ
レ
ナ
ン
、
マ
ー
シ
ャ
ル
（
ブ
レ
ナ
ン
に
同
調
）、
ス
チ
ュ
ワ
ー

ト
が
補
足
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

（
（（
）Id. at （（（（

─（（（（.

（
（（
）H

ow
ard W

. Chu, Is R
ichm

ond N
ew

spapers in Peril A
fter 9/11?, （（ O

H
IO L.J. （（（（, （（（（ （（00（

）.

（
（（
）V

incent Blasi, T
he Pathological Perspective and the First A

m
endm

ent, （（ C
O

LU
M

. L. R
EV. （（（, （（（ （（（（（

）.

（
（（
）Lilly Chang, A

pplying the R
ichm

ond T
est: Closed D

eportation H
earings and the First A

m
endm

ent, （ U
.C. IRV

IN
E L. F

O
RU

M 
J. （（, （（ （（00（

）.

（
（0
）
修
正
第
一
条
は
、
一
般
に
利
用
で
き
な
い
情
報
に
特
別
に
ア
ク
セ
ス
す
る
憲
法
上
の
権
利
を
メ
デ
ィ
ア
に
付
与
す
る
も
の
で
は
な
い
。Branzburg v. 

H
ayes, （0（ U

.S. （（（, （（（

─（（（ （（（（（

）.

（
（（
）S

T
EPH

EN D
Y

CU
S, A

RT
H

U
R L. B

ERN
EY, W

ILLIA
M

 C. B
A

N
K

S A
N

D P
ET

R R
A

V
EN

-H
A

N
SEN, N

A
T

IO
N

A
L S

ECU
RIT

Y L
A

W
 （（（ （（

rd ed. 
（00（

）. 

刑
事
裁
判
へ
の
公
的
ア
ク
セ
ス
と
し
て
の
法
廷
へ
の
出
席
は
、「
政
府
の
機
能
に
関
す
る
事
項
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
自
由
」
を
保
障

す
る
こ
と
に
あ
る
。（00 S.Ct., at （（（（. 

政
府
を
評
価
し
た
り
批
判
し
た
り
す
る
に
は
、
情
報
や
思
想
を
「
受
領
す
る
権
利
」
が
必
須
と
な
る
。

M
artin v. City of Struthers, （（（ U

.S. （（（, （（（ （（（（（

）.

（
（（
）
政
府
権
力
の
濫
用
に
対
し
て
で
あ
る
。Blasi, supra note （（ at （（0. 

ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
判
事
も
、「
情
報
が
与
え
ら
れ
、
か
つ
自
由
な
プ
レ



一
七
〇

ス
な
く
ば
、
啓
蒙
さ
れ
た
人
民
な
ど
存
在
し
得
な
い
」。N

.Y
. T

im
es v. U

.S., （0（ U
.S., at （（（ （Stew

art, J., concurring

）. 

制
憲
者
が
修
正

第
一
条
に
託
し
た
も
の
は
、
政
府
を
批
判
す
る
権
利
は
自
由
で
民
主
的
な
政
府
が
機
能
す
る
エ
ッ
セ
ン
ス
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。M

ICH
A

EL 
S

T
O

K
ES P

A
U

LSEN A
N

D L
U

K
E P

A
U

LSEN, T
H

E C
O

N
ST

IT
U

T
IO

N: A
N IN

T
RO

D
U

CT
IO

N （0（ （（0（（

）.

（
（（
）
「
憲
法
上
の
知
る
権
利
は
政
府
か
ら
情
報
を
獲
得
す
る
公
の
権
利
を
内
包
す
る
。
…
至
高
な
も
の
と
し
て
公
民
は
、
そ
の
し
も
べ
た
る
政
府
に
教

え
る
た
め
に
、利
用
で
き
る
す
べ
て
の
情
報
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般
命
題
と
し
て
、民
主
主
義
が
機
能
し
よ
う
と
す
る
も
の
な
ら
、

情
報
の
阻
止
な
ど
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
…
知
る
権
利
の
そ
う
し
た
目
的
が
修
正
第
一
条
の
唯
一
の
目
的
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
そ
れ
が
同
条

項
の
主
た
る
要
素
で
あ
り
、
そ
う
認
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
確
か
で
あ
る
」。T

hom
as I. Em

erson, Legal Foundation of the R
ight to 

K
now

, （（（（ W
A

SH. L.Q
. （, （（. 

こ
の
論
文
は
、
修
正
第
一
条
が
根
本
的
に
情
報
受
領
者
の
知
る
権
利
を
内
包
し
て
い
る
と
の
マ
イ
ク
ル
ジ
ョ
ン

の
理
論
に
全
面
的
に
は
賛
成
し
な
い
と
説
く
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
彼
の
理
論
を
認
め
て
い
る
。

（
（（
）D

avid M
itchell Ivester, T

he Constitutional R
ight to K

now
, （ H

A
ST

IN
GS C

O
N

ST. L.Q
. （0（, （0（ （（（（（

）. 

司
法
も
そ
う
認
識
し
て

い
る
と
す
る
。Id. at （（（

─（（. 

（
（（
）Em

erson, supra note （（ at （. 
「
知
る
権
利
は
、
立
法
そ
の
他
政
府
の
積
極
的
な
行
為
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
権
利
の
根
拠
と
な
り
、
修
正

第
一
条
に
具
体
化
さ
れ
た
表
現
の
自
由
の
制
度
に
不
可
欠
な
（integral

）
部
分
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。Id. 

（
（（
）Crosjean v. A

m
erican Press Co., （（（ U

.S. （（（, （（（, （（0 （（（（（

）. See also, M
artin v. Struthers, （（（ U

.S. （（（ （（（（（

）. 

印
刷
物
の

戸
別
訪
問
配
布
を
禁
止
し
た
市
条
例
が
修
正
第
一
条
に
反
す
る
と
し
た
。

（
（（
）M

ary-Rose Papandrea, U
nder A

ttack: T
he Public’s R

ight to K
now

 and the W
ar on T

error, （（ B.C. T
H

IRD W
O

RLD L.J. （（, 
（（

─（0 （（00（

）.

（
（（
）H

ouchins v. K
Q

ED
, （（（ U

.S. （, （（ （（（（（

）.

（
（（
）Id. at （, （ （Burger, Chief J., delivering, joined by W

hite and Rehnquist, JJ.

）. 

バ
ー
ガ
ー
首
席
判
事
は
、
こ
の
権
利
は
立
法
政
策
あ

る
い
は
政
治
過
程
に
委
ね
ら
れ
た
問
題
だ
と
し
た
。Id. at （（. 

ま
た
、
修
正
第
一
条
は
政
府
統
制
下
に
あ
る
情
報
源
す
べ
て
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権

利
を
保
障
し
た
と
当
法
廷
が
判
示
し
た
こ
と
は
な
い
と
す
る
。Id. at （. 
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
補
足
意
見
は
過
去
の
論
文
で
書
い
た
以
下
の
よ
う
な
持

論
を
展
開
し
て
い
る
。Id. at （（ （Stew

art, J., concurring

）. Papandrea, supra note （（ at （（ n. （（. 

「
特
定
の
政
府
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す

る
、あ
る
い
は
官
僚
機
構
か
ら
公
開
を
義
務
づ
け
る
憲
法
上
の
権
利
は
な
い
。
自
分
の
政
府
に
つ
い
て
知
る
公
民
の
利
益
は
自
由
な
プ
レ
ス
（Free 



一
七
一

国
外
退
去
手
続
へ
の
公
的
ア
ク
セ
ス
と
安
全
保
障
（
富
井
）

Press

）
の
保
障
で
保
護
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
保
護
は
直
接
的
で
あ
る
。
憲
法
は
情
報
自
由
法
で
も
な
け
れ
ば
公
式
秘
密
法
で
も
な
い
の
だ
」。

最
高
裁
判
例
は
、
記
者
が
刑
務
所
に
入
っ
て
指
定
し
た
囚
人
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
特
別
の
権
利
を
修
正
第
一
条
は
認
め
た
わ
け
で
は
な
い
と
し

て
い
た
。Pell v. Procunier, （（（ U

.S. （（（ （（（（（

）; Saxbe v. W
ashington Post Co., （（（ U

.S. （（（ （（（（（

）. 

こ
う
し
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は

刑
務
所
内
に
ス
タ
ー
を
作
り
、
そ
こ
の
規
律
と
秩
序
を
乱
す
と
し
た
。
憲
法
に
は
、
公
民
が
一
般
に
共
有
し
な
い
情
報
に
プ
レ
ス
が
特
別
に
ア
ク

セ
ス
す
る
の
を
政
府
が
受
け
入
れ
る
よ
う
に
義
務
づ
け
る
も
の
は
な
い
と
し
た
。Id. at （（（.

（
（0
）（（（ U

.S., at （0

─（（ （Stevens, J., dissenting joined by Brennan and Pow
ell, JJ.

）. 

こ
れ
が
後
の
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
判
決
の
基
礎
と
な
る

と
す
る
。Papandrea, supra note （（ at （（.

（
（（
）
法
律
家
は
、
制
憲
者
の
中
心
的
理
解
と
古
典
や
由
緒
あ
る
（tim

e-honored

）
先
例
の
教
え
を
参
照
し
て
現
代
の
問
題
を
分
析
す
る
。「
こ
う
し

た
権
威
あ
る
原
典
は
操
作
さ
れ
、
現
実
に
は
現
代
の
理
解
や
嗜
好
に
訴
え
る
こ
と
な
く
ば
完
全
に
引
き
出
し
得
な
い
と
の
理
解
で
も
、
過
去
の
ラ

ン
ド
マ
ー
ク
を
参
照
せ
ず
に
法
文
化
を
導
く
こ
と
は
な
か
ろ
う
。
レ
ト
リ
ッ
ク
と
理
解
の
両
方
を
出
典
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
は
価

値
の
あ
る
も
の
だ
と
万
人
の
心
に
止
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
」。Blasi, supra note （（ at （（（.

（
（（
）（00 S.Ct., at （（（0 n.（（.

（
（（
）
最
高
裁
が
、
修
正
第
一
条
は
メ
デ
ィ
ア
に
特
別
の
情
報
収
集
の
権
利
を
保
障
し
た
と
判
断
し
た
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
過
去
の
判
例
の
流
れ

も
踏
ま
え
て
、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
は
メ
デ
ィ
ア
の
修
正
第
一
条
の
権
利
を
人
民
寄
り
か
ら
拡
大
し
た
と
分
析
す
る
者
が
あ
る
。T

im
othy B. 

D
yk, N

ew
sgathering, Press A

ccess, and the First A
m

endm
ent, （（ S

T
A

N. L. R
EV. （（（, （（（ （（（（（

）. 「
プ
レ
ス
が
ニ
ュ
ー
ス
収
集
に

お
い
て
憲
法
上
特
別
の
ア
ク
セ
ス
権
を
享
受
す
る
の
は
、
適
切
で
あ
る
と
と
も
に
望
ま
し
い
」
と
論
じ
る
。Id. at （（（. 

メ
デ
ィ
ア
の
プ
レ
ゼ
ン

ス
は
人
民
の
そ
れ
よ
り
重
要
で
あ
る
こ
と
、
一
般
参
加
が
場
を
壊
す
潜
在
性
が
よ
り
少
な
い
こ
と
、
重
要
な
論
点
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
（shifting 

function

）
を
指
摘
す
る
。
プ
レ
ス
の
法
廷
ア
ク
セ
ス
が
問
題
と
な
る
事
例
は
、
①
プ
レ
ス
の
み
排
除
す
る
差
別
②
伝
統
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た

の
を
今
に
な
っ
て
禁
じ
る
ケ
ー
ス
③
選
択
的
に
排
除
さ
れ
る
ケ
ー
ス
、
の
三
種
が
あ
る
。Id. at （（（. 

①
と
②
に
は
下
級
審
で
違
憲
判
断
が
あ
る

と
す
る
。Id. at （（（. 

本
稿
で
は
メ
デ
ィ
ア
の
権
利
に
特
別
に
習
熟
し
な
い
の
で
、
こ
の
議
論
は
こ
れ
以
上
行
わ
な
い
。

（
（（
）
修
正
第
一
条
は
自
己
統
治
の
共
和
政
体
に
個
々
の
市
民
が
参
加
し
貢
献
す
る
の
を
確
保
す
る
。Globe N

ew
spapers v. Superior Court, 

（（（ U
.S. （（（, （0（ （（（（（

）.

（
（（
）Press-Enterprise Co. v. Superior Court, （（（ U

.S. （, （, （ （（（（（

）.



一
七
二

（
（（
）
プ
レ
ス
の
修
正
第
一
条
で
の
ア
ク
セ
ス
権
は
限
定
さ
れ
て
い
る
な
ど
消
極
的
に
解
す
る
下
級
裁
判
例
と
し
て
、W

PIX
, Inc. v. League of 

W
om

en V
oters, （（（ F. Supp. （（（（ （S.D

.N
.Y

. （（（（

）; Capital Cities M
edia v. Chester, （（（ F.（d （（（（ （（d Cir. （（（（

）. 

最
高
裁
は
刑

事
手
続
以
外
に
ア
ク
セ
ス
権
を
明
白
に
認
め
た
こ
と
は
な
く
、
一
般
的
な
知
る
権
利
が
修
正
第
一
条
で
保
障
さ
れ
た
と
明
言
し
た
こ
と
も
な
い
。

H
afetz, supra note （（ at （（（.

（
（（
）Globe N

ew
spaper Co. v. Superior Court, （（（ U

.S. （（（ （（（（（

）. 

（
（（
）Press-Enterprise v. Superior Court, （（（ U

.S. （0（ （（（（（

）. 

手
続
が
伝
統
的
に
公
開
と
な
っ
て
お
り
、
公
開
が
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て

い
る
。
一
〇
代
の
少
女
の
強
姦
殺
人
事
件
で
の
陪
審
員
選
任
の
尋
問
手
続
（voir dire

）
の
非
公
開
が
違
憲
と
判
断
さ
れ
た
。

（
（（
）Craig H

. Lubben, First A
m

endm
ent-Constitutional R

ight of A
ccess to Crim

inal T
rials, （（ J. C

RIM
. L. &

 C
RIM

IN
O

LO
GY （（（, 

（（（ （（（（0

）. 

（
（0
）Lauren Gilbert, W

hen D
em

ocracy D
ies Behind Closed D

oors: T
he First A

m
endm

ent and “Special Interest” H
earings, （（ 

R
U

T
GERS L. R

EV. （（（, （（（ （（00（
）. See also, Eugene Cerruti, “D

ancing in the Courthouse”: T
he First A

m
endm

ent R
ight of 

A
ccess O

pens a N
ew

 R
ound, U

.R
ICH. L. R

EV. （（（, （（（ （（（（（

）. 

ほ
と
ん
ど
の
あ
ら
ゆ
る
法
手
続
や
文
書
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
修
正
第
一
条
で

保
障
さ
れ
る
と
判
断
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
裁
判
所
を
超
え
て
ま
で
拡
大
さ
れ
て
は
い
な
い
。

（
（（
）Id. at （（（

─（（（. 

こ
の
論
文
は
、
司
法
権
の
み
の
行
動
に
ア
ク
セ
ス
す
る
修
正
第
一
条
と
し
て
の
権
利
に
習
熟
す
る
。
た
だ
、
よ
り
開
か
れ
た

政
府
の
た
め
の
主
張
を
満
足
さ
せ
る
も
の
足
り
う
る
と
す
る
。Id. at （（（. 

（
（（
）
「
裁
判
は
紛
争
を
裁
断
し
権
利
を
保
護
す
る
単
に
実
証
的
な
方
法
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
全
司
法
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
そ
し
て
広
く
は
わ
れ

わ
れ
の
政
体
に
お
い
て
、
枢
要
な
役
割
を
果
た
す
。
わ
れ
わ
れ
の
シ
ス
テ
ム
で
は
、
判
事
は
単
な
る
ア
ン
パ
イ
ア
で
は
な
く
、
彼
ら
自
身
の
領
域

で
は
立
法
者
─
政
府
の
調
整
的
部
門
で
あ
る
。
個
々
の
事
件
は
当
事
者
間
の
紛
争
と
な
り
、
あ
る
い
は
個
々
の
公
訴
に
か
か
わ
る
け
れ
ど
も
、
裁

判
所
の
判
断
は
概
し
て
、
社
会
の
メ
ン
バ
ー
に
実
際
的
な
公
式
の
帰
結
を
も
た
ら
す
。
加
え
て
、
判
事
は
憲
法
上
の
権
利
を
解
釈
し
保
護
す
る
重

要
な
仕
事
へ
の
責
任
を
帯
有
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
裁
判
が
司
法
に
よ
る
事
実
認
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
限
り
、
法
的
決
定
形
成
の
最
初
の

フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
生
粋
の
（genuine

）
政
府
手
続
な
の
で
あ
る
」。（0（ S.Ct., at （（（（

─（（ （Brennan, J., concurring

）. 
See also, id. at （（（

─（（

（Stevens, J., concurring

）. 

修
正
第
一
条
の
情
報
ア
ク
セ
ス
権
は
、
司
法
を
含
む
政
府
運
営
に
つ
い
て
の
情
報
に
ア

ク
セ
ス
す
る
権
利
の
侵
害
か
ら
プ
レ
ス
と
人
民
を
保
護
す
る
と
す
る
。



一
七
三

国
外
退
去
手
続
へ
の
公
的
ア
ク
セ
ス
と
安
全
保
障
（
富
井
）

（
（（
）A

lexander M
eiklejohn, W

hat D
oes the First A

m
endm

ent M
ean, （0 U

. C
H

I. L. R
EV. （（（ （（（（（

─（（

）. 「
修
正
第
一
条
で
保
障
さ
れ

た
わ
れ
わ
れ
の
政
治
的
自
由
は
、
以
下
の
事
実
か
ら
構
成
さ
れ
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
国
家
統
治
業
務
に
取
り
か
か
る
と
き
、
そ
の
統
治
は
い
か
な
る

根
拠
に
基
づ
こ
う
と
も
、
従
属
的
な
政
府
部
門
の
行
為
に
よ
っ
て
そ
の
自
由
が
奪
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
」」。Id. at （（（.

（
（（
）A

shutosh Bhagw
at, Patrinage and the First A

m
endm

ent: A
 Structural A

pproach, （（ U
. C

H
I. L. R

EV. （（（（, （（（（

─（（

（（（（（

）. 
司
法
審
査
の
政
治
過
程
理
論
で
も
あ
り
、
Ｊ
・
Ｈ
・
イ
リ
ィ
の
「
代
表
強
化
（representation-reinforcing

）
司
法
権
論
」
で
も
あ
っ
て
、
リ
ッ

チ
モ
ン
ド
新
聞
社
以
前
は
、
政
府
部
門
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
政
府
が
決
定
す
る
政
治
問
題
で
あ
る
と
片
付
け
ら
れ
て
き
た
。H

afetz, supra note （（ 
at （0（

─（. 
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
と
こ
れ
を
踏
襲
す
る
判
例
は
、
こ
の
構
造
理
論
と
、
歴
史
的
伝
統
と
機
能
価
値
の
「
補
完
的
考
量
」
の
ミ
ッ
ク

ス
だ
と
す
る
。Press-Enterprise Co. v. Superior Court, （（（ U

.S. （, （ （（（（（

）（Press-Enterprize II

）. 

被
告
人
の
公
平
な
裁
判
を
受
け

る
よ
う
に
す
る
た
め
に
四
一
日
間
の
聴
聞
記
録
を
非
開
示
と
し
た
裁
判
所
の
判
断
は
、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
の
二
分
肢
テ
ス
ト
か
ら
か
か
る
予

審
は
公
開
が
前
提
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
公
的
ア
ク
セ
ス
が
被
告
人
の
公
平
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
害
す
る
の
か
、
非
開
示
に
対
す
る
合
理

的
な
代
替
手
段
が
当
該
権
利
を
し
っ
か
り
と
保
護
す
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
の
立
証
が
な
い
と
し
て
、
退
け
た
。

（
（（
）（00 S. Ct., at （（（（ （Brennan, J., concurring

）.

（
（（
）H

eidi K
itrosser, Secrecy in the Im

m
igration Courts and Beyond: Considering the R

ight to K
now

 in the A
dm

inistrative 
State, （（ H

A
RV. C.R.-C.L. R

EV. （（, （0（, （0（ n.（（ （（00（

）.

（
（（
）（（（ U

.S., at （（（ （O
’Connor, J., concurring
）.

（
（（
）（ C.F.R. § （00（.（（ （（00（

）. 

（
（（
）Gabriel S. O

berfield, Press R
ight in Peril: T

he D
epartm

ent of Justice Infringes upon Press Liberties by Conducting “Special 
Interest” R

em
oval Proceedings, （（ F

O
RD

A
M

 IN
T

ELL. P
RO

P. M
ED

IA &
 E

N
T. L.J. （（0（, （（（（ （（00（

）. 

連
邦
規
則
（
Ｃ
Ｆ
Ｒ
）
は
入
国

拒
否
の
手
続
で
公
開
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
退
去
聴
聞
は
す
べ
て
人
民
の
出
席
を
認
め
て
い
た
（
例
外
有
り
）。Id. at （（（（. 

本
項
の
記
述
は
以

下
に
依
拠
す
る
。Id. at （（（（

─（（（（.

（
（0
）
現
行
法
も
Ｉ
Ｎ
Ａ
の
管
理
と
執
行
の
権
限
を
法
務
長
官
に
与
え
て
い
る
が
、
大
統
領
、
国
務
省
、
外
交
官
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
と

し
て
い
る
。

（
（（
）（ C.F.R. § （（（.（（ （a

）（（（（（

）. See also, （ C.F.R. § （.（（ （（（（（

）.



一
七
四

（
（（
）Papandrea, supra note （（ at （（ n.（（（.

（
（（
）Bo Cooper and M

argaret D
. Stock, Im

m
igration Law

 and N
ational Security, in N

A
T

IO
N

A
L S

ECU
RIT

Y L
A

W
 A

N
D P

O
LICY 

（（（（, （（（（ （John N
orton M

oore, Guy B. Roberts and Robert E. T
urner, eds. （0（（

）. 

な
お
、
本
文
の
記
述
は
以
下
に
示
唆
を
得
て
い

る
。Id. at （（（（

─（（. 

（
（（
）U

nited States ex rel. K
nauff v. Shaughnessy, （（（ U

.S. （（（ （（（（0

）; Shaughnessy v. U
nited States ex rel. M

ezei, （（（ U
.S. 

（0（ （（（（（
）. 
こ
の
両
判
例
を
検
討
し
た
邦
語
文
献
と
し
て
、
渡
辺
賢
「
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
一
断
面
（
三
）」
北
大
法
学
四
一
巻

六
三
五
頁
、
一
九
九
〇
年
。

（
（（
）（（（ U

.S. （（（ （（（（（
）.

（
（（
）Id. at （（（

─（（（. 
ウ
ォ
ー
レ
ン
首
席
判
事
は
、
司
法
お
よ
び
行
政
の
プ
ロ
セ
ス
両
方
で
ア
メ
リ
カ
の
フ
ェ
ア
ー
プ
レ
ー
の
精
神
が
犠
牲
に
さ
れ

て
い
る
と
反
対
意
見
を
述
べ
て
い
る
。Id. at （（（. See also, id. at （（（ （Black, J., dissenting

）.

（
（（
）U

nited States ex rel. Barbour v. D
istrict D

irector of IN
S, （（（ F.（d （（（ （（

th Cir. （（（（

）; A
li v. Reno, （（（ F. Supp. （（（（

（S.D
.N

.Y
. （（（（

）, aff’d, （（ F.（d （（（ （（d Cir. （（（（

）.

（
（（
）
富
井
、
前
掲（
（
）論
文
。
な
お
九
・
一
一
直
後
の
テ
ロ
対
策
の
展
開
に
つ
い
て
、
富
井
幸
雄
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
軍
の
警
察
活
動
の
制

約
（
二
）
─Posse Com

itatus

法
の
意
義
」
法
学
新
報
一
一
一
巻
一
一･

一
二
号
五
三
頁
、
六
八
─
七
一
頁
、
二
〇
〇
五
年
、
参
照
。
世
界

貿
易
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
・
ツ
ウ
ィ
ン
タ
ワ
ー
や
国
防
省
が
テ
ロ
攻
撃
を
受
け
た
直
後
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
は
ほ
と
ん
ど
が
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
る
推
定
一

二
〇
〇
人
を
拘
禁
し
、
そ
の
正
当
化
と
し
て
移
民
手
続
を
援
用
し
た
。
逮
捕
の
い
か
な
る
情
報
も
秘
密
で
、
移
民
判
事
の
前
に
メ
デ
ィ
ア
か

ら
も
人
民
か
ら
も
目
に
留
ま
ら
な
い
完
全
な
秘
密
で
あ
っ
た
。D

angerous D
octrine: T

he A
ttorney General’s U

nfounded Claim
 of 

U
nlim

ited A
uthority to A

rrest and D
eport A

liens in Secret, A
 Joint Report by Com

m
. O

n Im
m

igration &
 N

ationality Law
 

and Com
m

. O
n Com

m
unications &

 M
edia Law

, A
ssoc. of the Bar of the City of N

ew
 Y

ork, http://w
w

w
.nycbar.org/pdf/

report/secret%
（0detention%

（0proceedings.pdf at （. H
ereinafter ‘D

angerous’.

（
（（
）Jan C. T

ing, U
nobjectionable But Insuffi

cient-Federal Initiatives in R
esponse to the Septem

ber 11 T
errorist A

ttacks, （（ 
C

O
N

N. L. R
EV. （（（（, （（（0 （（00（

）. 

九
・
一
一
直
後
の
移
民
法
の
改
正
に
つ
い
て
の
本
文
で
の
記
述
は
、
こ
の
論
稿
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

同
論
文
は
、
九
・
一
一
後
の
移
民
法
の
改
正
を
安
全
保
障
の
側
面
か
ら
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
。



一
七
五

国
外
退
去
手
続
へ
の
公
的
ア
ク
セ
ス
と
安
全
保
障
（
富
井
）

（
（0
）K

ate M
. M

anuel, Im
m

igration D
etainers: Legal Issues, CRS Rep. R（（（（0, M

ay （, （0（（. 

二
〇
〇
九
年
会
計
年
度
で
は
二
七
万
九

八
八
件
の
移
民
拘
禁
令
状
（im

m
igration detainer

）
が
、二
〇
一
〇
年
度
当
初
か
ら
一
一
か
月
の
間
に
二
〇
万
一
七
七
八
件
が
、出
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
最
終
的
に
す
べ
て
退
去
さ
れ
た
者
と
な
っ
た
か
は
不
明
。Id. at （. 

移
民
拘
禁
令
状
と
は
、Ｄ
Ｈ
Ｓ
の
「
連
邦
関
税
移
民
局
（Im

m
igration 

and Custom
s Enforcem

ent

）
が
、
当
局
の
拘
禁
し
て
い
る
人
物
に
関
係
を
持
つ
他
の
法
執
行
機
関
に
助
言
す
る
文
書
」
で
あ
る
。Id. at （, （ 

C.F.R. § （（（.（ （a

）. 

一
般
的
書
式
はI

─（（（

で
、
当
該
外
国
人
が
退
去
さ
れ
る
べ
き
理
由
が
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
退
去
裁
判
を
発
意
す
る
も
の

で
あ
る
。

（
（（
）Id. at （（
─（（.  See also, Carlson v. Landon, （（（ U

.S. （（（, （（（ （（（（（

）.

（
（（
）M

em
orandum

 from
 Chief Im

m
igration Judge M

ichael Creppy, to A
ll Im

m
igration Judges and Court A

dm
inistrators, Spt.  

（（, （00（. http://archive.acluorg/court/creppy_M
em

o/pdf  

（
（（
）N

orth Jersey M
edia Group v. A

shcroft, （0（ F.（d （（（, （0（ （（d Cir. （00（

）（en banc

）.

（
（（
）D

angerous, at （

─（. 

Ｉ
Ｊ
に
は
秘
密
指
定
権
を
法
務
長
官
が
濫
用
し
て
い
る
と
明
ら
か
に
判
断
で
き
て
も
、
特
別
利
益
に
指
定
さ
れ
れ
ば
、

公
開
聴
聞
に
は
Ｉ
Ｊ
は
無
力
な
の
だ
。R

O
BERT M

. P
A

LLIT
T

O A
N

D W
ILLIA

M
 G. W

EA
V

ER, P
RESID

EN
T

IA
L S

ECRECY A
N

D T
H

E L
A

W
 （（（

（（00（

）. 

ブ
ッ
シ
ュ
（
四
三
代
大
統
領
）
の
移
民
領
域
で
の
政
策
は
秘
密
と
放
縦
の
両
方
の
裁
量
を
最
も
大
胆
に
使
っ
て
い
る
と
す
る
。Id. 

そ
れ

は
執
行
権
に
愛
国
者
法
で
認
め
ら
れ
た
新
し
い
権
限
が
退
去
裁
判
で
ど
う
使
わ
れ
る
の
か
を
ひ
た
隠
し
に
し
た
い
と
も
取
れ
る
と
、
皮
肉
る
。Id. 

at （（（.

（
（（
）
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
の
こ
の
時
代
に
、
外
国
諜
報
収
集
の
仕
事
は
、
ス
パ
イ
事
件
物
（cloak and dagger affair

）
よ
り
は
る
か
に
モ
ザ
イ

ク
構
成
に
親
和
的
（akin

）
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
に
、
造
作
な
い
。
一
見
無
味
乾
燥
な
何
千
も
の
情
報
の
ピ
ー
ス
は
、
い
か
に
見
え
な
い
も
の

す
べ
て
が
機
能
し
て
い
る
か
と
い
う
刺
激
的
な
明
白
さ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
、
適
合
す
る
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
」。（（ Fed. Reg. at （（（0（ （（00（

）.

（
（（
）K
laredeen v. A

shcroft, （（（ F.（d （（（, （（（

─（（ （（d Cir. （00（
）. 
こ
れ
が
援
用
す
る
次
の
最
高
裁
の
言
説
で
あ
る
。「
国
家
そ
の
も
の
の
安

全
を
保
障
す
る
必
要
よ
り
も
止
む
に
や
ま
れ
な
い
利
益
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
知
る
よ
う
に
、
自
由
は
多
く
の
国
家
で
抑

圧
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
十
分
わ
き
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
が
他
者
の
侵
略
か
ら
自
身
を
防
御
す
る
意
思
と
能
力
を
持
た
な
け
れ
ば
、
い

か
な
る
憲
法
上
の
保
障
も
意
味
を
な
さ
な
い
」。W

ayte v. U
nited States, （（0 U

.S. （（（, （（（

─（（ （（（（（

）. 



一
七
六

（
（（
）
Ｉ
Ｎ
Ａ
制
定
時
（
一
九
五
二
年
）
か
ら
あ
る
。
入
国
許
可
や
裁
量
的
救
済
の
申
請
で
秘
密
の
安
全
保
障
上
の
情
報
を
使
用
す
る
こ
と
を
政
府
に

認
め
て
い
る
。IN

A
 § （（0

（（ U
.S.C. § （（（（a

）（b

）（（

）（B

）.
（
（（
）Departm

ent of Justice, Executive Offi
ce for Im

m
igration Review

, Protective Order in Im
m

igration A
dm

inistrative Proceedings 
［（（ FR （（（（（

］［FR （（

─0（

］, （ C.F.R. part （, M
ay （（, （00（. 

そ
の
前
文
は
「
九
・
一
一
後
、
Ｄ
Ｏ
Ｊ
の
最
高
次
の
優
先
事
項
は
、
憲
法
上

の
自
由
を
保
持
し
な
が
ら
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
防
止
し
、
抑
止
し
、
破
壊
し
、
除
去
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
し
、
安
全
保
障
に
大
き
く
シ
フ
ト
し
て
、

Ｄ
Ｏ
Ｊ
が
移
民
の
領
域
に
大
き
く
コ
ミ
ッ
ト
す
る
姿
勢
を
明
確
に
し
た
。
な
お
、
Ｃ
Ｄ
と
こ
の
保
護
命
令
規
則
の
間
に
、
Ｄ
Ｏ
Ｊ
は
州
や
自
治
体

で
拘
禁
さ
れ
て
い
る
外
国
人
の
情
報
の
開
示
に
つ
い
て
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
規
則
を
出
し
て
い
る
。（（ Fed. Reg. （（（0（ （A

pr. （（, （00（

）, 
am

ending （ C.F.R. §§ （（（, （（（.

（
（（
）
移
民
に
関
す
る
連
邦
政
府
の
全
権
論
に
つ
い
て
、
新
井
信
之
『
外
国
人
の
退
去
強
制
手
続
と
合
衆
国
憲
法
』（
東
信
堂
、
二
〇
〇
八
年
）
第
三
章

か
ら
第
六
章
、
ま
た
こ
の
全
権
論
と
移
民
に
関
す
る
大
統
領
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
富
井
、
前
掲（
（
）論
文
、
五
九
─
六
八
頁
、
参
照
。

（
（0
）
政
府
の
発
想
は
、
外
国
人
を
排
斥
す
る
権
限
は
主
権
の
作
用
で
あ
っ
て
、
Ｃ
Ｄ
の
よ
う
な
規
則
は
そ
の
素
直
な
発
意
の
移
民
規
制
で
あ
る
と
す

る
。D

angerous, at （（. 

な
る
ほ
ど
外
国
人
の
規
制
は
主
権
の
作
用
で
あ
っ
て
、
政
府
に
広
範
な
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
憲
法
上
の
拘

束
を
免
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
外
国
人
は
適
正
手
続
に
基
づ
く
防
御
の
権
利
を
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
が
判
例
だ
と
す
る
。Id. 

at （（, n.（0.

（
（（
）D

angerous, at （

─（. See also, D
avid A

, H
arris, R

acial Profiling R
evisited: “Just Com

m
on Sense” in the Fight against T

error? 
in C

IV
IL L

IBERT
IES vs. N

A
T

IO
N

A
L S

ECU
RIT

Y IN
 A P

O
ST

─（/（（ W
O

RLD （（（, （（（

─（0 （M
. K

atherine B. D
arm

er, Robert M
. Baird, 

and Stuart E. Rosenbaum
, eds. （00（

）.

（
（（
）D

etroit Free Press v. A
shcroft, （0（ F.（d （（（ （（

th Cir. （00（

）.

（
（（
）Id. at （（（. 

第
六
控
訴
裁
判
所
は
、
本
件
差
し
止
め
（injunction
）
で
法
問
題
に
つ
い
て
改
め
て
（de novo

）
審
査
す
る
も
の
と
し
、
侵
害

発
生
の
蓋
然
性
が
高
い
か
、
回
復
し
難
い
侵
害
を
受
け
る
か
、
差
し
止
め
が
他
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
か
、
そ
し
て
公
益
に
資
す
る
か
と
い
っ
た

そ
の
要
件
を
審
査
す
る
。
こ
こ
で
は
憲
法
問
題
の
審
査
に
つ
い
て
の
み
触
れ
る
。

（
（（
）Id. at （（（

─（（（. 

政
府
が
移
民
に
関
し
て
全
権
（plenary pow

er

）
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
Ｃ
Ｄ
の
よ
う
な
非
実
体
的
移
民
法
に
も
事
実
認

定
を
含
む
全
面
的
な
裁
量
を
有
す
る
と
の
主
張
を
退
け
て
い
る
。Id. at （（（

─（. 

「
た
と
え
政
府
部
門
に
一
定
の
人
々
を
退
去
さ
せ
入
国
拒
否
さ



一
七
七

国
外
退
去
手
続
へ
の
公
的
ア
ク
セ
ス
と
安
全
保
障
（
富
井
）

せ
る
無
制
限
の
裁
量
が
あ
る
と
し
て
も
、
政
府
に
自
ら
が
な
し
た
選
択
を
説
明
さ
せ
る
の
を
義
務
づ
け
る
の
は
、
民
主
主
義
の
最
も
根
本
的
な
原

理
で
あ
る
、
情
報
が
与
え
ら
れ
た
公
民
（inform

ed public

）
を
確
保
さ
せ
る
」。Id. at （（（.  

（
（（
）Id. at （（（

─（0（. 

移
民
手
続
に
適
用
す
る
こ
と
は
特
に
重
要
で
、
な
ぜ
な
ら
ば
、「
政
府
は
ほ
ぼ
無
制
限
の
権
限
を
持
っ
て
お
り
、
プ
レ
ス
と

公
民
は
お
そ
ら
く
は
唯
一
の
、
濫
用
的
な
政
府
行
為
の
チ
ェ
ッ
ク
と
し
て
機
能
す
る
」
か
ら
で
あ
る
。Id. at （0（. 

（
（（
）Id. at （0（

─（（（. 

（
（（
）Id. at （（（. 

（
（（
）N

orth Jersey M
edia Group v. A

shcroft, （0（ F.（d （（（ （（d Cir. （00（

）（en banc

）.

（
（（
）N

orth Jersey M
edia Group v. A

shcroft, （0（ F. Supp. （d （（（ （D
.N

.J. （00（

）. 「
退
去
手
続
は
、
個
人
の
自
由
の
利
益
に
影
響
を
も
た

ら
す
政
府
プ
ロ
セ
ス
を
本
質
的
に
含
ん
で
い
る
。
…
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
手
続
の
究
極
の
個
人
の
利
害
（personal stake

）
は
、
民
刑
事
手

続
と
同
じ
か
、
も
し
く
は
よ
り
大
で
あ
っ
て
、
…
民
刑
事
司
法
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
公
開
に
よ
っ
て
仕
え
る
同
じ
根
本
目
的
が
、
退
去
手
続
の
コ

ン
テ
キ
ス
ト
で
も
同
じ
よ
う
に
仕
え
る
こ
と
と
な
ろ
う
」。Id. at （00. 

（
（0
）（0（ F.（d, at （0（

─（0（. 

リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
の
二
分
肢
テ
ス
ト
は
、
民
事
手
続
に
も
そ
れ
が
刑
事
手
続
と
同
様
な
側
面
が
あ
る
か
ら
適
用

さ
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
し
、
行
政
手
続
に
も
修
正
第
一
条
の
問
題
足
り
う
る
と
し
て
、
デ
ト
ロ
イ
ト
自
由
新
聞
社
を
踏
襲
し
て
、
二
分

肢
テ
ス
ト
の
適
用
を
認
め
る
。Id. at （0（

─（0（. 

（
（（
）Id. at （0（. 

（
（（
）Id. at （0（

─（（（. 

「
行
政
手
続
に
ア
ク
セ
ス
す
る
一
般
公
民
の
根
本
的
権
利
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
い
か
な
る
そ
う
し
た
ア
ク
セ
ス
も
、
基

本
的
に
は
執
行
権
の
恵
み
（grace

）
に
よ
る
と
し
て
認
容
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。Id. at （（（. 

（
（（
）Id. at （（（

─（（0. 

リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
の
論
理
テ
ス
ト
は
、
退
去
手
続
は
司
法
裁
判
に
よ
く
似
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
が
適
切

に
立
証
さ
れ
れ
ば
公
的
ア
ク
セ
ス
権
を
認
め
る
余
地
が
生
じ
、
手
続
の
公
開
は
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
新
聞
社
事
件
が
指
摘
し
た
よ
う
に
六
つ
の
機
能
が

あ
る
と
す
る
。Id. at （（（

─（（（. 

（
（（
）Id. at （（（. 

「
退
去
裁
判
の
公
開
の
歴
史
は
ご
く
ご
く
限
ら
れ
て
い
て
、
公
開
性
の
前
提
は
極
め
て
弱
い
」。Id. at （（0. 

た
だ
本
判
決
の
射
程

は
、
法
務
長
官
が
安
全
保
障
の
利
害
を
き
ち
ん
と
示
し
た
上
で
決
定
し
た
極
め
て
狭
い
類
の
退
去
事
案
に
限
定
さ
れ
る
と
す
る
。Id. 

（
（（
）Id. at （（（

─（（（. 

政
府
は
、
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
の
非
開
示
は
、
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
情
報
、
潜
在
的
秘
匿
源
、
捜
査
の
方
法
や
パ
タ
ー
ン
を
リ
リ
ー



一
七
八

ス
す
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
退
去
に
む
け
た
特
定
の
拘
禁
者
に
関
連
す
る
情
報
す
べ
て
が
、
公
の
目
か
ら
離
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
当
初
非
開
示
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
イ
ン
カ
メ
ラ
や
マ
ス
キ
ン
グ
で
遂
行
さ
れ
う
る
と
す
る
。Id. at （（（. 

（
（（
）
こ
の
二
つ
の
控
訴
裁
判
決
の
邦
語
の
紹
介
と
し
て
、
会
沢
恒
「
テ
ロ
と
ア
メ
リ
カ
法
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
四
〇
号
一
二
四
頁
、
二
〇
〇
三
年
。

（
（（
）（0（ F.（d, at （（（. 

「
こ
の
観
点
か
ら
、
公
開
が
何
ら
か
の
良
い
こ
と
に
資
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
の
み
論
理
テ
ス
ト
が
あ
る
な
ら
ば
、
公
民

が
修
正
第
一
条
の
ア
ク
セ
ス
権
を
持
た
な
い
政
府
手
続
を
認
識
す
る
の
が
困
難
に
な
る
こ
と
に
留
意
す
る
。
例
え
ば
、
い
か
な
る
政
府
の
こ
と
が

ら
に
も
、
Ｃ
Ｉ
Ａ
の
内
部
議
論
に
さ
え
も
公
的
ア
ク
セ
ス
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
市
民
に
あ
っ
て
情
報
に
基
づ
い
た
議
論
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
に

な
る
の
か
。
最
高
裁
が
こ
の
結
果
を
意
図
し
た
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」。Id.

（
（（
）H

afetz, supra note （（ at （0（

─（0（. 

権
力
分
立
の
問
題
は
発
生
せ
ず
、行
政
で
あ
っ
て
も
司
法
的
権
能
（capacity

）
で
行
動
し
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
官
僚
的
管
理
（bureaucratic m

anagem
ent

）
で
な
く
、
裁
断
な
の
だ
と
す
る
。

（
（（
）
「
ひ
と
た
び
外
国
人
が
適
法
に
入
国
し
て
居
住
す
る
以
上
、
国
境
内
に
い
る
す
べ
て
の
人
に
憲
法
が
保
障
す
る
権
利
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
。
そ
う
し
た
権
利
は
、
修
正
第
一
条
や
第
五
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
権
利
で
あ
り
、
修
正
第
一
四
条
の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
よ
っ
て
保

護
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
こ
れ
ら
の
条
項
は
市
民
と
在
留
外
国
人
に
い
か
な
る
区
別
も
見
な
い
。
こ
れ
ら
は
不
可
譲
の
特
権
と
し
て
す
べ
て
の
人

に
、
そ
し
て
不
可
譲
の
権
利
と
、
連
邦
あ
る
い
は
州
の
公
権
力
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
権
利
が
侵
犯
さ
れ
る
の
に
対
す
る
防
御
ま
で
拡
大
さ
れ
る
」。

Bridges v. W
ixon, （（（ U

.S. （（（, （（（ （（（（（
）（M

urphy, J., concurring

）.

（
（00
）H

afetz, supra note （（ at （0（

─（（0. 

さ
ら
に
Ｃ
Ｄ
の
よ
う
な
白
紙
的
な
非
開
示
の
ル
ー
ル
は
、
非
市
民
の
特
別
の
利
益
と
、
刑
事
裁
判
で
の

テ
ロ
関
連
犯
罪
の
被
告
人
と
の
二
分
論
を
混
乱
さ
せ
、
こ
の
国
の
さ
ま
ざ
ま
な
移
民
共
同
体
（im

m
igration com

m
unities

）
に
相
当
な
影
響
を

も
た
ら
す
と
す
る
。Id. at （（（. 

（
（0（
）
「
刑
事
裁
判
と
同
じ
よ
う
に
、退
去
聴
聞
は
（
行
政
機
関
に
よ
る
と
は
い
え
）
事
実
認
定
と
法
形
成
（fact-finding and law

-m
aking

）
を
含
み
、

公
的
関
心
事
項
で
あ
る
」。Id. at （（（. See also, id. at （（（. 

そ
こ
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
公
平
は
も
ち
ろ
ん
、
教
育
的
効
果
や
執
行
権
力
の
濫
用
の

チ
ェ
ッ
ク
の
機
能
も
あ
る
。Id. at （（（. 

（
（0（
）（0（ F.（d, at （0（.

（
（0（
）Gilbert, supra note （0 at （（（.

（
（0（
）Press Enterprise II, （（（ U

.S. at （（.
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（
（0（
）K

itrosser, supra note （（ at （（0

─（（. 

キ
ト
ロ
ッ
サ
ー
の
基
本
的
視
点
は
立
憲
主
義
的
で
、「
こ
れ
ま
で
以
上
に
、
政
府
の
活
動
を
健
全
で
あ

る
も
合
理
的
な
疑
い
を
も
っ
た
検
証
を
隠
そ
う
と
す
る
政
府
の
努
力
を
評
す
る
の
が
不
可
欠
な
こ
と
は
な
い
」。Id. at （（（.

（
（0（
）Id. at （（（

─（（（. 

（
（0（
）Id. at （（0. 

次
の
言
質
に
依
拠
す
る
。「
外
国
人
が
入
国
し
そ
こ
に
居
続
け
る
権
利
に
関
す
る
政
策
は
、
こ
と
さ
ら
政
府
の
政
治
的
行
為
に
か

か
わ
る
（
け
れ
ど
も
、）
こ
れ
ら
の
政
策
の
執
行
で
は
、
連
邦
の
執
行
権
は
手
続
的
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
の
防
御
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

K
leindiest v. M

andel, （0（ U
.S. （（（, （（（

─（（ （（（（（

）（Frankfurter, J.

）.

（
（0（
）D

angerous, at （（.

（
（0（
）Globe N

ew
spaper Co. v. Superior Court, （（（ U

.S. （（（, （0（

─（0（ （（（（（

）.

（
（（0
）
「
修
正
第
一
条
の
原
理
で
は
、
政
府
は
、
な
ぜ
特
定
の
聴
聞
が
非
公
開
に
さ
れ
る
べ
き
か
を
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
示
す
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
、

そ
し
て
一
方
的
に
聴
聞
を
非
公
開
に
す
る
権
能
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」。D

angerous, at （（.

（
（（（
）
本
章
は
以
下
に
基
づ
く
。Cooper and Stock, supra note （（ at （（（（

─（（（（.

（
（（（
）O

berfield, supra note （（ at （（（（
─（（（（. 

事
実
の
経
過
は
こ
れ
に
基
づ
く
。

（
（（（
）N

ew
 Jersey M

edia Group Inc., v. A
shcroft, cert. denied, （（（ S. Ct. （（（（ （（00（

）.  

（
（（（
）IN

A
 § （0（ （a

）（（

）. 

Ｉ
Ｎ
Ａ
は
Ｄ
Ｈ
Ｓ
長
官
に
、「
外
国
人
の
違
法
な
入
国
に
対
し
て
国
境
を
統
制
し
防
御
す
る
」
義
務
と
権
限
の
両
方
を
与

え
た
。§ （0（ （a

）（（

）.

（
（（（
）Chae Chan Ping v. U

nited States, （（0 U
.S. （（（ （（（（（

）. 

富
井
、
前
掲（
（
）論
文
、
四
五
頁
、
七
五
頁
注（
（
）。

（
（（（
）Sess. II Chap. （（, （ Stat. （（0, （

th Cong., July （, （（（（. Sess. II Chap. （（; （ Stat. （（（. （
th Cong. June （（, （（（（.

（
（（（
）K

leindiest v. M
andel, （0（ U

.S. （（（ （（（（（

）. 

一
八
七
五
年
ま
で
は
外
国
人
の
移
動
に
対
す
る
規
制
は
な
か
っ
た
が
、
制
定
法
で
規
制
が
か

か
る
よ
う
に
な
り
、
共
産
党
員
は
暴
力
で
政
府
を
転
覆
さ
せ
る
者
と
認
識
さ
れ
、
一
九
五
二
年
の
Ｉ
Ｎ
Ａ
に
明
文
化
さ
れ
た
と
い
う
。Id. at （（（. 

（
（（（
）L
EGO

M
SK

Y A
N

D R
O

D
RIGU

EZ, supra note （ at （（（. 

Ｅ
Ｏ
Ｉ
Ｒ
内
の
移
民
裁
判
所
で
な
さ
れ
る
の
が
一
般
で
あ
る
が
、
近
時
、
ビ
デ
オ
・
コ

ン
フ
ァ
レ
ン
ス
が
増
え
て
い
る
。Id.

（
（（（
）IN

A
 § （（0 （（ U

.S.C. § （（（（a

）（c

）（（

）（B

）, （c

）（（

）（A

）.

（
（（0
）Jonathan H

. Y
u, Com

bating T
errorism

 w
ith the A

lien T
errorist R

em
oval Court, （ N

A
T’ L S

EC. L. B
RIEF （, （ （（0（（

）. 

Ａ
Ｔ
Ｒ
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〇

Ｃ
は
レ
ー
ガ
ン
政
権
下
で
の
構
想
が
き
っ
か
け
で
、
創
設
ま
で
一
〇
年
を
要
し
た
。
そ
の
間
、
一
九
八
七
年
に
パ
レ
ス
チ
ナ
解
放
人
民
戦
線
の
テ

ロ
活
動
の
退
去
で
、
Ｄ
Ｏ
Ｊ
が
極
秘
情
報
を
使
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
で
き
な
い
状
況
が
あ
っ
た
し
、
一
九
九
三
年
の
世
界
貿
易
セ
ン
タ
ー

ビ
ル
爆
破
で
は
、
国
内
テ
ロ
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
Ａ
Ｔ
Ｒ
Ｃ
の
前
身
と
な
る
立
法
が
議
会
に
上
程
さ
れ
て
い
る
。
外
国
人
テ

ロ
リ
ス
ト
送
還
法
（T

errorist A
lien Rem

oval A
ct

）
が
外
国
人
テ
ロ
リ
ス
ト
送
還
手
続
（A

lien T
errorist Rem

oval Procedure

）
に
改

名
さ
れ
、
一
九
九
五
年
反
テ
ロ
一
連
法
（O

m
nibus Counterterrorism

 A
ct

）
の
下
で
議
会
に
諮
ら
れ
る
。Id. at （

─（. 

Ａ
Ｔ
Ｒ
Ｃ
の
根
拠
規

定
は（ U

.S.C. § （（（（

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
Ａ
Ｔ
Ｒ
Ｃ
の
語
は
な
い
。

（
（（（
）John D

orsett N
iles, A

ssessing the Constitutionality of the A
lien T

errorist Court, （（ D
U

K
E L.J. （（（（, （（（（ （（00（

）.

（
（（（
）Id. at （（（（. 
当
然
、秘
密
の
証
拠
は
定
住
外
国
人
（
憲
法
が
保
障
さ
れ
る
）
の
手
続
的
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
の
修
正
第
五
条
違
反
が
問
題
と
な
る
。

Id. 

（
（（（
）（ U

.S.C. § （（（（ （a

）. 
各
判
事
の
任
期
は
別
々
で
、
一
年
の
も
の
か
ら
四
年
の
も
の
ま
で
あ
る
。（ U

.S.C. § （（（（ （b

）. 

長
官
は
一
人
を
Ａ
Ｔ

Ｒ
Ｃ
裁
判
長
に
任
じ
、
そ
の
裁
判
長
は
Ａ
Ｔ
Ｒ
Ｃ
の
規
則
を
制
定
し
、
事
件
を
判
事
に
配
分
す
る
権
限
を
有
す
る
。（ U

.S.C. § （（（（ （c

）. 

（
（（（
）（ U

.S.C. § （（（（ （a

）. 

（
（（（
）（ U

.S.C. § （（（（ （a

）（（

）. 

（
（（（
）（ U

.S.C. § （（（（ （a

）─（（

）. 

本
文
で
は
項
の
記
号
で
示
す
。

（
（（（
）（ U

.S.C. § （（（（ （b

）, （ U
.S.C. § （（（（ （c

）（（
）─（（
）. 

担
当
判
事
は
、
こ
の
退
去
聴
聞
で
提
出
さ
れ
た
証
拠
の
み
に
基
づ
い
て
退
去
の
判
断
を

な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（ U

.S.C. § （（（（ （c

）（（
）. 

（
（（（
）（ U

.S.C. § （（（（ （d

）（（

）, （（

）. 

極
秘
情
報
（classified inform

ation

）
は
、
判
事
が
法
務
長
官
に
よ
る
開
示
が
安
全
保
障
に
危
険
を
も
た
ら

す
と
判
断
し
た
い
か
な
る
証
拠
も
一
方
的
に
イ
ン
カ
メ
ラ
で
審
査
し
、
サ
マ
リ
ー
以
外
に
開
示
さ
れ
る
べ
き
か
を
公
に
判
断
す
る
。（ U

.S.C. § 

（（（（ （e

）（（

）. 

（
（（（
）
二
〇
年
の
「
冬
眠
（hibernation

）」
は
尽
き
て
い
る
。Y

u, supra note （（0 at （（

─（（. 

ユ
ー
は
、
Ａ
Ｔ
Ｒ
Ｃ
は
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
と
安
全

保
障
の
バ
ラ
ン
ス
を
企
画
し
た
も
の
と
肯
定
的
に
評
価
し
、
若
干
の
改
革
を
し
た
上
で
活
用
す
べ
き
と
主
張
す
る
。

（
（（0
）D

angerous, at （（. 

も
っ
と
も
、
Ｉ
Ｎ
Ｓ
は
判
事
に
も
当
該
外
国
人
に
も
、
そ
の
弁
護
士
に
も
見
せ
る
の
を
拒
否
す
る
秘
密
証
拠
を
使
用
す
る
。

と
き
に
、
後
日
そ
れ
が
開
示
さ
れ
た
と
き
誤
り
が
発
覚
す
る
こ
と
が
あ
り
、
諜
報
機
関
が
笑
い
の
種
（laughing stock

）
に
さ
れ
た
。Id.



一
八
一

国
外
退
去
手
続
へ
の
公
的
ア
ク
セ
ス
と
安
全
保
障
（
富
井
）

（
（（（
）N

iles, supra note （（（ at （（（（

─（（（（. But see, Y
u, supra note （（0 at （（

─（（. 
（
（（（
）（ U

.S.C. § （（（（ （g

）（h

）. 

な
お
、適
法
な
永
住
外
国
人
に
つ
い
て
は
特
別
な
弁
護
士
に
よ
る
極
秘
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
特
別
の
手
続
が
あ
る
。

（ U
.S.C. § （（（（ （e

）（F

）. 

（
（（（
）（ U

.S.C. § （（（（ （f

）. 

政
府
は
議
論
を
開
示
し
、
外
国
人
は
こ
れ
に
反
論
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
さ
ら
に
政
府
は
反
証
で
き
る
。
判
事
は

議
論
の
一
部
を
一
方
的
に
イ
ン
カ
メ
ラ
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
（（（
）（ U

.S.C. § （（（（ （i

）（j

）. 

こ
れ
が
出
さ
れ
る
と
、
当
該
外
国
人
は
身
柄
を
拘
束
さ
れ
る
。
原
則
、
退
去
手
続
が
開
始
さ
れ
れ
ば
当
該
外
国
人
は

拘
留
さ
れ
る
が
、
釈
放
の
救
済
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
る
。（ U

.S.C. § （（（（. 

（
（（（
）（ U

.S.C. § （（（（. 

（
（（（
）
本
項
の
記
述
は
以
下
に
基
づ
く
。O

ffi
ce of the Chief Im

m
igration Judge, Im

m
igration Court Practice M

anual, Feb. （, （0（（, 
available at w

w
w

.justice.gov/eoir　

M
ichele Benedetto, Crisis on the Im

m
igration Bench, （（ B

RO
O

K
LY

N L. R
EV. （（（, （（（

─

（（（ （（00（

）. 

（
（（（
）
法
服
を
ま
と
っ
た
り
、
証
言
席
を
設
け
た
り
と
、
そ
の
司
法
的
作
用
の
み
な
ら
ず
物
理
的
な
様
相
も
憲
法
三
条
の
司
法
裁
判
所
と
酷
似
し
て
い

る
。L

EGO
M

SK
Y A

N
D R

O
D

RIGU
EZ, supra note （ at （（（.

（
（（（
）（ U

.S.C. § （（0（ （b

）（（

）. 

一
般
に
移
民
法
実
務
の
経
験
者
か
ら
任
じ
ら
れ
る
が
、
九
・
一
一
後
法
務
長
官
ア
シ
ュ
ク
ロ
フ
ト
と
そ
の
後
任

A

ゴ

ン

ザ

レ

ス

lberto
Gonzales

は
、
任
命
を
よ
り
政
治
的
に
さ
せ
不
透
明
に
し
て
、
半
数
が
移
民
実
務
の
経
験
を
持
た
な
い
、
身
内
的
な
人
事
を
行
っ
た
。

し
か
し
批
判
が
高
ま
り
、
二
〇
〇
七
年
四
月
、
法
務
省
は
公
募
と
詳
細
な
評
価
と
面
接
を
必
須
と
す
る
新
任
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
打
ち
立
て
た
。

も
っ
と
も
、
最
終
判
断
は
法
務
長
官
に
留
保
さ
れ
る
。Benedetto, supra note （（（ at （（（

─（（（. 

ベ
ネ
デ
ッ
ト
は
質
の
悪
い
Ｉ
Ｊ
の
出
現
を
憂

い
、
そ
の
倫
理
向
上
を
裁
判
官
倫
理
に
準
じ
た
ル
ー
ル
と
チ
ェ
ッ
ク
の
制
度
の
導
入
で
図
る
べ
き
と
主
張
す
る
。

（
（（（
）Id. at （（（

─（（（.

（
（（0
）Id. at （（（

─（（（. 

近
時
、
移
民
法
の
行
政
事
件
が
複
雑
か
つ
多
様
化
し
て
お
り
、質
量
と
も
増
え
て
き
て
い
る
一
方
で
、移
民
判
事
や
そ
の
控

訴
機
関
の
よ
り
深
い
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
含
む
、
質
量
の
充
実
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。Richard Posner, Judicial Review

 of Im
m

igration 
Judges, A

pr. （（, （00（. http://w
w

w
.c-span.org/video/?（0（（（（-（/judicial-review

-im
m

igration-judges

（
（（（
）
「
権
利
章
典
（
憲
法
修
正
第
一
─
一
〇
条
ま
で
の
規
定
─
筆
者
）
は
、
も
と
も
と
の
憲
法
を
、
政
府
の
ど
の
部
門
も
出
版
、
言
論
、
宗
教
、
あ



一
八
二

る
い
は
集
会
の
人
民
の
自
由
を
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
基
に
置
か
れ
る
新
た
な
憲
章
に
変
換
さ
せ
た
」。N

.Y
. T

im
es Co. v. U

nited 
States, （0（ U

.S. （（（, （（（ （（（（（

）（Black, J., concurring

）. 

そ
し
て
、「
修
正
第
一
条
の
制
定
者
は
、
英
国
と
植
民
地
の
政
府
の
濫
用
と
、
新

国
家
防
衛
、
両
方
の
必
要
性
を
十
分
に
意
識
し
て
、
こ
の
新
社
会
に
自
由
と
強
靭
さ
を
、
言
論
、
出
版
、
信
教
そ
し
て
集
会
の
自
由
は
奪
わ
れ
て

は
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
こ
と
で
、
与
え
よ
う
と
し
た
」。Id. at （（（.

（
（（（
）L

EO
N

A
RD W

. L
EV

Y, T
H

E E
M

ERGEN
CE O

F F
REE P

RESS （（0 （（（（（

）.

（
（（（
）
行
政
手
続
に
公
開
が
憲
法
上
要
請
さ
れ
る
か
は
、行
政
手
続
に
は
憲
法
の
適
正
手
続
が
ど
こ
ま
で
及
ぶ
か
が
議
論
さ
れ
、ま
た
裁
判
の
公
開
は
も
っ

ぱ
ら
民
刑
事
の
裁
判
に
限
定
的
に
適
用
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
お
り
（
司
法
手
続
で
も
家
事
審
判
な
ど
非
訟
事
件
は
憲
法
八
二
条
の
「
裁
判
」
に
当

た
ら
な
い
。
最
大
判
昭
和
三
五
年
七
月
六
日
、
民
集
一
四
巻
九
号
一
六
五
七
頁
）、
憲
法
八
二
条
や
三
七
条
の
公
開
原
則
が
行
政
手
続
に
適
用
さ
れ

る
か
は
熱
く
議
論
さ
れ
て
い
な
い
。

（
（（（
）
山
田
遼
一
・
黒
木
忠
正
『
よ
く
わ
か
る
入
管
法
（
第
三
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
八
頁
、
一
三
八
頁
。
そ
う
し
た
事
由
は
、
入
管
法
違

反
の
違
法
な
状
態
で
在
留
し
て
い
る
不
法
滞
在
者
と
、
適
法
に
在
留
す
る
も
犯
罪
な
ど
好
ま
し
く
な
い
活
動
を
し
て
い
る
者
の
二
つ
に
大
別
で
き

る
。
同
上
、
一
三
八
─
一
四
二
頁
。

（
（（（
）
裁
量
基
準
と
し
て
法
務
省
入
国
管
理
局
「
在
留
特
別
許
可
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
平
成
一
八
年
一
〇
月
。
二
一
年
七
月
改
訂
）
が
公
表
さ
れ

て
い
る
。

（
（（（
）
法
務
省
『
平
成
二
七
年
版　

出
入
国
管
理
白
書
』
四
二
頁
。
平
成
二
六
年
に
退
去
強
制
手
続
を
執
っ
た
入
管
法
違
反
者
は
一
万
六
七
六
人
で
、

事
由
別
で
は
不
法
残
留
八
二
七
四
人
（
七
七
・
五
％
）、
不
法
入
国
八
四
四
人
（
七
・
九
％
）、
資
格
外
活
動
四
二
二
人
（
四
・
〇
％
）
の
順
で
、
入
管

法
二
四
条
三
号
の
二
、
三
号
の
三
、
四
号
事
案
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

（
（（（
）
退
去
に
つ
い
て
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
十
月
二
十
八
日
法
務
省
令
第
五
十
四
号
）
三
〇
─
四
〇
条
が

補
足
す
る
け
れ
ど
も
、
手
続
の
公
開
や
証
拠
の
開
示
な
ど
の
規
定
は
な
い
。

（
（（（
）
法
務
省
、
前
掲（
（（（
）白
書
、
八
〇
頁
、
九
三
─
九
五
頁
。
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